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ま え が き

我が国の社会・経済へ甚大な影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症は、本年５月に感染法上
の分類が５類に移行され、行動制限等が緩やかになり社会経済活動は活発になってきたものの未だ
終息は見えず、加えてロシアによるウクライナ侵攻が長期化していることに伴い、原油価格や物価
の高騰を招くなど、引き続き社会情勢は厳しい状況にあります。
　日本国政府には、国内資源価格の高騰、人口減少・少子高齢化等の構造的課題への取り組み及び
社会経済の回復を行うことにより、自動車整備業界が更なる発展を遂げることを期待します。
　また、自動車整備業界は大きな変革期を迎えており、特定整備認証制度における自動運行装置・
運行補助装置等の最新技術への対応及び少子高齢化に伴い不足する自動車整備人材の確保など、課
題は山積しております。更には、本年１月より電子化された自動車検査証や今後導入される OBD
検査への対応が不可欠であり、自動車整備事業は経営の基盤を強化する対策が重要となり、今後さ
らに整備技術の向上と法令遵守に努め、「くるま社会」の安全・安心を目指す姿勢が求められるこ
ととなります。
　このような環境の中、整備主任者は今後ますます発展する先進運転支援システム等の最新技術に
対応するため、関係法令や自動車整備技術の修得が求められます。
　本書は、整備主任者法令研修資料として行政や関係機関のご指導、ご助言をもとに編さんいたし
ました。整備主任者はもとより自動車整備に係わる自動車整備士の方々においても有効に活用さ
れ、自動車整備事業の適正な運営と健全な発達に寄与できますよう切望いたします。

　令和 5 年 9 月

自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会

会長　喜　谷　辰　夫
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Ⅰ．自動車特定整備事業の業務について

１．自動車特定整備事業に係る最近の主な改正点について

　令和̎年̐月よりվ正ಓ࿏運ૹ車྆法ʢ令和ݩ年法ୈ��߸ʣがࢪ行され、自動車の「分ղ整備」
のൣғを֦大して「電子制ޚ装置整備」が加わり、「自動車分ղ整備事業」が「自動車特定整備事業」
とվめられました。

（１）特定整備の定義「分解整備」

（リーϑスϓリンάண等）

（ϩΞΞームண等）

（ϒϨーΩύοドなͲの交等）

（ドϥΠϒシϟϑτのண等）

（Τンジンண等） （λΠϩοτΤンドண等）

（Χϓϥ、Ωンάϐンのண等）
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（２）特定整備の定義「電子制御装置整備」

※　電子制御装置整備の対象車両は、国土交通省ホームページよりご確認ください。

রࢀ )1ʢIUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�KJEPTIB�KJEPTIB@GS9@5BSHFU@WFIJDMF�IUNMʣ

（িಥඃܰ減ϒϨーΩ用ηンαーなͲが
装ணさΕているάリϧ・όンύーのண等）

（িಥඃܰ減ϒϨーΩ用ηンαーなͲが
装ணさΕているϑϩンτΨϥスのண等）

電子制御装置等に関する例

リンク用QRコード
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（３）OBD点検
　令和̏年��月よりվ正「自動車検基४」ʢত和��年運༌ল令ୈ��߸ʣがࢪ行され、大型特घ自
動車、ඃݗ引自動車、ೋྠ自動車Ҏ֎の自動車を対とする「車ނࣜࡌোஅ装置ʢOBDʣの
அの݁Ռ」の検߲目が１年ごとに検を࣮ࢪするものとして加されました。
検߲目

・検整備ه　ผද̏ʢ��Χ月検ʣ
・検整備ه　ผද５ʢ��Χ月検ʣ
・検整備ه　ผද̒ʢ１年検及び̎年検ʣ
　上ههに「車ނࣜࡌোஅ装置ʢOBDʣのஅの݁Ռ」の߲目加

検の基४
・対となる車྆ɿ大型特घ自動車、ඃݗ引自動車、ೋྠ自動車Ҏ֎の自動車
・検࣌期ɿ１年ごと
・OBD 検対装置ɿ原動機、制動装置、"B4、Τアόッάʢか͡取り装置ฒびに車及び車ମ

に備えるものに限る。ʣ、িಥඃܰ減制動装置、自動໋令型ૢ機及び
自動運行装置に限定

検の࣮ࢪ方法
ʲスΩϟϯπʔルを用いる߹ʳ

　スΩϟϯπʔルの続෦を車ނࣜࡌোஅ装置と続し、அの݁Ռをಡみ取ることにより
検࣮ࢪ

ʲࣝผදࣔを用いる߹ʳ
　自動車のイάχッシϣϯ電源をΦϯにした状ଶで OBD அの対となるࣝผදࣔが౮す
ることを確認した後、原動機を࢝動さͤ、OBD அの対となるࣝผදࣔが౮ຢは໓し
続けないかを目ࢹにより検࣮ࢪʢOBD அの対となるࣝผදࣔはಓ࿏運ૹ車྆の保安基
४に適߹しないおͦれがあるものとしてܯใするものに限る。ʣただし、自動車ϝʔΧʔ等の
するϢʔβʔϚχϡアル等により検を行うこととされている߹には、ͦの方法により࡞
検࣮ࢪ
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ࣝผදࣔのߟࢀ
　自動車ϝʔΧʔごとにҟなるࠂܯ౮ྫ
　ʢিಥඃܰ減制動制ޚ装置ʢ˞１ʣ、自動໋令型ૢ機ʢ˞̎ʣʣ

（※2）

（※2）

（※1）

（※1）

ʲ整備の࣮ࢪ方法ʳ
　検の対となるࠂܯ౮が౮ຢは໓し続けている߹は、スΩϟϯπʔル等を用してͦの
原ҼとなるނোՕॴを特定し、少なくとも整備࡞業が適切にྃしなくなるおͦれがある࡞業にͭ
いては、自動車ϝʔΧʔ等の࡞する整備要ྖ書に基ͮいて整備を行う。
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（４）定期点検の項目及び点検方法の一部改正
　令和５年̏月に「自動車検基४」ʢত和��年運༌ল令ୈ��߸ʣのҰ෦վ正が行われ、令和５年
̓月よりࢪ行されて自動車の定期検߲目のう 「ͪՐ࣌期」及び「σΟスτϦϏϡʔλ１のΩϟッ
ϓの状ଶ」にͭいて検を行わなくてもよいこととされましたʢただし、σΟスτϦϏϡʔλを有
する自動車及びೋྠ自動車にͭいては、今後も検がඞ要ʣ。
　また、「自動車の検及び整備に関するख引」ʢฏ�9年国ަ௨লࣔࠂୈ���߸ʣのҰ෦վ正に
より、ҎԼの５ͭの定期検߲目にͭいて、目ࢹ等により確認するैདྷの検方法だけでなく、
OBDʢ車ނࣜࡌোஅ装置ʣを活用した検方法も認めることとされました。

                      

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日

自 動 車 局 整 備 課

自動車の高度化に対応した定期点検方法の見直しを行いました
～ 点検７項目について見直し ～

１．改正の概要 

(1)「自動車点検基準」（昭和 26 年運輸省令第 70 号）の一部改正

自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータ1のキャップの状

態」について、点検を行わなくともよいこととしました（ただし、ディストリビュータ

を有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要）。

(2)「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）の一部改正

以下の５つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法だ

けでなく、OBD を活用した点検方法等も認めることとしました。

点検項目 点検の方法

駐車ブレーキ機構 引きしろ 電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、

OBDを活用した確認を行うこととする

トランスミッション
2、トランスファ3

オイル漏れ、オイル量 オイルのレベル・ゲージがない車両は、オイ

ル漏れのみの確認でも可とする

燃料蒸発ガス排出抑

制装置

チャコール・キャニス

タ4の詰まりと損傷

インタンク式のチャコール・キャニスタを装

備した車両は、メーカー指定の方法で確認す

ることとするチェック・バルブ5の

機能

タイヤ 空気圧 タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、

OBDを活用した確認も可とする

２．スケジュール

公 布：令和５年３月３１日（本日）

施 行：令和５年７月１日

1 高電圧の電気を点火プラグに配電し、点火時期を制御する装置
2 走行状態に応じてギヤ比を切り替える変速装置
3 四輪駆動において、エンジンの動力を前輪と後輪に分配する装置 
4 燃料タンク等から放出される燃料蒸発ガスを一時的に貯蔵する装置
5 燃料蒸発ガスのチャコール・キャニスタからの逆流を防止する装置

                                                   

【問い合わせ先】
国土交通省自動車局整備課 藤墳、渡部 
Tel03-5253-8111（内線 42412,42413）

  Tel03-5253-8599（直通） 

近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、

車載式故障診断装置（OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、OBD を活用

した点検方法の導入等、自動車の定期点検の項目及び方法について改正を行います。

１　σΟスτϦϏϡʔλɿ高電ѹの電ؾをՐϓラάに電し、Ր࣌期を制ޚする装置
̎　τラϯスϛッシϣϯɿ行状ଶに応͡てΪϠൺを切りସえる変装置
̏　τラϯスϑΝɿۦྠ࢛動において、Τϯδϯの動ྗをલྠと後ྠに分する装置
̐　νϟコʔル・Ωϟχスλɿ೩料λϯク等から์ग़される೩料ৠ発ΨスをҰ࣌的にஷଂする装置
５　νΣック・όルブɿ೩料ৠ発Ψスのνϟコʔル・Ωϟχスλからのྲྀٯをࢭする装置
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（５）電子自動車検査証
　令和５年１月̐日ʢܰ自動車は令和̒年１月༧定ʣよりަされた自動車検査証は電子化され、
ඞ要最খ限のࡌه事߲をআき自動車検査証情ใは *$ λάにهされるようになりました。
　݊໘ࡌه事߲の΄か *$ λάه関連情ใは、あらか͡め「車検証ӾཡアϓϦ」をύιコϯやス
ϚʔτϑΥϯにイϯスτʔルし、ύιコϯに続した *$ ΧʔυϦʔμʔやಡみ取り機きス
ϚʔτϑΥϯ等のը໘で確認します。
　また、*$ ΧʔυϦʔμʔ等で電子車検証のಡみ取りを࣮ࢪするࡍは、ར用者が電子車検証݊໘
ӈԼにҹࣈされたηΩϡϦテΟコʔυを入ྗし、認証がޭした߹のみ車検証情ใがը໘上にද
ࣔされます。

　電子車検証では、変更ొ等によるࡌه事߲の変更を伴わない基ૅ的情ใ⡣のみのࡌهとなりま
す。ͦのଞの車検証情ใは *$ λά⡤に格ೲされます。*$ λάに格ೲされた情ใは、൚用の *$ Χʔ
υϦʔμʔやಡみ取り機きスϚʔτϑΥϯでࢀর可です。
　ೋݩ࣍コʔυ⡥は݊໘にҹされますが、ैདྷೋݩ࣍コʔυから取得可であった情ใのうͪ、

「自動車検査証の有効期ؒ」のみ確認することはできまͤん。
ʣ車検証ӾཡアϓϦのಡみࠐみにೋݩ࣍コʔυをうことはできまͤん。ʢ*$ λάをಡみ取るඞ要があります。ʣ

˞　 電子車検証の有効ੑに応͡た車検証情ใӾཡαʔϏスʢΦϯライϯ࣌ʣのར用の可൱はҎԼの
දをࢀরしてください。

◼ 電子車検証の認証

セキュリティ
コード

◼ 電子車検証の有効性確認
オンライン

車検証情報閲覧サービス

有効性 該当すると想定される電子車検証（例） 該当する電子車検証で
車検証情報閲覧サービスを利用した際の扱い

•
•
•
•

セキュリティ
コード

セキュリティコード
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（６）検査標章の貼付位置
　令和５年１月より自動車検査証が電子化され、有効期ؒが݊໘にදࣔされなくなったことに伴
い、国ަ௨লではແ車検運行ࢭのҰ環として、これまで「લ方から見қいҐ置にදࣔする」と
していた検査ඪষのදࣔҐ置を「લ方から見қいҐ置であるとともに運転者が検査ඪষにදࣔして
いる自動車検査証の有効期ؒを༰қに確認できるҐ置にදࣔする」と௨達のҰ෦がվ正されて令和
５年̓月̏日よりࢪ行されました。

「自動車検査業等࣮ࢪ要ྖにͭいてʢґ໋௨達ʣ」ʢত和��年��月�5日 自車内���߸ʣ

自動車検査業等࣮ࢪ要ྖʢൈਮʣ
̏ʵ̕ʢ検査ඪষのަ等ʣ
̏ʵ̕ʵ１　લ໘Ψラスにはりけてදࣔする検査ඪষのදࣔՕॴは、ҎԼによるよう自動
車の用者を指導するものとする。
　ʢલ方かͭ運転者੮から見қいҐ置ʣ
　　運転者੮ଆ上෦で、車྆中心から可な限りԕいҐ置
　˞ྫ֎

　ただし、上هҐ置で運転者のࢹをげる߹は、運転者のࢹをげない、લ方か
ͭ運転者੮から見қいҐ置

˞　ܰ自動車の検査ඪষにͭいてもಉ༷の取ѻいとなります。
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（７）OBD検査
　令和̒年��月よりಠཱ行政法人自動車技術૯߹機構及びܰ自動車検査協会が検査で行う検査に
OBD 検査の導入が༧定されています。
　OBD 検査とは、車྆にࡌされている電子制ޚ装置の状ଶをࢹしてނোをهする OBDʢ車
されたهোஅ装置ʣとスΩϟϯπʔルを続することにより、車྆にނࣜࡌ D5$ʢނোコʔυʣ
をಡみ取り߹൱定を行います。
　自動車整備では、事લに४備がඞ要となりますが、特定 D5$ র会アϓϦの　「確認Ϟʔυ」
により検査でड検するલに車྆情ใを確認することができます。
対となる車྆
国࢈車ɿ令和̏年��月１日Ҏ߱の新型車ʢϑルϞσルνΣϯδ車ʣ
༌入車ɿ令和̐年��月１日Ҏ߱の新型車ʢϑルϞσルνΣϯδ車ʣ

˞大型特घ自動車、ඃݗ引自動車、ೋྠ自動車はআく。
対となる D5$ʢނোコʔυʣ
ᶃ運転支援装置 ʢ保安基४にن定があるものに限る。ʣ

アϯνロックブϨʔΩシステムʢ"B4ʣ、ԣりࢭ装置ʢ&$4ʣ、ブϨʔΩアシスτ、自動ブ
ϨʔΩ、車྆ۙ௨ใ

ᶄ自動運転機 ʢ保安基४にن定があるものに限る。ʣ
自動車ઢҡ࣋、自動ற車、自動車ઢ変更など

ᶅഉΨス関係装置
車ނࣜࡌোஅ装置ʢOBDʣを活用した自動車検査ख法

自動車のOBDϙーτ（例）

続
電子装置の状ଶを
し、故障を記ࢹ
録する。

検査用スΩϟンπーϧͰಡΈ取っ
D5$ に特定 D5$（※）がؚ·Εる
場߹、不ద߹と定する。
（※）特定 D5$ とは、保҆基४に不

ద߹となる故障コードͰす。

OBD に記録さΕた
D5$（故障コード）
をಡΈ取る。

˞　事業でҎԼのものを४備することにより OBD 検査のड検લに車྆情ใを確認すること
ができます。なお、指定で OBD 検査を࣮ࢪする߹はඞਢとなります。

事લにイϯλʔωッτ環境や֤छ機ث、クライアϯτ証໌書、特定 D5$ র会アϓϦの४備がඞ要です。
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４．OBD検査の開始にあたり準備するもの

事前にインターネット環境や各種機器、クライアント証明書、特定DTC照会アプリの準備が必要Point

※検査用スキャンツールは、OBD検査に対応した機器を使用する必要があります。
対象機器の詳細については、日本自動車機械工具協会のホームページを参照のうえ各自ご準備ください。

通信環境および検査で使用するPCまたはタブレット、検査用スキャンツールなどの機器を準備する必要があります。
PCまたはタブレット、検査用スキャンツールには、クライアント証明書をインストールする必要があります。また、検査用ス
キャンツールには、特定DTC照会アプリをインストールする必要があります。OBD検査の導入スケジュールに合わせて、ご準備ください。

環境・機器の準備

インターネット環境 PC
検査用スキャンツール※

車検証読み取り用
手入力も可能なため、必要に応じて準備

二次元コードリーダ ICタグリーダ利用者管理システム／OBD検査
結果参照システムで必要なもの

特定DTC照会アプリで必要なもの

Windows 10以上

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場／認証工場

OBD
検査業務

国産車

輸入車

プレ運用 本格運用

プレ運用 本格運用

登録

令和5年10月～

Windowsがインストール
されたPCまたはタブレットVCI

インターネット
環境

※1：1台の端末で特定DTC照会アプリ／利用者管理システム／OBD検査結果参照システムを使用することもできます。

※1

※1

令和5年4月～
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令和5年4月～
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（８）車載式故障診断器（OBD）を活用したOBD点検とOBD検査の違い
˔ OBD 検ʢ自動車Ϣʔβʔまたは自動車整備等が࣮ࢪʣ

ᶃ࣮ࢪ։࣌࢝期
　令和̏年��月より
ᶄ検࣮࣌ࢪ期
　１年ごと
ᶅ対となる自動車

車ނࣜࡌোஅ装置ʢOBDʣのछ類ʢ*4O ʗ +�OBD ᶗ � ᶘなどʣや年ࣜに関係なく OBD
を装備している自動車が対。ʢ大型特घ自動車、ඃݗ引自動車、ೋྠ自動車をআくʣ

˔ OBD 検査ʢಠཱ行政法人自動車技術૯߹機構、ܰ自動車検査協会または指定の自動車検
査һが࣮ࢪʣ
ᶃ࣮ࢪ։࣌࢝期
　令和̒年��月より࣮ࢪ༧定ʢ༌入車は令和̓年��月ʣ
ᶄ検査࣮࣌ࢪ期
࣌続検査ܧ　
ᶅ対となる自動車

令和̏年��月１日Ҏ߱ʢ༌入車は令和̐年��月１日Ҏ߱ʣの新型車の型ࣜ指定車・ଟ༷自
動車が対。

Copyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology ϲ

OBD検査ৌのにणःथ．ڱ

以ৣの車がOBD検査の対象になりますقただし、প特自動車、Ꮛਬ自動車、自動車をくك。
বਓ車：ഥਮ�ফ10া1日以ఋのৗ車قইルঔॹルॳख़ンジ車ك
ୟো車：ഥਮ�ফ10া1日以ఋのৗ車قইルঔॹルॳख़ンジ車ك

OBD検査対象車の車検証およびਗ਼車検証の備અჷには、َOBD検査対象車ُقਗ਼車検証のৃ়はَOBD検査
対象ُكなどの੶ൗがあります。ただし、OBD検査の対象と੶ൗがある車でも、OBD検査がਂ要となるৃ়が
あります。

検証 ਗ਼検証

OBD検査ৌऊनअऊ॑
検証やਗ਼検証でનੳ

Point

OBD検査対象
備અ
OBD検査対象OBD検査対象車

備અ
OBD検査対象車

˞　OBD 検査の対となる装置
　　"B4、িಥඃܰ減制動制ޚ装置、ഉΨス装置等
　　ʢ保安基४ ࡉ目ࣔࠂ ผఴ���　ܧ続検査等に用いる車ނࣜࡌোஅ装置の技術基४にن定ʣ
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Ⅱ．自動車特定整備事業者の
　　立入検査結果等

Ⅱ
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Ⅱ．自動車特定整備事業者の立入検査結果等

1 ．自動車特定整備事業者の立入検査結果（令和 4年度）

　令和 � 年度における関東運༌ہ内の運༌支ہにおいて࣮ࢪした自動車特定整備事業者に対する
ཱ入検査݁Ռは、࣍のとおりです。

　⑴　立入検査事業場数

　ཱ入検査事業は、5��事業でした。
　ཱ入検査は、新ن認証ʢ事લ৹査をؚΉ。ʣ、移転、対自動車加のおよびܯ
ہ等からの௨ใやۤ情があった等にͭいて࣮ࢪしました。
　また、աڈ 5 年ؒにおけるཱ入検査の࣮ࢪ状況はʪදᶘʵ � ʫのとおりです。

〈表Ⅱ－ 1〉過去 5年間の自動車特定整備事業者の立入検査状況

߲目
年度

新　ن 移転加 ॴࡏ不໌
整備主任者
研修未डߨ

ۤ　情 ද　জ ͦのଞ ܭ

)�� ��� ��� � � �� ��� ��� �5� 

3� �9� ��� � � �5 ��� ��� ��5 

3� ��� 9� � � � 9� ��� 59� 

3� ��� ��� � � � 9� �� ��� 

3� �5� ��� � � � �� �� 5�� 

　⑵　立入検査結果に基づく行政処分状況

　ཱ入検査の݁Ռ、ಓ࿏運ૹ車྆法等関係法令にҧする重大な事࣮が認められた事業に対し
ては、ಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�のن定に基ͮき、事業のఀࢭ等の行政ॲ分を行っていますが、令和
� 年度のॲ分状況はʪදᶘʵ � ʫのとおりです。
　また、աڈ 5 年ؒにおける運༌ہ長ॲ分はʪදᶘʵ � ʫのとおりです。
　なお、令和 � 年度は事業者ॴࡏ不໌に係る取ফॲ分は � ݅でした。

〈表Ⅱ－ 2〉自動車特定整備事業者の処分状況

運༌ہ長ॲ分等 運༌支ہ長ॲ分等

認証取ফ 事業ఀࢭ จ書ࠂܯ վળ໋令 จ書ࠂܯ 口಄ࠂܯ

݅ � � � � � �

ʣද中「จ書ࠂܯ」は、ॲ分基४に基ͮく߹のみܭ上している。
　　ʢ事業ఀࢭ等に伴うվળใࠂはؚまずʣ
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〈表Ⅱ－ 3〉過去 5年間の自動車特定整備事業者の運輸局長処分

߲目
年度

ཱ入検査
݅　　

ॲ　　分
事業

ॲ　分　等　の　内　༁ 認　証
認証取ফ 事業ఀࢭ վળ໋令 ࠂܯ ܭ

�� �5� � � � � � � ����9 

3� ��5 � � � � � � ����� 

3� 59� � � 5 � � � ����� 

3� ��� �� � �� � � �� ����� 

3� 5�� �� � � � � �� ����� 
 � ʣෳのॲ分をडけている事業があるため、ॲ分事業とॲ分݅は૬ҧする。
 � ʣ認証は֤年度とも � 月のをࣔす。
 � ʣ「จ書ࠂܯ」は、ॲ分基४に基ͮく߹のみܭ上している。
　　　ʢ事業ఀࢭ等に伴うվળใࠂはؚまずʣ

　⑶　法令違反指摘事項等

　աڈ 5 年ؒにおける法令ҧの指ఠ状況は、ʪදᶘʵ � ʫのとおりです。

〈表Ⅱ－ 4〉過去 5年間の法令違反指摘内容

年　度
指ఠ事߲

)�� 3� 3� 3� 3�

整備主任者の業に関するもの
� � � �� �

ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ

認証基४に関するもの
� � � � �

ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ

遵守事߲に関するもの
� � � � �

ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ����ˋʣ

変更ಧ等に関するもの
� � � � �

ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ

特定整備ه等に関するもの
� � � �� 9

ʢ�5��ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ

ͦのଞ法令ҧに関するもの
5 � � � �

ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ ʢ����ˋʣ

ܭ　　　　　　߹
�� �� �� �� �5

ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ ʢ���ˋʣ
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2 ．自動車特定整備事業の廃止理由調査結果

　令和 � 年度中に関東運༌ہ内において、自動車特定整備事業のഇࢭಧのあった事業は���
者が55݅ʢ�9��ˋʣ、事業ܧいで後࣍、߹が���݅ʢ����ˋʣݾཧ༝は、自ࢭであり、主なഇ
߹ཧ化が5�݅ʢ����ˋʣ、ҎԼʪදᶘʵ � ʫのॱとなっています。
　また、աڈ 5 年ؒにおけるഇࢭཧ༝状況は、ʪදᶘʵ � ʫのとおりです。

〈表Ⅱ－ 1〉　自動車特定整備事業者の廃止理由調査結果

߲目

支ہผ

ഇ　　ࢭ　　ཧ　　༝

経営ܭ
不振

࢈
һ
不足

後ܧ
者

事　業
߹ཧ化

移転
ཱୀ

転業 ߹ซ
組߹
加ࢀ

自ݾ
߹

ͦのଞ

東　ژ � � � � �� �� � � � �� 5 ��

ਆಸ � � � � 9 5 � � � �� � ��

ۄ　࡛ � � � � � � � � � 5 � ��

അ　܈ � � 5 �� � � � � � �� � ��

ઍ　༿ � � � �� 9 � � � � �� � 5�

ҵ　 � � � � � � � � � �5 � ��

ಢ　 � � 5 �� 5 � � � � � � �9

山　ས � � � � � � � � � �� � ��

ܭ　ہ �� � �� 55 5� �� � � � ��� �� ���

構ൺʢˋʣ 5�9ˋ ���ˋ ���ˋ �9��ˋ ����ˋ ���ˋ ���ˋ ���ˋ ���ˋ ����ˋ ��9ˋ �����ˋ

〈表Ⅱ－ 2〉　過去 5年間の自動車特定整備事業の廃止理由調査結果

߲目

年度

ഇ　　　　　ࢭ　　　　　ཧ　　　　　༝

　　　　経営ܭ
不振

࢈
　　　　һ
不足

後ܧ者
事業者
　ࢮ

事　業　　　　
߹ཧ化

移転　　　　
ཱୀ

転業 ߹ซ
組߹　　　　
加ࢀ

自ݾ߹
及び

ͦのଞ

)�� �� � �� �� �� �9 � � � ��� ���

3� �� �� �� �� �� �� 5 � � ��� ���

3� �� � �� �� 5� �� 5 � � ��9 ���

3� �� � �� �5 �� �� � � � ��� ���

3� �� � �� 55 5� �� � � � ��� ���
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3 ．自動車特定整備事業者の違反事例

　自動車特定整備事業者の法令ҧ等による行政ॲ分をྫࣔします。

【その 1】過剰請求及び特定整備記録簿の虚偽記載をしたこと。

　ブϨʔΩに係る検整備料ۚのա求に関する情ใが支ہにあり、ཌ日事業者に事࣮確認を
行ったとこΖ௨ใの内༰は事࣮とのใࠂがあったことから、֘事Ҋの経Ңใࠂ書を࡞のうえ
支ہにใࠂするよう指ࣔを行った。後日、社内ௐ査の݁Ռ不正行ҝが発֮したࢫใࠂがあった。
　事業者によるௐ査の݁Ռをडけ֘事業に対しཱ入検査を࣮ࢪしたとこΖ、࣮ࡍには෦
をަしていないにもかかわらず、あたかもަしたかのように特定整備هにࡌهし、ͦ
の整備の料ۚを求していたこと。ग़དྷөえ確認を行っていない車྆に対し、整備主任者のॺ
໊を行う等、ِڏのࡌهにͭいての法令ҧが確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　ত和�9年に認証を取得したσΟʔラʔである。
　査࣌のһは � ໊で、ͦの内整備主任者は � ໊である。

2 ．行政処分の内容

　自動車特定整備事業のఀࢭʢ��日ؒʣ

3 ．法令違反の内容

ᾇ　特定整備هのࡌهِڏ
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�ୈ � ߲ʣ
ᾈ　検整備料ۚのա求
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�の � ʣ
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ࢪ行نଇୈ��の � の � ҧʣ
ᾉ　整備主任者の特定整備等に関する౷ׅཧ不備
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�の � ʣ
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ࢪ行نଇୈ��の � の � ҧʣ

4 ．法令違反に至った原因

ᾇ　自動車特定整備事業者として、関係法令に関する遵法ਫ਼ਆが欠していた。
ᾈ　自動車特定整備事業者としてのཧମ制が機していなかった。

5 ．その他

ᾇ　自動車特定整備事業者は、ِڏのࡌهをしてはならない。
ᾈ　自動車特定整備事業者は、ա求をしてはならない。
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【その 2】不正改造の実施及び概算見積書等を交付しなかったこと。

　事業にܭը査を࣮ࢪし࡞業を確認したとこΖ、検査に不正վ造車がற車してい
た。関係ாථ類を確認したとこΖ、֘車྆に適߹証をަしていたため、査を進めたと݁
Ռ、検査һはલڸࠨが取り֎されていることをりながら保安基४に適߹するࢫの証໌を
行ったଞ、લ෦ໄ౮が�౮ಉ࣌に౮するよう不正վ造を࣮ࢪしたこと。ଞには検整備の料
ۚにͭいては口಄のみでґཔ者にえていたことによる、֓ࢉ見積書の未ަ、Ұൠ整備に対
する特定整備هの未ަ等のҧが確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　ত和��年に認証を取得後、ত和�5年に指定整備となったઐ業である。
　査࣌のһは � ໊で、ͦの内整備主任者は � ໊である。

2 ．行政処分の内容

　自動車特定整備事業のఀࢭʢ�5日ؒʣ

3 ．法令違反の内容

ᾇ　不正վ造を࣮ࢪ
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�の � ୈ � ߲及びಉ法ୈ99の � ʣ
ᾈ　֓ࢉ見積書の未ަ
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�の � ʣ
ᾉ　特定整備هのࡌهなし
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�ୈ � ߲ʣ

4 ．法令違反に至った原因

ᾇ　ອવと業を行う事による遵法ਫ਼ਆの欠

5 ．その他

ᾇ　自動車特定整備事業者は検ຢは整備の࡞業を行う߹は֓ࢉ見積書をަしなけれなら
ない。

ᾈ　自動車特定整備事業者は特定整備を行った߹は特定整備هのࣸしをަしなけれな
らない。

ᾉ　指定としての行政ॲ分は保安基४適߹証のަఀࢭʢ�5日ؒʣ
ᾊ　不正վ造を࣮ࢪしたことによる検査һղ任໋令ʢ � ໊ʣ
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【その 3】特定整備作業に重大な瑕疵があったこと。

　事業者から、֘事業で特定整備を࣮ࢪした車྆のλイロッυΤϯυがೲ車後まもなく֎
れたとのใࠂが支ہにあった。支ہが原Ҽ໌ڀを指ࣔしたとこΖ、Τϯδϯண࡞業に伴いλ
イロッυΤϯυのணをしたࡍ、ナッτక݁後にׂϐϯを入れれたため、ナッτが緩みλイ
ロッυΤϯυが֎れたとのใࠂがあった。また、Τϯδϯண࡞業に続けて࣮ࢪした車検整備
において、検査һはׂϐϯが入っていないことにؾがͭきながら、࡞業者に指ࣔをग़すことが
なかったとのใࠂもあった。
　ใࠂ書をもとに特ผ査を࣮ࢪしたとこΖ、ใࠂ内༰の事࣮が確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　ত和��年に認証を取得後、ত和��年に指定整備となったσΟʔラʔである。
　査࣌のһは 9 ໊で、ͦの内整備主任者は � ໊である。

2 ．行政処分の内容

　自動車特定整備事業のఀࢭʢ��日ؒʣ

3 ．法令違反の内容

ᾇ　特定整備࡞業に重大なᘥᙪがあった
　　ʢಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�ʣ

4 ．法令違反に至った原因

ᾇ　特定整備後のग़དྷөえ確認をଵった

5 ．その他

ᾇ　指定整備事業としては保安基४不適߹状ଶで適߹証をަしたことにより、保安基४適߹証
のަఀࢭʢ��日ؒʣ

ᾈ　検査һは保安基४不適߹状ଶであるにもかかわらず保安基४適߹証に証໌したことによるจ
書ࠂܯॲ分
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Ⅲ．最近の主要通達等
Ⅲ
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関東運輸局

電子制御装置整備の認証手続きは、管轄の運輸支局まで

令和６年３月末で認証取得の経過措置が終了します！

R2.4.1 R6.4.1

電子制御装置整備の認証開始

経過措置の期間※

※経過措置期間中に行える作業はR2.4.1以前
に行ったことがある作業のみです

☆衝突被害軽減ブレーキやレーンキープに係るカメラなどのセンサー、ECUやこれらのセンサー
が取り付けられている車体前部（バンパ、グリル）、窓ガラスのこと

運行補助装置☆または自動運行装置のある車両（R6.4.1以降）

電子制御装置整備の認証がない認証工場等は、以下の作業はできません

スキャンツールをつないでのエーミング

カメラ、レーダー、ＥＣＵの取り外し・取り付け
角度の変更

カメラ、レーダー等が取り付けられている
車体前部（バンパ、グリル）、窓ガラスの脱着

対象車両はこちら ▶ ▶

認証を受けている事業者の標識
「特定整備（分解整備・電子制御装置整備）」

関東運輸局長認証

自動車特定整備事業
普通
小型

電子制御装置整備の認証がない指定工場は、保適の交付はできません

認証がないとできない作業の例

㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕ

㛵自監㈌➨１５㸮ྕ

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕ

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕ

令和㸲年１㸮月㸰㸮日

⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ㛗  Ẋ

                       自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                       自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                       自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

がࡗ࠶たので、㈗㐠㍺ᨭᒁにおいても本ᑐ⟇に✚ᴟ的にྲྀり⤌ࡴとともに、㛵ಀᅋయ等に

ᑐし、本㊃᪨の࿘▱ᚭᗏ方ྲྀりィらわれたい。

なお、ู⣬の㏻り㛵ಀᅋయ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。
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㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕ

㛵自監㈌➨１５㸮ྕ

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕ

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕ

令和㸲年１㸮月㸰㸮日

⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ㛗  Ẋ

                       自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                       自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                       自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

がࡗ࠶たので、㈗㐠㍺ᨭᒁにおいても本ᑐ⟇に✚ᴟ的にྲྀり⤌ࡴとともに、㛵ಀᅋయ等に

ᑐし、本㊃᪨の࿘▱ᚭᗏ方ྲྀりィらわれたい。

なお、ู⣬の㏻り㛵ಀᅋయ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。
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ู⣬

㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕの㸰

㛵自監㈌➨１５㸮ྕの㸰

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕの㸰

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕの㸰

令 和 㸲 年 １ 㸮 月 㸰 㸮 日

ྛ㒔┴トラック༠㛗  Ẋ

ྛ㒔┴バス༠㛗    Ẋ

                    㛵ᮾ㐠㍺ᒁ 自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                          自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                          自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

が࠶り、ูῧ１のとおりྲྀり⤌ࡴこととしましたので、㈗ച下ဨにᑐし࿘▱され

るとともに、ᨾ防止ᑐ⟇の✚ᴟ的なྲྀり⤌みをお㢪いします。

 なお、ู⣬のとおり⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。

㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕの３

㛵自監㈌➨１５㸮ྕの３

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕの３

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕの３

令 和 㸲 年 １ 㸮 月 㸰 㸮 日

自動車ᩚ備⯆

㛵ᮾブࣟック㐃⤡༠㆟㛗 Ẋ

                    㛵ᮾ㐠㍺ᒁ 自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                          自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                          自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

が࠶り、ูῧ１のとおりྲྀり⤌ࡴこととしましたので、ྛ㒔┴自動車ᩚ備⯆にᑐ

し࿘▱されるとともに、ᨾ防止ᑐ⟇の✚ᴟ的なྲྀり⤌みをお㢪いします。

 なお、ู⣬のとおり⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。
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ู⣬

㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕの㸰

㛵自監㈌➨１５㸮ྕの㸰

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕの㸰

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕの㸰

令 和 㸲 年 １ 㸮 月 㸰 㸮 日

ྛ㒔┴トラック༠㛗  Ẋ

ྛ㒔┴バス༠㛗    Ẋ

                    㛵ᮾ㐠㍺ᒁ 自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                          自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                          自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

が࠶り、ูῧ１のとおりྲྀり⤌ࡴこととしましたので、㈗ച下ဨにᑐし࿘▱され

るとともに、ᨾ防止ᑐ⟇の✚ᴟ的なྲྀり⤌みをお㢪いします。

 なお、ู⣬のとおり⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。

㛵 自 ㈌ ➨ ７ 㸶 㸲 ྕの３

㛵自監㈌➨１５㸮ྕの３

㛵 自 ಖ ➨ １ ３ ７ ྕの３

㛵 自 ᩚ ➨ ５ １ 㸲 ྕの３

令 和 㸲 年 １ 㸮 月 㸰 㸮 日

自動車ᩚ備⯆

㛵ᮾブࣟック㐃⤡༠㆟㛗 Ẋ

                    㛵ᮾ㐠㍺ᒁ 自 動 車  ㏻ 㒊 㛗

                          自動車監ᰝ指ᑟ㒊㛗

                          自動車ᢏ⾡Ᏻ㒊㛗

（ 公 ༳ ┬ ␎ ）   

ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止にಀる令和㸲年ᗘ⥭ᛴᑐ⟇のᐇ施について

ᶆグについて、自動車ᒁᏳᨻ⟇ㄢ㛗、㈌≀ㄢ㛗及びᩚ備ㄢ㛗からูῧ（令和㸲年

㸷月３㸮日、ᅜ自Ᏻ➨㸶㸲ྕ、ᅜ自㈌➨㸶３ྕ、ᅜ自ᩚ➨１㸲㸷ྕ）のとおり㏻▱

が࠶り、ูῧ１のとおりྲྀり⤌ࡴこととしましたので、ྛ㒔┴自動車ᩚ備⯆にᑐ

し࿘▱されるとともに、ᨾ防止ᑐ⟇の✚ᴟ的なྲྀり⤌みをお㢪いします。

 なお、ู⣬のとおり⟶ෆྛ㐠㍺ᨭᒁ࠶てに㏻▱していることを⏦しῧえます。
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1 

ู ῧ １ 

令和㸲年㸷᭶ 30 ᪥ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故

㜵Ṇ対⟇にಀる㐃⤡

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」 

１．⥭ᛴ点検のᐇ

令和㸲年㸰月にタ置した「ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇にಀるㄪᰝ・分ᯒ検ウ」に

おいて、ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾについてㄪᰝ、分ᯒするとともに、ᆺ車の用⪅ࡸ

タイヤ⬺╔సᴗ⪅にᑐするࣄリングㄪᰝを行ࡗたところ、「自動車の点検及びᩚ備に㛵

するᡭ引き」につ定されているタイヤ⬺╔సᴗ時の࣡ッシャき࣍イール・ࢼットの点

検、Ύᤲྛࡸ㒊の₶のሬ布、さらには࣍イール・ࢼットがにᅇるかの確認等

について、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗࡸタイヤ⬺╔సᴗ後のቑし⥾めがᐇ施されていない等

のၥ㢟点が確認されている。 

これらの状ἣを㋃まえ、ᆺ車の用⪅にᑐして、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗࡸಖᏲ⟶⌮

の㔜要ᛶについて࿘▱・ၨ発をᅗるとともに、࣍イール・࣎ルトࢼࡸットの点検ᩚ備が㐺

切にᐇ施されているかを確認するためのᆺ車の⥭ᛴ点検を要ㄳする。なお、ຠᯝ的な

⥭ᛴ点検のᐇ施ため、ᑐ㇟となる車両の㑅定を行う。

２．国土交通省ᐇ項 

（１）故㜵Ṇ対⟇を᥎進するためのᗈሗ࣭ၨⓎ活動 

ձ  本┬等（ྛᆅ方㐠㍺ᒁ及びἈ⦖⥲ྜົᒁをྵࡴ。以下ྠじ。）及びྛ㐠㍺ᨭ

ᒁ等（⚄ᡞ㐠㍺監⌮㒊රᗜ㝣㐠㒊及びἈ⦖⥲ྜົᒁ㝣㐠ົᡤをྵࡴ。以下

ྠじ。）は、ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇にಀる㐃⤡（以下「㐃⤡」とい

う。）構ᡂᅋయと༠力し、本┬ࡸ㐃⤡で制సした࣏スター、チラシ、㐺切なタ

イヤ⬺╔・ಖᏲ⟶⌮సᴗᡭ㡰ࡸᨾ防止ၨ発動⏬を用いて、ᆺ車の用⪅に

ᑐしてのᗈሗ活動をᐇ施する。

（２）故㜵Ṇ対⟇のᚭᗏをᅗるための࿘▱࣭ᣦ導

ձ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、ᩚ備⟶⌮⪅◊ಟ等において、ᆺ車の

車輪⬺ⴠᨾの発⏕状ἣを⤂し、「自動車の点検及びᩚ備に㛵するᡭ引き」等

を活用した㐺切なタイヤ⬺╔సᴗ及び、タイヤ⬺╔後のಖᏲ⟶⌮をᐇ施するよ

う、࿘▱・指ᑟをᅗる。

ղ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、⾤㢌検ᰝࡸ高速㐨㊰等のࢧービスエリ

・イール࣍ル等を活用したᆺ車のࢼトラックターミ、ーキングエリࣃࡸ

ットの⦆みの点検等を㏻じて、ᆺ車の用⪅にᑐして㐺切なタイヤ⬺╔సࢼ
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ู ῧ １ 

令和㸲年㸷᭶ 30 ᪥ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故

㜵Ṇ対⟇にಀる㐃⤡

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」 

１．⥭ᛴ点検のᐇ

令和㸲年㸰月にタ置した「ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇にಀるㄪᰝ・分ᯒ検ウ」に

おいて、ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾについてㄪᰝ、分ᯒするとともに、ᆺ車の用⪅ࡸ

タイヤ⬺╔సᴗ⪅にᑐするࣄリングㄪᰝを行ࡗたところ、「自動車の点検及びᩚ備に㛵

するᡭ引き」につ定されているタイヤ⬺╔సᴗ時の࣡ッシャき࣍イール・ࢼットの点

検、Ύᤲྛࡸ㒊の₶のሬ布、さらには࣍イール・ࢼットがにᅇるかの確認等

について、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗࡸタイヤ⬺╔సᴗ後のቑし⥾めがᐇ施されていない等

のၥ㢟点が確認されている。 

これらの状ἣを㋃まえ、ᆺ車の用⪅にᑐして、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗࡸಖᏲ⟶⌮

の㔜要ᛶについて࿘▱・ၨ発をᅗるとともに、࣍イール・࣎ルトࢼࡸットの点検ᩚ備が㐺

切にᐇ施されているかを確認するためのᆺ車の⥭ᛴ点検を要ㄳする。なお、ຠᯝ的な

⥭ᛴ点検のᐇ施ため、ᑐ㇟となる車両の㑅定を行う。

２．国土交通省ᐇ項 

（１）故㜵Ṇ対⟇を᥎進するためのᗈሗ࣭ၨⓎ活動 

ձ  本┬等（ྛᆅ方㐠㍺ᒁ及びἈ⦖⥲ྜົᒁをྵࡴ。以下ྠじ。）及びྛ㐠㍺ᨭ

ᒁ等（⚄ᡞ㐠㍺監⌮㒊රᗜ㝣㐠㒊及びἈ⦖⥲ྜົᒁ㝣㐠ົᡤをྵࡴ。以下

ྠじ。）は、ᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇にಀる㐃⤡（以下「㐃⤡」とい

う。）構ᡂᅋయと༠力し、本┬ࡸ㐃⤡で制సした࣏スター、チラシ、㐺切なタ

イヤ⬺╔・ಖᏲ⟶⌮సᴗᡭ㡰ࡸᨾ防止ၨ発動⏬を用いて、ᆺ車の用⪅に

ᑐしてのᗈሗ活動をᐇ施する。

（２）故㜵Ṇ対⟇のᚭᗏをᅗるための࿘▱࣭ᣦ導

ձ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、ᩚ備⟶⌮⪅◊ಟ等において、ᆺ車の

車輪⬺ⴠᨾの発⏕状ἣを⤂し、「自動車の点検及びᩚ備に㛵するᡭ引き」等

を活用した㐺切なタイヤ⬺╔సᴗ及び、タイヤ⬺╔後のಖᏲ⟶⌮をᐇ施するよ

う、࿘▱・指ᑟをᅗる。

ղ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、⾤㢌検ᰝࡸ高速㐨㊰等のࢧービスエリ

・イール࣍ル等を活用したᆺ車のࢼトラックターミ、ーキングエリࣃࡸ

ットの⦆みの点検等を㏻じて、ᆺ車の用⪅にᑐして㐺切なタイヤ⬺╔సࢼ
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ᴗ及び、タイヤ⬺╔後のಖᏲ⟶⌮のᐇ施をびかける。なお、ᐇ施にᙜたࡗて

は✚ᴟ的にᆅ方ሗ㐨機㛵ྲྀᮦ要ㄳをാきかける。 

ճ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、㐠㏦ᴗ⪅にᑐして、㸲㸬（１）及び（㸰）

のྲྀ⤌状ἣをูῧ㸰により確認し、ྠᨾ防止ᑐ⟇のྲྀ⤌が༑分なときは、

✚ᴟ的なྲྀ⤌をᐇ施するよう指ᑟする。 

մ  本┬等は㐃⤡構ᡂᅋయの༠力をᚓて、࣍イール・ࢼットの⦆みの⥲点検を

ᐇ施するようྛ㐠㏦ᴗ⪅要ㄳする。

（㸱）ᆅ方⊂自のᐇ項

ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、ୖグ（１）及び（㸰）のྲྀ⤌の、ᆅ

ᇦのᐇを㋃まえた⊂自のྲྀ⤌期㛫ࡸᑐ⟇を㏣ຍしてᐇ施することも可能と

する。なお、㏣ຍᐇ施項について㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊の༠力が必要な

ሙྜは、ࡑの᪨౫㢗する。 

㸱．㐃⤡ᵓ成ᅋయඹ通ᐇ項

（１）故㜵Ṇ対⟇を᥎進するためのᗈሗ࣭ၨⓎ活動

㐃⤡構ᡂᅋయは、ച下ဨにᑐして、本┬ࡸ㐃⤡で制సした࣏スター、チ

ラシ、ᨾ防止ၨ発ᫎീ等を用いて、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗ及びಖᏲ⟶⌮をᐇ施

するように࿘▱・ၨ発する。また、㐃⤡構ᡂᅋయからᐇ施項の༠力౫㢗が࠶

。のྲྀ⤌のᐇ施に༠力するࡑ、たときはࡗ

（２）故㜵Ṇ対⟇のᚭᗏをᅗるためのㄪᰝ࣭ᣦ導 

㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊は、ྛ㐠㍺ᨭᒁ等から⾤㢌検ᰝの機を活用した

ྲྀ⤌について༠力要ㄳがࡗ࠶たሙྜは、これに༠力する。

（㸱）ᆅ方⊂自のᐇ項 

㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊は、ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等ཪはྛ㐠㍺ᨭᒁ等からᆅ方⊂

自のᐇ施項の༠力౫㢗がࡗ࠶たときは、ࡑのྲྀ⤌のᐇ施に༠力する。

㸲．㐃⤡ᵓ成ᅋయูᐇ項 

᪥ᮏࢡࢵࣛࢺ༠、᪥ᮏࣂス༠ 

（１） ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のᐇ施項について、引き⥆

きྲྀり⤌ࡴよう࿘▱・ᚭᗏをᅗる。

ձ  ᩚ備⟶⌮⪅は、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗのᐇ施を確ಖするため、ḟの項をᚭ

ᗏすること。 

タイヤ⬺╔సᴗ日⛬及びసᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔స

ᴗのᐇ施。

自♫でタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有した⪅にᐇ施さࡏる。 

ղ  㐠㏦ᴗ⪅は、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）

について、♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に確ᐇにᐇ施さࡏる

こと。 

� 

≉に車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行す

るᆺ車については、㔜点的な点検・ᩚ備のᐇ施をᚰがけること。

ճ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・

イールでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲ࣍

かかり等ࡗࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸ

の␗状が࠶りス࣒ーࢬにᅇらない࣍イール・࣎ルト及び࣍イール・ࢼットは、

用ࡎࡏすること。 

≉に、࣍イール・࣎ルト、ࢼットが᪂ရの状態から㸲年以ୖ⤒㐣している車両

はධᛕに確認すること。 

մ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を、㐠

㌿⪅ࡸタイヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟすること。なお、ᩚ 備⟶⌮⪅は、車㍕ᕤලでቑし

⥾めを行ࡗたሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾め

けること。 

（㸰） ౫↛として、自♫でタイヤ⬺╔సᴗを行ࡗた㈌≀自動車による車輪⬺ⴠᨾが

ከく発⏕していることに㚷み、㈌≀自動車㐠㏦ᴗ⪅にᑐしては、以下のᐇ施

項を㏣ຍしてྲྀり⤌ࡴよう࿘▱・ᚭᗏする。 

ձ  ᩚ備⟶⌮⪅は、自♫でᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗを行うときは、సᴗ⪅にᑐし 

て、ู ⣬１のタイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲にἢࡗてసᴗをᐇ施、ࡑの⤖ᯝをグ㘓さࡏて、

㐺切なタイヤ⬺╔సᴗが行われていることを確認すること。

ղ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ู⣬１のタイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲を用して、タイヤ⬺╔సᴗ 

後のቑし⥾めのᐇ施⤖ᯝをグ㘓し、確ᐇにቑし⥾めがᐇ施されていることを確認

すること。 

ճ  ᩚ備⟶⌮⪅は、日ᖖ点検ᐇ施⪅にู⣬㸰の日ᖖ点検⾲を用して、「࣍イール・

ࢼ・イール࣍」、「ルト㏆のさびỒ㊧࣎・イール࣍」、「ットの⦆み及び⬺ⴠࢼ

ットから✺出している࣍イール・࣎ルトのᥞいの確認」及び「࣍イール・࣎ル

トのᢡ損等の␗状」の点検を確ᐇに行わࡏること。

なお、࣍イール・ࢼットの⦆みの点検については、点検ࣁン࣐による確認ᡭ法

のか、࣍イール・ࢼット࣐ーキング（ὀ１）を施す、ཪは、ᕷ㈍されている

╔を装（ーターࢣットᅇ㌿指♧インジࢼ・イール࣍）ーカー࣐ットࢼ・イール࣍

し、ࡑれらのࡎれを確認するᡭ法により、࣍イール・ࢼットの⦆みの点検（ὀ㸰）

を確ᐇにᐇ施すること。 

（３） ᅜᅵ㏻┬から要ㄳされる「࣍イール・ࢼットの⦆みの⥲点検」のᐇ施及び⤖

ᯝのሗ࿌について、ച下ဨ༠力౫㢗する。 

（㸲） 日本トラック༠においては、トルクレンチを有していないᴗᡤのಖ有

をാきかける。 

国自ᐙ用自動車༠
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ᴗ及び、タイヤ⬺╔後のಖᏲ⟶⌮のᐇ施をびかける。なお、ᐇ施にᙜたࡗて

は✚ᴟ的にᆅ方ሗ㐨機㛵ྲྀᮦ要ㄳをാきかける。 

ճ  ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、㐠㏦ᴗ⪅にᑐして、㸲㸬（１）及び（㸰）

のྲྀ⤌状ἣをูῧ㸰により確認し、ྠᨾ防止ᑐ⟇のྲྀ⤌が༑分なときは、

✚ᴟ的なྲྀ⤌をᐇ施するよう指ᑟする。 

մ  本┬等は㐃⤡構ᡂᅋయの༠力をᚓて、࣍イール・ࢼットの⦆みの⥲点検を

ᐇ施するようྛ㐠㏦ᴗ⪅要ㄳする。

（㸱）ᆅ方⊂自のᐇ項

ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等及びྛ㐠㍺ᨭᒁ等は、ୖグ（１）及び（㸰）のྲྀ⤌の、ᆅ

ᇦのᐇを㋃まえた⊂自のྲྀ⤌期㛫ࡸᑐ⟇を㏣ຍしてᐇ施することも可能と

する。なお、㏣ຍᐇ施項について㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊の༠力が必要な

ሙྜは、ࡑの᪨౫㢗する。 

㸱．㐃⤡ᵓ成ᅋయඹ通ᐇ項

（１）故㜵Ṇ対⟇を᥎進するためのᗈሗ࣭ၨⓎ活動

㐃⤡構ᡂᅋయは、ച下ဨにᑐして、本┬ࡸ㐃⤡で制సした࣏スター、チ

ラシ、ᨾ防止ၨ発ᫎീ等を用いて、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗ及びಖᏲ⟶⌮をᐇ施

するように࿘▱・ၨ発する。また、㐃⤡構ᡂᅋయからᐇ施項の༠力౫㢗が࠶

。のྲྀ⤌のᐇ施に༠力するࡑ、たときはࡗ

（２）故㜵Ṇ対⟇のᚭᗏをᅗるためのㄪᰝ࣭ᣦ導 

㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊は、ྛ㐠㍺ᨭᒁ等から⾤㢌検ᰝの機を活用した

ྲྀ⤌について༠力要ㄳがࡗ࠶たሙྜは、これに༠力する。

（㸱）ᆅ方⊂自のᐇ項 

㐃⤡構ᡂᅋయのᆅ方⤌⧊は、ྛᆅ方㐠㍺ᒁ等ཪはྛ㐠㍺ᨭᒁ等からᆅ方⊂

自のᐇ施項の༠力౫㢗がࡗ࠶たときは、ࡑのྲྀ⤌のᐇ施に༠力する。

㸲．㐃⤡ᵓ成ᅋయูᐇ項 

᪥ᮏࢡࢵࣛࢺ༠、᪥ᮏࣂス༠ 

（１） ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のᐇ施項について、引き⥆

きྲྀり⤌ࡴよう࿘▱・ᚭᗏをᅗる。

ձ  ᩚ備⟶⌮⪅は、㐺切なタイヤ⬺╔సᴗのᐇ施を確ಖするため、ḟの項をᚭ

ᗏすること。 

タイヤ⬺╔సᴗ日⛬及びసᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔స

ᴗのᐇ施。

自♫でタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有した⪅にᐇ施さࡏる。 

ղ  㐠㏦ᴗ⪅は、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）

について、♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に確ᐇにᐇ施さࡏる

こと。 
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≉に車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行す

るᆺ車については、㔜点的な点検・ᩚ備のᐇ施をᚰがけること。

ճ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・

イールでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲ࣍

かかり等ࡗࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸ

の␗状が࠶りス࣒ーࢬにᅇらない࣍イール・࣎ルト及び࣍イール・ࢼットは、

用ࡎࡏすること。 

≉に、࣍イール・࣎ルト、ࢼットが᪂ရの状態から㸲年以ୖ⤒㐣している車両

はධᛕに確認すること。 

մ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を、㐠

㌿⪅ࡸタイヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟすること。なお、ᩚ 備⟶⌮⪅は、車㍕ᕤලでቑし

⥾めを行ࡗたሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾め

けること。 

（㸰） ౫↛として、自♫でタイヤ⬺╔సᴗを行ࡗた㈌≀自動車による車輪⬺ⴠᨾが

ከく発⏕していることに㚷み、㈌≀自動車㐠㏦ᴗ⪅にᑐしては、以下のᐇ施

項を㏣ຍしてྲྀり⤌ࡴよう࿘▱・ᚭᗏする。 

ձ  ᩚ備⟶⌮⪅は、自♫でᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗを行うときは、సᴗ⪅にᑐし 

て、ู ⣬１のタイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲にἢࡗてసᴗをᐇ施、ࡑの⤖ᯝをグ㘓さࡏて、

㐺切なタイヤ⬺╔సᴗが行われていることを確認すること。

ղ  ᩚ備⟶⌮⪅は、ู⣬１のタイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲を用して、タイヤ⬺╔సᴗ 

後のቑし⥾めのᐇ施⤖ᯝをグ㘓し、確ᐇにቑし⥾めがᐇ施されていることを確認

すること。 

ճ  ᩚ備⟶⌮⪅は、日ᖖ点検ᐇ施⪅にู⣬㸰の日ᖖ点検⾲を用して、「࣍イール・

ࢼ・イール࣍」、「ルト㏆のさびỒ㊧࣎・イール࣍」、「ットの⦆み及び⬺ⴠࢼ

ットから✺出している࣍イール・࣎ルトのᥞいの確認」及び「࣍イール・࣎ル

トのᢡ損等の␗状」の点検を確ᐇに行わࡏること。

なお、࣍イール・ࢼットの⦆みの点検については、点検ࣁン࣐による確認ᡭ法

のか、࣍イール・ࢼット࣐ーキング（ὀ１）を施す、ཪは、ᕷ㈍されている

╔を装（ーターࢣットᅇ㌿指♧インジࢼ・イール࣍）ーカー࣐ットࢼ・イール࣍

し、ࡑれらのࡎれを確認するᡭ法により、࣍イール・ࢼットの⦆みの点検（ὀ㸰）

を確ᐇにᐇ施すること。 

（３） ᅜᅵ㏻┬から要ㄳされる「࣍イール・ࢼットの⦆みの⥲点検」のᐇ施及び⤖

ᯝのሗ࿌について、ച下ဨ༠力౫㢗する。 

（㸲） 日本トラック༠においては、トルクレンチを有していないᴗᡤのಖ有

をാきかける。 

国自ᐙ用自動車༠
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ᆺ車の用⪅にᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のᐇ施項について、引き

⥆きྲྀり⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発をᅗる。

ձ  タイヤ⬺╔సᴗ日⛬及びసᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗ

をᐇ施すること。 

ղ  ᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗは、ṇしい▱㆑を有した⪅にᐇ施さࡏること。 

ճ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールで

は㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶の

ሬ布を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状が

ࡎࡏットは、用ࢼ・イール࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶

すること。 

≉に、࣍イール・࣎ルト、ࢼットが᪂ရの状態から㸲年以ୖ⤒㐣している車   

両は、ධᛕに確認すること。 

մ  ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を確認しておくこと。 

 なお、車㍕ᕤලで行ࡗた㝿の⥾めけトルクの確認は、必ࡎᖐᗜ時にトルク

レンチを用してつ定のトルクで⥾めけることにより行うこと。 

յ  タイヤ⬺╔సᴗ時のసᴗ確認及びタイヤ⬺╔సᴗ後の日ᖖ点検を、車輪⬺ⴠ

ᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）をᚰがけᐇ施すること。

᪥ᮏ自動車整備⯆㐃合、国ၟࣖࢱᕤ༠同⤌合㐃合、᪥ᮏ自動車ࣖࢱ

༠、᪥ᮏ自動車車య整備༠同⤌合㐃合、᪥ᮏ自動車㈍༠㐃合、国▼Ἔ

ၟᴗ⤌合㐃合

ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のὀព項等について、引き⥆

きྲྀり⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発する。

なお、タイヤメーカーにࡗ࠶ては、自♫㈍の流㏻⤒㊰を活用してタイヤᑓᴗᗑ、

タイヤ㈍ᴗ⪅࿘▱する。 

ձ  インࣃクトレンチを用いて࣍イール・ࢼットを⥾めける㝿は、⥾め㐣ࡂに

ὀពし、᭱後にトルクレンチを用して必ࡎつ定トルクで⥾めけること。

ղ 、ルト࣎イールに㐺ྜした࣍ットのつ定トルクでの⥾めけ及びࢼ・イール࣍ 

。ットを用することࢼ

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行する

ᆺ車について、㔜点的に確認すること。

ճ  ධᗜするᆺ車の用⪅にᑐして、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・

い」の࣏イント（ͤ）について࿘▱すること。

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行する

ᆺ車について、㔜点的な点検をᐇ施するよう࿘▱・ၨ発すること。

մ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールで

は、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶

のሬ布を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状

� 

が࠶りス࣒ーࢬにᅇらない࣍イール・࣎ルト及び࣍イール・ࢼットは、用ࡏ

 。ることをᆺ車の用⪅に⌮ゎしてもらうようດめること࠶が必要でࡎ

յ  タイヤ⬺╔సᴗ౫㢗によりධᗜするᆺ車の用⪅から、࣍イール㺃ࢼット

ットᅇ㌿指♧インࢼイール㺃࣍）ーカー࣐ットࢼ・イール࣍、ࡸーキング࣐の

ジࢣーター）の施ᕤ౫㢗がࡗ࠶たሙྜには、これに応じ㐺切にᑐ応すること。 

ն  タイヤ⬺╔సᴗ⪅においても、ᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗの㝿は、ู⣬１のタ

イヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲にἢࡗたసᴗを行い、౫㢗⪅సᴗሗ࿌するようດめ

ること。 

また、タイヤ⬺╔సᴗ後のቑし⥾めの㔜要ᛶを࿘▱・ၨ発し、確ᐇなቑし⥾

めのᐇ施をಁすこと。 

᪥ᮏ自動車ᕤᴗ、᪥ᮏ自動車車యᕤᴗ、᪥ᮏ自動車輸入⤌合 

（１） ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下の項について、引き⥆きྲྀ

り⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発する。 

ձ  ᆺ車の用⪅にᑐして、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏

イント（ͤ）の確ᐇなᐇ施を࿘▱すること。

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ

車について、㔜点的に確認するようၨ発すること。 

ղ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールでは、

㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶のሬ布

を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状が࠶りス

が必ࡎࡏットは、用ࢼ・イール࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒

要で࠶ることをၨ発すること。 

（㸰）日本自動車ᕤᴗにおいては、ୖグ（１）にຍえ、以下の項についてᐇ施する

ձ  １㸬のྲྀ⤌に࠶たࡗては、⥭ᛴ点検のᐇ施に必要な࣍イール・ࢼットの↓ൾᥦ

౪を行うこと。 

ղ  ࣍イール・ࢼット࣐ーカー（࣍イール㺃ࢼットᅇ㌿指♧インジࢣーター）を配      

布すること。

᪥ᮏ自動車ᶵᲔᕤල༠、᪥ᮏ自動車ᶵᲔჾලᕤᴗ、自動車用ရᑠᴗ༠ 

ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできたタイヤ⬺╔సᴗに用するჾල等を

㈍する㝿のṇしい用方法ࡸ、トルクレンチは定期的なᰯṇが必要で࠶ることに

ついて、引き⥆きタイヤ⬺╔సᴗჾල等㉎ධ⪅のㄝ᫂をᚭᗏするよう、࿘▱する

こと。 

㸳．ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ࣌ࣥࣕ࢟ーࣥのᐇ 
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ᆺ車の用⪅にᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のᐇ施項について、引き

⥆きྲྀり⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発をᅗる。

ձ  タイヤ⬺╔సᴗ日⛬及びసᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗ

をᐇ施すること。 

ղ  ᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗは、ṇしい▱㆑を有した⪅にᐇ施さࡏること。 

ճ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールで

は㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶の

ሬ布を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状が

ࡎࡏットは、用ࢼ・イール࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶

すること。 

≉に、࣍イール・࣎ルト、ࢼットが᪂ရの状態から㸲年以ୖ⤒㐣している車   

両は、ධᛕに確認すること。 

մ  ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を確認しておくこと。 

 なお、車㍕ᕤලで行ࡗた㝿の⥾めけトルクの確認は、必ࡎᖐᗜ時にトルク

レンチを用してつ定のトルクで⥾めけることにより行うこと。 

յ  タイヤ⬺╔సᴗ時のసᴗ確認及びタイヤ⬺╔సᴗ後の日ᖖ点検を、車輪⬺ⴠ

ᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）をᚰがけᐇ施すること。

᪥ᮏ自動車整備⯆㐃合、国ၟࣖࢱᕤ༠同⤌合㐃合、᪥ᮏ自動車ࣖࢱ

༠、᪥ᮏ自動車車య整備༠同⤌合㐃合、᪥ᮏ自動車㈍༠㐃合、国▼Ἔ

ၟᴗ⤌合㐃合

ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下のὀព項等について、引き⥆

きྲྀり⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発する。

なお、タイヤメーカーにࡗ࠶ては、自♫㈍の流㏻⤒㊰を活用してタイヤᑓᴗᗑ、

タイヤ㈍ᴗ⪅࿘▱する。 

ձ  インࣃクトレンチを用いて࣍イール・ࢼットを⥾めける㝿は、⥾め㐣ࡂに

ὀពし、᭱後にトルクレンチを用して必ࡎつ定トルクで⥾めけること。

ղ 、ルト࣎イールに㐺ྜした࣍ットのつ定トルクでの⥾めけ及びࢼ・イール࣍ 

。ットを用することࢼ

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行する

ᆺ車について、㔜点的に確認すること。

ճ  ධᗜするᆺ車の用⪅にᑐして、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・

い」の࣏イント（ͤ）について࿘▱すること。

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行する

ᆺ車について、㔜点的な点検をᐇ施するよう࿘▱・ၨ発すること。

մ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールで

は、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶

のሬ布を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状
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が࠶りス࣒ーࢬにᅇらない࣍イール・࣎ルト及び࣍イール・ࢼットは、用ࡏ

 。ることをᆺ車の用⪅に⌮ゎしてもらうようດめること࠶が必要でࡎ

յ  タイヤ⬺╔సᴗ౫㢗によりධᗜするᆺ車の用⪅から、࣍イール㺃ࢼット

ットᅇ㌿指♧インࢼイール㺃࣍）ーカー࣐ットࢼ・イール࣍、ࡸーキング࣐の

ジࢣーター）の施ᕤ౫㢗がࡗ࠶たሙྜには、これに応じ㐺切にᑐ応すること。 

ն  タイヤ⬺╔సᴗ⪅においても、ᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗの㝿は、ู⣬１のタ

イヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲にἢࡗたసᴗを行い、౫㢗⪅సᴗሗ࿌するようດめ

ること。 

また、タイヤ⬺╔సᴗ後のቑし⥾めの㔜要ᛶを࿘▱・ၨ発し、確ᐇなቑし⥾

めのᐇ施をಁすこと。 

᪥ᮏ自動車ᕤᴗ、᪥ᮏ自動車車యᕤᴗ、᪥ᮏ自動車輸入⤌合 

（１） ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできた以下の項について、引き⥆きྲྀ

り⤌ࡴようᗈሗ・ၨ発する。 

ձ  ᆺ車の用⪅にᑐして、車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏

イント（ͤ）の確ᐇなᐇ施を࿘▱すること。

≉に、⬺ⴠのከいᕥഃ後輪ࡸ✚㞷ᆅᇦ、⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ

車について、㔜点的に確認するようၨ発すること。 

ղ  ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イールでは、

㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύᤲࡸ₶のሬ布

を行ࡗても、さびがⴭしいディスク・࣍イールࡗࡦ、ࡸかかり等の␗状が࠶りス

が必ࡎࡏットは、用ࢼ・イール࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒

要で࠶ることをၨ発すること。 

（㸰）日本自動車ᕤᴗにおいては、ୖグ（１）にຍえ、以下の項についてᐇ施する

ձ  １㸬のྲྀ⤌に࠶たࡗては、⥭ᛴ点検のᐇ施に必要な࣍イール・ࢼットの↓ൾᥦ

౪を行うこと。 

ղ  ࣍イール・ࢼット࣐ーカー（࣍イール㺃ࢼットᅇ㌿指♧インジࢣーター）を配      

布すること。

᪥ᮏ自動車ᶵᲔᕤල༠、᪥ᮏ自動車ᶵᲔჾලᕤᴗ、自動車用ရᑠᴗ༠ 

ച下ဨにᑐして、これまでྲྀり⤌ࢇできたタイヤ⬺╔సᴗに用するჾල等を

㈍する㝿のṇしい用方法ࡸ、トルクレンチは定期的なᰯṇが必要で࠶ることに

ついて、引き⥆きタイヤ⬺╔సᴗჾල等㉎ධ⪅のㄝ᫂をᚭᗏするよう、࿘▱する

こと。 

㸳．ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ࣌ࣥࣕ࢟ーࣥのᐇ 
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� 

  このᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇は、ᆺ車の用⪅が車輪⬺ⴠᨾを防止する

ため、ᖖ日㡭から⥅⥆的にྲྀり⤌ࡴもので࠶るが、≉に年１㸮月以㝆の用タイヤ

時期において車輪⬺ⴠᨾがከ発している状ἣを㚷み、令和㸲年１㸮月から令和５

年㸰月ᮎまでの㛫をᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止キャン࣌ーンᐇ施期㛫として、ᅜ的

にᒎ㛤しᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇のᚭᗏをᅗるྲྀ⤌をᐇ施する。

㸴．᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルスឤᰁに㓄៖したྲྀ⤌のᐇ

᪂ᆺコࣟ࢘ࢼイルスឤᰁのᙳ㡪は日ࠎ変している状ἣに࠶ることから、本┬等

及び㐃⤡構ᡂᅋయ（ᆅ方⤌⧊ྵࡴ）は、ྛ 㒔㐨ᗓ┴のྲྀ⤌をྵめ᭱᪂かつṇ確なሗ

を㞟し、ᆅᇦのᐇに㋃まえたྛ✀ྲྀ⤌をᐇ施する。 

ὀ１ ࣍イール・ࢼットの࣐ーキング（ྜい࣐ーク）は、目視により࣍イール・ࢼットの⦆みを確

認可能とするᥐ置で࠶るため、以下の点に␃ពして施ᕤする。 

 。る࠶でいないことを確認し、施ᕤする必要がࢇ⦅ットがࢼーキングは、ᑐ㇟となる࣐

⥆イール㠃まで㐃࣍、ᗙ㔠、ࡤットに㐃⥆してグධする。できれࢼ、ルト࣎、ーキングは࣐

してグධすることがᮃましい。 

、ーキングを施ᕤしたときは࣐ーキングは、ቑし⥾めᐇ施後に施ᕤする。タイヤ⬺╔時に࣐

ቑし⥾めᐇ施後にᗘ、࣐ーキングを施ᕤする。このሙྜ、以前の࣐ーキングをᾘして᪂た

に施ᕤするか、以前の࣐ーキングはṧしⰍ㐪いの࣐ーキングを施ᕤするかのいࡎれかによる。 

れが目視ࡎーキングの࣐、すいⰍ（ⓑⰍ、㯤Ⰽ等）を用する。またࡸーキングが確認し࣐

でุูできるよう、㐺ᙜなኴさで施ᕤする。 

る࠶⣸እ⥺等にᑐして⪏ஂᛶのࡸーキングのグධに用するሬ料は、ᒇእ用に㐺し、㞵࣐

ものを用する。（：Ἔᛶ㢦料インキ） 

   ὀ㸰 ,6O 方式の࣍イールにおいて、「࣍イール・ࢼットの⦆み」の点検を、࣍イール・ࢼットの࣐

ーキングཪは࣍イール・ࢼット࣐ーカー（࣍イール㺃ࢼットᅇ㌿指♧インジࢣーター）によるྜい

ルトのᢡ損の点検方法࣎・イール࣍、てもᕪしᨭえない。ただしࡗれの確認により行ࡎークの࣐

としては㐺切で࠶ることに␃ពする。 

ͤ༳は、以下の「お・ち・な・い」の࣏イント（ู⣬３ၨ発チラシのグ㍕ෆᐜ） 

１㸬お・・・おとさない㸟⬺ⴠ防止はまࡎ点検。 

前のṇしい点検がきなᨾをᮍ↛に防ࡄ၏一かつ᭱ၿなᡭẁ。 

㸰㸬ち・・・ちࢇࡷとΎᤲ、ちࢇࡷと⤥⬡㸟 

 。ởれをⴠとし、エンジンオイル等をሬ布するࡸットのさびࢼ、ルト࣎

にᅇ㌿すࢬー࣒ッシャがス࣡ࡸットࢼ、た時ࡏルトのዟまでᅇ㌿さ࣎ットをࢼ

るか点検する。 

࣡ッシャがᅛ╔していたり、እれかかࡗているሙྜは、ࢼットをする。 

� 

  ３㸬な・・・ࢼットを⥾め、トルクレンチを必ࡎ用㸟 

㐺ṇなトルクレンチを用いてつ定のトルクで確ᐇに⥾めける。 

ึ期なじみのため、タイヤ⬺╔後５㸮㹼１㸮㸮NP走行後を目Ᏻにቑし⥾めをᐇ

施する。 

㸲㸬い・・・1日 1ᅇ、⦆みの点検㸟 

㐠行前に࣎ルト、ࢼットを目でぢて、ᡭでゐࡗて点検する。 

≉に⬺ⴠがከいᕥ後輪は㔜点的に点検する。 
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� 

  このᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇は、ᆺ車の用⪅が車輪⬺ⴠᨾを防止する

ため、ᖖ日㡭から⥅⥆的にྲྀり⤌ࡴもので࠶るが、≉に年１㸮月以㝆の用タイヤ

時期において車輪⬺ⴠᨾがከ発している状ἣを㚷み、令和㸲年１㸮月から令和５

年㸰月ᮎまでの㛫をᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止キャン࣌ーンᐇ施期㛫として、ᅜ的

にᒎ㛤しᆺ車の車輪⬺ⴠᨾ防止ᑐ⟇のᚭᗏをᅗるྲྀ⤌をᐇ施する。

㸴．᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルスឤᰁに㓄៖したྲྀ⤌のᐇ

᪂ᆺコࣟ࢘ࢼイルスឤᰁのᙳ㡪は日ࠎ変している状ἣに࠶ることから、本┬等

及び㐃⤡構ᡂᅋయ（ᆅ方⤌⧊ྵࡴ）は、ྛ 㒔㐨ᗓ┴のྲྀ⤌をྵめ᭱᪂かつṇ確なሗ

を㞟し、ᆅᇦのᐇに㋃まえたྛ✀ྲྀ⤌をᐇ施する。 

ὀ１ ࣍イール・ࢼットの࣐ーキング（ྜい࣐ーク）は、目視により࣍イール・ࢼットの⦆みを確

認可能とするᥐ置で࠶るため、以下の点に␃ពして施ᕤする。 

 。る࠶でいないことを確認し、施ᕤする必要がࢇ⦅ットがࢼーキングは、ᑐ㇟となる࣐

⥆イール㠃まで㐃࣍、ᗙ㔠、ࡤットに㐃⥆してグධする。できれࢼ、ルト࣎、ーキングは࣐

してグධすることがᮃましい。 

、ーキングを施ᕤしたときは࣐ーキングは、ቑし⥾めᐇ施後に施ᕤする。タイヤ⬺╔時に࣐

ቑし⥾めᐇ施後にᗘ、࣐ーキングを施ᕤする。このሙྜ、以前の࣐ーキングをᾘして᪂た

に施ᕤするか、以前の࣐ーキングはṧしⰍ㐪いの࣐ーキングを施ᕤするかのいࡎれかによる。 

れが目視ࡎーキングの࣐、すいⰍ（ⓑⰍ、㯤Ⰽ等）を用する。またࡸーキングが確認し࣐

でุูできるよう、㐺ᙜなኴさで施ᕤする。 

る࠶⣸እ⥺等にᑐして⪏ஂᛶのࡸーキングのグධに用するሬ料は、ᒇእ用に㐺し、㞵࣐

ものを用する。（：Ἔᛶ㢦料インキ） 

   ὀ㸰 ,6O 方式の࣍イールにおいて、「࣍イール・ࢼットの⦆み」の点検を、࣍イール・ࢼットの࣐

ーキングཪは࣍イール・ࢼット࣐ーカー（࣍イール㺃ࢼットᅇ㌿指♧インジࢣーター）によるྜい

ルトのᢡ損の点検方法࣎・イール࣍、てもᕪしᨭえない。ただしࡗれの確認により行ࡎークの࣐

としては㐺切で࠶ることに␃ពする。 

ͤ༳は、以下の「お・ち・な・い」の࣏イント（ู⣬３ၨ発チラシのグ㍕ෆᐜ） 

１㸬お・・・おとさない㸟⬺ⴠ防止はまࡎ点検。 

前のṇしい点検がきなᨾをᮍ↛に防ࡄ၏一かつ᭱ၿなᡭẁ。 

㸰㸬ち・・・ちࢇࡷとΎᤲ、ちࢇࡷと⤥⬡㸟 

 。ởれをⴠとし、エンジンオイル等をሬ布するࡸットのさびࢼ、ルト࣎

にᅇ㌿すࢬー࣒ッシャがス࣡ࡸットࢼ、た時ࡏルトのዟまでᅇ㌿さ࣎ットをࢼ

るか点検する。 

࣡ッシャがᅛ╔していたり、እれかかࡗているሙྜは、ࢼットをする。 

� 

  ３㸬な・・・ࢼットを⥾め、トルクレンチを必ࡎ用㸟 

㐺ṇなトルクレンチを用いてつ定のトルクで確ᐇに⥾めける。 

ึ期なじみのため、タイヤ⬺╔後５㸮㹼１㸮㸮NP走行後を目Ᏻにቑし⥾めをᐇ

施する。 

㸲㸬い・・・1日 1ᅇ、⦆みの点検㸟 

㐠行前に࣎ルト、ࢼットを目でぢて、ᡭでゐࡗて点検する。 

≉に⬺ⴠがከいᕥ後輪は㔜点的に点検する。 
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㈌≀自動車運㏦ᴗ⪅のⓙᵝ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ対⟇「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」について 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故が౫↛としてከくⓎ⏕していますの࡛、௨ୗの故㜵

Ṇ対⟇について✚ᴟⓗなྲྀ⤌を࠾㢪いいたしますࠋ 

１．ᴗ࣭♫௦⾲⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᡤ有するᑐ㇟

車両の⥭ᛴ点検をᚭᗏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）について、自

♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に࿘▱ᚭᗏをᅗࡗてくださ

い。 

ูͤ⣬３のチラシをཧ↷ 

２．整備⟶⌮⪅࣭⿵ຓ⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᑐ㇟車両࠶

てに㒑㏦するࢲイレクトメールにྠᑒされたసᴗᡭ㡰に従ࡗて、⥭ᛴ点

検を確ᐇにᐇ施してください。 

సᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗをᐇ施してください。 

自♫ෆでタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有したタイヤ⬺╔స

ᴗ⪅がᐇ施してください。 

ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イー

ルでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύ

ࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸᤲ

イ࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶かかり等の␗状がࡗ

ール・ࢼットは、用ࡎࡏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪について㔜点的に点検してください。 

✚㞷ᆅᇦࡸ⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ車について、ධᛕに点

検してください。 

ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を㐠㌿⪅ࡸタイ

ヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟしてください。なお、車㍕ᕤලでቑし⥾めを行ࡗた

ሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾めけ

てください。 

ูῧ２㸫１

  ౫↛として、自♫࡛ࣖࢱ⬺╔したᆺ車にࡼる車㍯⬺ⴠ故がከⓎして

いることを踏まえた対⟇ 

自♫ෆでᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗを行うときは、సᴗ⪅にู⣬１の「タ

イヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」にἢࡗてసᴗをᐇ施し、ࡑの⤖ᯝをグ㘓してく

ださい。 

タイヤ⬺╔సᴗ後、ู ⣬１の「タイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」をもとに㐺

ṇなタイヤ⬺╔సᴗが行われていることを確認してください。 

ู⣬１の「タイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」を用し、ቑし⥾めのᐇ施⤖ᯝをグ

㘓してください。 

点検ᐇ施⪅にู⣬㸰の「日ᖖ点検⾲」を用し、「ディスク・࣍イール

のྲྀ状態」の点検を確ᐇに行ࡗてください。 

• ቑし⥾めᐇ施後、点検ࣁン࣐による確認ᡭ法のか、࣍イール・ࢼッ

ト࣐ーキング（ὀ１）を施す、ཪは、࣍イールࢼット࣐ーカーを装╔し、

ットの⦆みの点検ࢼ・イール࣍、れを確認するᡭ法によりࡎれらのࡑ
（ὀ㸰）を確ᐇに確認してください。

ὀ１ ࣍イール・ࢼットの࣐ーキング（ྜい࣐ーク）は、目視により࣍イール・ࢼットの⦆

みを確認可能とするᥐ置で࠶るため、以下の点に␃ពして施ᕤする。 

 。る࠶でいないことを確認し、施ᕤする必要がࢇ⦅ットがࢼーキングは、ᑐ㇟となる࣐

イール㠃まで࣍、ᗙ㔠、ࡤットに㐃⥆してグධする。できれࢼ、ルト࣎、ーキングは࣐

㐃⥆してグධすることがᮃましい。 

ーキングを施ᕤしたとき࣐ーキングはቑし⥾めᐇ施後に施ᕤする。タイヤ⬺╔時に࣐

は、ቑし⥾めᐇ施後にᗘ、࣐ーキングを施ᕤする。このሙྜ、以前の࣐ーキングを

ᾘして᪂たに施ᕤするか、以前の࣐ーキングはṧしⰍ㐪いの࣐ーキングを施ᕤするか

のいࡎれかによる。 

れがࡎーキングの࣐、すいⰍ（ⓑⰍ、㯤Ⰽ等）を用する。またࡸーキングが確認し࣐

目視でุูできるよう、㐺ᙜなኴさで施ᕤする。 

⣸እ⥺等にᑐして⪏ஂᛶࡸーキングのグධに用するሬ料は、ᒇእ用に㐺し、㞵࣐

の࠶るものを用する。（：Ἔᛶ㢦料インキ） 

   ὀ㸰 ,6O 方式の࣍イールにおいて、「࣍イール・ࢼットの⦆み」の点検を、࣍イール・ࢼット

てࡗれの確認により行ࡎークの࣐ーカーによるྜい࣐ットࢼイール࣍ーキングཪは࣐の

もᕪしᨭえない。ただし、࣍イール・࣎ルトのᢡ損の点検方法としては㐺切で࠶ること

に␃ពする。 
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㈌≀自動車運㏦ᴗ⪅のⓙᵝ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ対⟇「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」について 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故が౫↛としてከくⓎ⏕していますの࡛、௨ୗの故㜵

Ṇ対⟇について✚ᴟⓗなྲྀ⤌を࠾㢪いいたしますࠋ 

１．ᴗ࣭♫௦⾲⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᡤ有するᑐ㇟

車両の⥭ᛴ点検をᚭᗏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）について、自

♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に࿘▱ᚭᗏをᅗࡗてくださ

い。 

ูͤ⣬３のチラシをཧ↷ 

２．整備⟶⌮⪅࣭⿵ຓ⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᑐ㇟車両࠶

てに㒑㏦するࢲイレクトメールにྠᑒされたసᴗᡭ㡰に従ࡗて、⥭ᛴ点

検を確ᐇにᐇ施してください。 

సᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗをᐇ施してください。 

自♫ෆでタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有したタイヤ⬺╔స

ᴗ⪅がᐇ施してください。 

ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イー

ルでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύ

ࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸᤲ

イ࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶かかり等の␗状がࡗ

ール・ࢼットは、用ࡎࡏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪について㔜点的に点検してください。 

✚㞷ᆅᇦࡸ⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ車について、ධᛕに点

検してください。 

ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を㐠㌿⪅ࡸタイ

ヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟしてください。なお、車㍕ᕤලでቑし⥾めを行ࡗた

ሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾めけ

てください。 

ูῧ２㸫１

  ౫↛として、自♫࡛ࣖࢱ⬺╔したᆺ車にࡼる車㍯⬺ⴠ故がከⓎして

いることを踏まえた対⟇ 

自♫ෆでᆺ車のタイヤ⬺╔సᴗを行うときは、సᴗ⪅にู⣬１の「タ

イヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」にἢࡗてసᴗをᐇ施し、ࡑの⤖ᯝをグ㘓してく

ださい。 

タイヤ⬺╔సᴗ後、ู ⣬１の「タイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」をもとに㐺

ṇなタイヤ⬺╔సᴗが行われていることを確認してください。 

ู⣬１の「タイヤ⬺╔సᴗ⟶⌮⾲」を用し、ቑし⥾めのᐇ施⤖ᯝをグ

㘓してください。 

点検ᐇ施⪅にู⣬㸰の「日ᖖ点検⾲」を用し、「ディスク・࣍イール

のྲྀ状態」の点検を確ᐇに行ࡗてください。 

• ቑし⥾めᐇ施後、点検ࣁン࣐による確認ᡭ法のか、࣍イール・ࢼッ

ト࣐ーキング（ὀ１）を施す、ཪは、࣍イールࢼット࣐ーカーを装╔し、

ットの⦆みの点検ࢼ・イール࣍、れを確認するᡭ法によりࡎれらのࡑ
（ὀ㸰）を確ᐇに確認してください。

ὀ１ ࣍イール・ࢼットの࣐ーキング（ྜい࣐ーク）は、目視により࣍イール・ࢼットの⦆

みを確認可能とするᥐ置で࠶るため、以下の点に␃ពして施ᕤする。 

 。る࠶でいないことを確認し、施ᕤする必要がࢇ⦅ットがࢼーキングは、ᑐ㇟となる࣐

イール㠃まで࣍、ᗙ㔠、ࡤットに㐃⥆してグධする。できれࢼ、ルト࣎、ーキングは࣐

㐃⥆してグධすることがᮃましい。 

ーキングを施ᕤしたとき࣐ーキングはቑし⥾めᐇ施後に施ᕤする。タイヤ⬺╔時に࣐

は、ቑし⥾めᐇ施後にᗘ、࣐ーキングを施ᕤする。このሙྜ、以前の࣐ーキングを

ᾘして᪂たに施ᕤするか、以前の࣐ーキングはṧしⰍ㐪いの࣐ーキングを施ᕤするか

のいࡎれかによる。 

れがࡎーキングの࣐、すいⰍ（ⓑⰍ、㯤Ⰽ等）を用する。またࡸーキングが確認し࣐

目視でุูできるよう、㐺ᙜなኴさで施ᕤする。 

⣸እ⥺等にᑐして⪏ஂᛶࡸーキングのグධに用するሬ料は、ᒇእ用に㐺し、㞵࣐

の࠶るものを用する。（：Ἔᛶ㢦料インキ） 

   ὀ㸰 ,6O 方式の࣍イールにおいて、「࣍イール・ࢼットの⦆み」の点検を、࣍イール・ࢼット

てࡗれの確認により行ࡎークの࣐ーカーによるྜい࣐ットࢼイール࣍ーキングཪは࣐の

もᕪしᨭえない。ただし、࣍イール・࣎ルトのᢡ損の点検方法としては㐺切で࠶ること

に␃ពする。 
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 ーカーの装╔状態࣐ットࢼイール࣍

⦆みなしの状態 ᕥྑの࣍イール・ࢼットが⦆ࢇだ状態 

᪑ᐈ自動車運㏦ᴗ⪅のⓙᵝ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ対⟇「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」について 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故が౫↛としてከくⓎ⏕していますの࡛、௨ୗの故㜵

Ṇ対⟇について✚ᴟⓗなྲྀ⤌を࠾㢪いいたしますࠋ 

１．ᴗ࣭♫௦⾲⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᡤ有するᑐ㇟

車両について⥭ᛴ点検のᐇ施をᚭᗏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）について、自

♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に࿘▱ᚭᗏをᅗࡗてくださ

い。 

ูͤ⣬３のチラシをཧ↷ 

２．整備⟶⌮⪅࣭⿵ຓ⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検を行いますので、ᑐ㇟車両࠶て

に㒑㏦されるࢲイレクトメールにྠᑒされたసᴗᡭ㡰に従ࡗて、⥭ᛴ点

検を確ᐇにᐇ施してください。 

సᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗをᐇ施してください。 

自♫ෆでタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有したタイヤ⬺╔స

ᴗ⪅にᐇ施さࡏてください。 

ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イー

ルでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύ

ࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸᤲ

イ࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶かかり等の␗状がࡗ

ール・ࢼットは、用ࡎࡏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪について㔜点的に点検してください。 

✚㞷ᆅᇦࡸ⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ車について、ධᛕに点

検してください。 

ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を㐠㌿⪅ࡸタイ

ヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟしてください。なお、車㍕ᕤලでቑし⥾めを行ࡗた

ሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾めけ

てください。 

ูῧ２㸫２
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᪑ᐈ自動車運㏦ᴗ⪅のⓙᵝ 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故㜵Ṇ対⟇「令和㸲年度⥭ᛴ対⟇」について 

ᆺ車の車㍯⬺ⴠ故が౫↛としてከくⓎ⏕していますの࡛、௨ୗの故㜵

Ṇ対⟇について✚ᴟⓗなྲྀ⤌を࠾㢪いいたしますࠋ 

１．ᴗ࣭♫௦⾲⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検をᐇ施しますので、ᡤ有するᑐ㇟

車両について⥭ᛴ点検のᐇ施をᚭᗏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾ防止のための「お・ち・な・い」の࣏イント（ͤ）について、自

♫ෆのᩚ備⟶⌮⪅、㐠㌿⪅及びタイヤ⬺╔సᴗ⪅に࿘▱ᚭᗏをᅗࡗてくださ

い。 

ูͤ⣬３のチラシをཧ↷ 

２．整備⟶⌮⪅࣭⿵ຓ⪅の方 

令和㸲年１㸮月から、ᆺ車の⥭ᛴ点検を行いますので、ᑐ㇟車両࠶て

に㒑㏦されるࢲイレクトメールにྠᑒされたసᴗᡭ㡰に従ࡗて、⥭ᛴ点

検を確ᐇにᐇ施してください。 

సᴗ時㛫にవ⿱をᣢࡗた、ィ⏬的なタイヤ⬺╔సᴗをᐇ施してください。 

自♫ෆでタイヤ⬺╔సᴗを行う㝿は、ṇしい▱㆑を有したタイヤ⬺╔స

ᴗ⪅にᐇ施さࡏてください。 

ⴭしくさびた࣍イール・࣎ルト࣍ࡸイール・ࢼット、ディスク・࣍イー

ルでは、㐺ṇな⥾力がᚓられないため、タイヤ⬺╔సᴗ時に点検・Ύ

ࡦ、ࡸイール࣍・ても、さびがⴭしいディスクࡗのሬ布を行₶ࡸᤲ

イ࣍ルト及び࣎・イール࣍にᅇらないࢬー࣒りス࠶かかり等の␗状がࡗ

ール・ࢼットは、用ࡎࡏしてください。 

車輪⬺ⴠᨾのከいᕥഃ後輪について㔜点的に点検してください。 

✚㞷ᆅᇦࡸ⯒装されていない㐨㊰を走行するᆺ車について、ධᛕに点

検してください。 

ቑし⥾めをࡴࡸをᚓࡎ車㍕ᕤලで行うሙྜのᐇ施方法を㐠㌿⪅ࡸタイ

ヤ⬺╔సᴗ⪅に指ᑟしてください。なお、車㍕ᕤලでቑし⥾めを行ࡗた

ሙྜは、必ࡎᖐᗜ時にトルクレンチを用してつ定のトルクで⥾めけ

てください。 

ูῧ２㸫２
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別紙１（様式例）

ۑ

ۑ

ͤ

ۼ

ۼ

ͤ
ۼ

ۑ
ۼ

ۑ

ڦ
ڹ

1㺃P

ڦ

ͤ

ڦ

ڹ

ۼ ◲化ࣔࣜࣥࢹࣈ入ࡾの࢜ル等ࡣ用しないࠋ

ὀ

Ύ
ᤲ
の
ᐇ


㠃ࣈࣁ

な࣑ࢦ、ールྲྀ㠃の㗵やἾ࣭࣍ࢡスࢹ
どをྲྀࡾ㝖くࠋ

ࢦの㗵や（ー部ࣟࣥ）め合い部ࡣのࣈࣁ
ࠋ㝖くࡾἾなどをྲྀ、࣑

ール࣭࣍ࢡスࢹ

ࢺࢵࢼ、ࢺル࣎ール࣭࣍

㠃のྲྀࣈࣁ、㠃ࡾのᙜたࢺࢵࢼール࣭࣍
㗵や࣑ࢦ、Ἶなどをྲྀࡾ㝖くࠋ

ྲྀ


の増し⥾めࢺࢵࢼール࣭࣍
ಖ
Ᏺ

ࢺࢵࢼール࣭࣍

ᗙ㔠（࣡ࣕࢩࢵ）とࢺࢵࢼとのすࡁ㛫に࢚ࣥ
ジࣥ࢜ルなどの₶をⷧくሬᕸするࠋ

್ࢡルࢺࡅసᴗ時の⥾め╔⬺ࣖࢱ

ルなどの₶をⷧく࢜ジ࢚ࣥࣥジ部にࢿ
ሬᕸするࠋ

⾲⌮⟶సᴗ╔⬺ࣖࢱ
Ⓩ㘓␒号ཪࡣ車␒

స ᴗ ᐇ  ⪅ ྡ

ᐇ᪥ 令和

整備⟶⌮⪅☜ㄆḍ

㠃ࣈࣁ

☜ㄆ࣭సᴗ内ᐜ ᯝࠉ⤖
（ᐇ࣭ݱ交�）

ールのྲྀ㠃にⴭしいᦶ⪖や࣭࣍ࢡスࢹ
ᦆയがないを☜ㄆ

ᐇ⟠ᡤ

年 ᭶ ᪥

などがないࡾࡌ、れや、やせࡪ部につࡌࡡ
を☜ㄆ

が࣑ࢦ、のᗙ㠃部（⌫㠃ᗙ）に㗵やയࢺࢵࢼ
ないを☜ㄆ

ール࣭࣍ࢡスࢹ

ࢺࢵࢼ、ࢺル࣎ール࣭࣍

にடやᦆയがなࡾのまわ✰ࡾや㣭✰ࢺル࣎
いを☜ㄆ

Ἶな、࣑ࢦの㗵やࢺࢵࢼ、ࢺル࣎ール࣭࣍
どをྲྀࡾ㝖くࠋ

、㠃にடやᦆയࡾのᙜたࢺࢵࢼール࣭࣍
ᦶ⪖がないを☜ㄆ

⁐᥋部にடやᦆയがないを☜ㄆ

ۑ

つ定の⥾めࢺࡅルࡣ್ࢡ、車両の「ࣖࢱ✵Ẽᅽࣛ࣋ル」の近くに⾲示されていますࠋ

対ゅ線㡰に2～3ᅇにศࡅて⥾めࡅること（᭱ᚋの⥾めࢺࡣࡅル࡛ࢳࣥࣞࢡつ定ࢺル࡛ࢡ⥾めࡅる）ࠋ

Ἔ
⬡
㢮
ሬ
ᕸ
の
ᐇ


ࣈࣁ

ࡅの⥾めࢺࢵࢼール࣭࣍

ーࣜࢢ、に（ー部ࣟࣥ）め合い部ࡣのࣈࣁ
スをⷧくሬᕸするࠋ

ᚋ、50～100NP㉮行ᚋの増し⥾め╔⬺ࣖࢱ
をᐇするࠋ

ルなどの₶をⷧく࢜ジ࢚ࣥࣥジ部にࢿ
ሬᕸするࠋ

点
検
の
ᐇ


ட、ᦆയがないを☜ㄆ

ール合わせ࣭࣍ࢡスࢹのྲྀ㠃とࣈࣁ
㠃にᦶ⪖やᦆയがないを☜ㄆ

を☜ㄆのఙび、ⴭしい㗵がないࢺル࣎

にᅇࢬー࣒が、ス（ࣕࢩࢵ࣡）のᗙ㔠ࢺࢵࢼ
転するを☜ㄆ

この内ᐜにἢࡗたࡶの࡛࠶れࡤ、自♫のᵝ式を用してࡼࡶいࠋ

ࢺル࣎ール࣭࣍

ᗙ㠃部（⌫㠃ᗙ）に࢚ࣥジࣥ࢜ルなどの₶
をⷧくሬᕸするࠋ

-,6方式が対㇟ࠋ

,6O方式が対㇟ࣈࣁࠋのࢹス࣭࣍ࢡールྲྀ㠃、࣍ール合わせ㠃、࣍ールとᗙ㔠（࣡ࣕࢩࢵ）との
ᙜたࡾ㠃にࡣ、ሬ装、࢚ࣥジࣥ࢜ルなどのἜ⬡㢮のሬᕸを行わない࠺ࡼὀពすることࠋ
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別紙２（様式例）

踏ࡳしࢁ

ࡁࡁの࢟ーࣞࣈ

ල合ࡾ

␗㡢

ͤ ప㏿、加㏿の≧ែ

ͤ ᄇᑕ≧ែ

ͤ ᣔࡾྲྀࡁの≧ែ

ۑ ✵Ẽᅽຊのୖがࡾල合

ۑ Ẽ㡢

ͤ ᾮ㔞

ᾮ㔞

ͤ ᾮ㔞

ͤ 内のᾮ㔞ࢡࣥࢱ࣭ࣂーࢨࣜ

ͤ ルの㔞࢜ジ࣭࢚ࣥࣥ

ᙇࡾල合

ᦆയ

点ⅉ࣭点⁛ල合

ởれ

ᦆയ

✵Ẽᅽ

ⴠ⬺࣭ࡳ⦅ࢺࢵࢼ

近さびỒࢺル࣎

ฟᥞい、ᢡᦆ✺ࢺル࣎

ட

ᦆയ

␗≧なᦶ⪖

ͤ ⁁の῝さ

ۑ 内のจỈࢡࣥࢱ

ͤ

ͤ

ͤ༳の点検ࡣ、ᙜヱ自動車の㉮行㊥㞳࣭運行時の≧ែ等ุࡽ断した㐺ษな時期に行࠺こと࡛㊊ࡾるࠋ

ࠋを用いた自動車の点検項目を示す࢟ーࣞࣈ࣭࢚ࡣ༳の項目ۑ

ࠋᐇすることࡎᚲࡣ車定ဨ30ே௨ୖにヱᙜする車両のሙ合ࡣ௨ୖཪࣥࢺ車両⥲㔜㔞㸶、ࡣ༳の点検ڧ

ὀ．ࢹス࣭࣍ࢡールのྲྀ≧ែの点検項目が⣽ศ化された内ᐜが点検される࠺ࡼになࡗていれࡤ、自♫のᵝ式を用してࡼࡶいࠋ

ࢡࣥࢱ࣭ࣂーࢨのࣜ࢟ーࣞࣈ

✵Ẽᅽຊィ

ࢡࣥࢱ࣭࢚

点ⅉ࣭点⁛ල合、ởれ、ᦆയ

車
の
࿘
ࡾ

ࡽ
の
点
検

ࣈルࣂ࣭࢟ーࣞࣈ

ࢡࣥࢱ࣭ࣕࢩࢵ࢛࣭࢘ࢻࣥ࢘

ࣜࢸࢵࣂ

ࣛジ࢚ーࢱなどの෭༷装置

₶装置

運
転
ᖍ
࡛
の
点
検

࢚
ࣥ
ジ
ࣥ
࣭
ル
ー

࣒
の
点
検

Ⓩ㘓␒号ཪࡣ車␒

点検ᐇ⪅（運転⪅）ྡ

ーࣃ࣡

ルࢲ࣭࣌࢟ーࣞࣈ

㥔車ࣞࣈーࣂ࣭ࣞ࢟ー
(ーࣂ࣭ࣞ࢟ーࣞࣈ࣭ࢢࣥ࢟ーࣃ)

ࢺル࣭࣋ࣥࣇ

ᐇ᪥ 令和

᪥ᖖ点検⾲
運行⟶⌮⪅（⿵ຓ⪅）☜ㄆḍ

整備⟶⌮⪅（⿵ຓ⪅）☜ㄆḍ

点検⟠ᡤ

年 ᭶ ᪥

点検項目
点検⤖ᯝ
(�࣭ۑ)

ルࢲ࣭࣌࢟ーࣞࣈ
ࢢࣥࢽと࣒ࣛࣛࢻ࣭࢟ーࣞࣈ
とのすࡁ㛫

๓᪥࣭๓ᅇの運行に࠾い
て␗≧がㄆめࡽれた⟠ᡤ

ۑ

ཎ動ᶵ(࢚ࣥジࣥ）
ͤ ල合、␗㡢ࡾ

ࣕࢩࢵ࢛࣭࢘ࢻࣥ࢘

引ࡁしࢁ（踏ࡳしࢁ）

ࣖࢱ

ڧ ールのྲྀ≧ែ࣭࣍ࢡスࢹ

ட、ᦆയ

のࢻࢵのࣟࣂࣥࣕࢳ࣭࢟ーࣞࣈ
スࣟࢺーࢡ

踏ࡳしࣞࣈ、ࢁー࢟のࡁࡁ

ⅉⅆ装置（๓↷ⅉ࣭車ᖜⅉ࣭ᑿ
ⅉ࣭ไ動ⅉ࣭ᚋ㏥ⅉ࣭␒号ⅉ࣭ഃ
方ⅉ࣭ᑕჾ）、方ྥᣦ示ჾ

ͤ ᙇࡾල合、ᦆയ
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ʕ  5�  ʕ

MS.
උくΜ

。をお願いしますྗڠのօ͞Μの業ऀ、υϥイόー、උࣄ

͝͏、େܕ車の車輪脱落事故
ʮ����ɾ����ɾ����ɾ����ʯのపఈͰ͓ ͪ な い

͓

国土交通省　自動車点検整備推進協議会　大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会　日本自動車工業会（いすゞ 自動車   日野自動車
三菱ふそうトラック・バス   UDトラックス）　全日本トラック協会　日本バス協会　全国自家用自動車協会　日本自動車整備振興会連合会
日本自動車販売協会連合会　全国タイヤ商工協同組合連合会　日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会　日本自動車車体工業会
日本自動車輸入組合  日本自動車機械工具協会　日本自動車機械器具工業会　自動車用品小売業協会　日本自動車車体整備協同組合連合会

詳しくは、
ͪ͜Β͔Β！

ホイールナットの؇み͕ҰͰΘ͔り、
୭ͰもखܰにͰ͖Δ͕ݕਫ਼ͳ点ߴ
ʮ࿈݁ࣜナットճసࣔࢦイϯδέーλーʯの
。͢·๏も動ըͰご֬ೝいͨだけํ༺

正しい点ݕ方๏を
ಈըͰνΣッΫʂ

ͪ

ͱ͞ない！
脱落ࢭまͣ点ݕɻ
をະવに͙ނࣄେ͖ͳ͕ݕલのਖ਼しい点ࣄ
།Ұ͔ͭ࠷ળͳखஈͰ͢。

͓

な 規定の
締付トルク

దਖ਼ͳトルΫϨ
ϯチを༻いͯن
ఆのトルΫͰ࣮֬
に締め付け·͢。

● ॳظͳ͡みのͨめ、λイϠ
��ʙ���kmޙަ
を҆に૿し締めをޙߦ
。しͯくださいࢪ࣮

●

ット締め、トルクϨϯνΛඞͣ༻！
（ナット）

い
ͪにͪҰճ、؇Έの点ݕ！

●ಛにམ͕
ଟいྠޙࠨ
はॏ点తに
点ݕを。

●ӡߦલにϘルト、
ナットをͰͯݟ
खͰ৮ͬͯ点ݕ。

ナットとワッシャーとの
隙間への注油も忘れずに！

ࢷڅ

ΌΜͱ清掃、
ͪΌΜͱࢷڅ！
Ϙルト、ナットのࡺԚれをམとし、ΤϯδϯΦイルͳͲを
ృしͯください。ナットをϘルトのԞ·Ͱճసさͤͨと͖、
ナットワッシャー͕スϜーζにճస͢Δ͔点ݕし·͢。
ワッシャー͕ݻணしͯいͨりはずれ͔͔ͬͯいΔ߹は、
ナットをަしͯください。

●

●

ISO方式

ホイールボルト、ナットのねじ
部と、ナットとワッシャーとの
すき間にエンジンオイルなど
指定の潤滑剤を薄く塗布し、
回転させて油をなじませ
ます。ワッシャーがスムーズに
回転するか点検し、スムーズ
に回転しない場合はナットを
交換してください。ナットの
座面（ディスクホイールとの
当たり面）には塗布しないで
ください。

ホイールボルト、ナットの
潤滑について

が発生しています！

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい

取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス（誤組み付け、部品の誤組み）

注意

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ4つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い（交換作業）をお願いします。

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ホイールのセンタリング

アルミホイールの
履き替え

後輪ダブルタイヤの
締付け構造

ハブインロー

ボルト交換

ホイール
ボルト

ホイール
ナット平面座

潤滑剤 潤滑剤

ホイールサイズと
ボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ホイールナット
使用ソケット

ダブルタイヤ

ISO方式（8穴、10穴）

19.5インチ： 8本（PCD275㎜）
22.5インチ：10本（PCD335㎜）

左右輪：右ねじ（新・ISO方式）
右輪：右ねじ　左輪：左ねじ（従来ISO方式）

平面座（ワッシャー付き）・1種類
33㎜（従来ISO方式の一部は32㎜）

一つのナットで共締め

M22

タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

車輪脱落事故

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイール締付け方式

ディスクホイール 取 付 面 、
ホイールナット当たり面、ハブ
取付面（ISO方式では、ハブ
のはめ合い部も）、ホイール
ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、
追加塗装などを取り除きます。

ディスクホイール、ハブ、ホイール
ボルト、ナットの清掃について

ホイールナット
締め付け時の
注意点だよ！

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。 http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_off/

ナットとワッシャー
との隙間への注油も

忘れずに！

別紙３
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MS.
උくΜ

。をお願いしますྗڠのօ͞Μの業ऀ、υϥイόー、උࣄ

͝͏、େܕ車の車輪脱落事故
ʮ����ɾ����ɾ����ɾ����ʯのపఈͰ͓ ͪ な い

͓

国土交通省　自動車点検整備推進協議会　大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会　日本自動車工業会（いすゞ 自動車   日野自動車
三菱ふそうトラック・バス   UDトラックス）　全日本トラック協会　日本バス協会　全国自家用自動車協会　日本自動車整備振興会連合会
日本自動車販売協会連合会　全国タイヤ商工協同組合連合会　日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会　日本自動車車体工業会
日本自動車輸入組合  日本自動車機械工具協会　日本自動車機械器具工業会　自動車用品小売業協会　日本自動車車体整備協同組合連合会

詳しくは、
ͪ͜Β͔Β！

ホイールナットの؇み͕ҰͰΘ͔り、
୭ͰもखܰにͰ͖Δ͕ݕਫ਼ͳ点ߴ
ʮ࿈݁ࣜナットճసࣔࢦイϯδέーλーʯの
。͢·๏も動ըͰご֬ೝいͨだけํ༺

正しい点ݕ方๏を
ಈըͰνΣッΫʂ

ͪ

ͱ͞ない！
脱落ࢭまͣ点ݕɻ
をະવに͙ނࣄେ͖ͳ͕ݕલのਖ਼しい点ࣄ
།Ұ͔ͭ࠷ળͳखஈͰ͢。

͓

な 規定の
締付トルク

దਖ਼ͳトルΫϨ
ϯチを༻いͯن
ఆのトルΫͰ࣮֬
に締め付け·͢。

● ॳظͳ͡みのͨめ、λイϠ
��ʙ���kmޙަ
を҆に૿し締めをޙߦ
。しͯくださいࢪ࣮

●

ット締め、トルクϨϯνΛඞͣ༻！
（ナット）

い
ͪにͪҰճ、؇Έの点ݕ！

●ಛにམ͕
ଟいྠޙࠨ
はॏ点తに
点ݕを。

●ӡߦલにϘルト、
ナットをͰͯݟ
खͰ৮ͬͯ点ݕ。

ナットとワッシャーとの
隙間への注油も忘れずに！

ࢷڅ

ΌΜͱ清掃、
ͪΌΜͱࢷڅ！
Ϙルト、ナットのࡺԚれをམとし、ΤϯδϯΦイルͳͲを
ృしͯください。ナットをϘルトのԞ·Ͱճసさͤͨと͖、
ナットワッシャー͕スϜーζにճస͢Δ͔点ݕし·͢。
ワッシャー͕ݻணしͯいͨりはずれ͔͔ͬͯいΔ߹は、
ナットをަしͯください。

●

●

ISO方式

ホイールボルト、ナットのねじ
部と、ナットとワッシャーとの
すき間にエンジンオイルなど
指定の潤滑剤を薄く塗布し、
回転させて油をなじませ
ます。ワッシャーがスムーズに
回転するか点検し、スムーズ
に回転しない場合はナットを
交換してください。ナットの
座面（ディスクホイールとの
当たり面）には塗布しないで
ください。

ホイールボルト、ナットの
潤滑について

が発生しています！

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい

取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス（誤組み付け、部品の誤組み）

注意

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ4つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い（交換作業）をお願いします。

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ホイールのセンタリング

アルミホイールの
履き替え

後輪ダブルタイヤの
締付け構造

ハブインロー

ボルト交換

ホイール
ボルト

ホイール
ナット平面座

潤滑剤 潤滑剤

ホイールサイズと
ボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ホイールナット
使用ソケット

ダブルタイヤ

ISO方式（8穴、10穴）

19.5インチ： 8本（PCD275㎜）
22.5インチ：10本（PCD335㎜）

左右輪：右ねじ（新・ISO方式）
右輪：右ねじ　左輪：左ねじ（従来ISO方式）

平面座（ワッシャー付き）・1種類
33㎜（従来ISO方式の一部は32㎜）

一つのナットで共締め

M22

タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

車輪脱落事故

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイール締付け方式

ディスクホイール 取 付 面 、
ホイールナット当たり面、ハブ
取付面（ISO方式では、ハブ
のはめ合い部も）、ホイール
ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、
追加塗装などを取り除きます。

ディスクホイール、ハブ、ホイール
ボルト、ナットの清掃について

ホイールナット
締め付け時の
注意点だよ！

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。 http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_off/

ナットとワッシャー
との隙間への注油も

忘れずに！
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関 自 整 第 ５ ２ ５ 号

令和４年１０月２０日

⟶ෆ各運輸ᨭ局長  殿

                      

                       自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があࡗたので、知ࡉれたい

。ます࠼とを⏦し添ࡇࡿお、別紙の通り関ಀᅋయあてに通知してい࡞

別紙

関 自 整 第 ５ ２ ５ 号の２

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日

各都県トラック協会会長 殿

各都県バス協会会長   殿

                   関東運輸局自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があり、大型自動車メーカー（４社）より大型車の使用者に

対して通知を行う旨の連絡がありましたので、貴会におかれましても本取組の実施に

ご理解いただき、大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施にご協力頂きますよ

う、貴会傘下会員への周知方、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス
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関 自 整 第 ５ ２ ５ 号

令和４年１０月２０日

⟶ෆ各運輸ᨭ局長  殿

                      

                       自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があࡗたので、知ࡉれたい

。ます࠼とを⏦し添ࡇࡿお、別紙の通り関ಀᅋయあてに通知してい࡞

別紙

関 自 整 第 ５ ２ ５ 号の２

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日

各都県トラック協会会長 殿

各都県バス協会会長   殿

                   関東運輸局自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があり、大型自動車メーカー（４社）より大型車の使用者に

対して通知を行う旨の連絡がありましたので、貴会におかれましても本取組の実施に

ご理解いただき、大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施にご協力頂きますよ

う、貴会傘下会員への周知方、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス
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関 自 整 第 ５ ２ ５ 号の３

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日

自動車整備⯆会

関東ࣟࣈック連絡協㆟会会長 殿

                   関東運輸局自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があり、大型自動車メーカー（４社）より大型車の使用者に

対して通知を行う旨の連絡がありましたので、貴会におかれましても本取組の実施に

ご理解いただき、大型車の使用者かࡽホイール・ナットの緊急点検等の依頼があࡗた

㝿には、別添にᇶ࡙き㐺ษに緊急点検を実施頂きますよう、貴会傘下会員への周知

方、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス
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関 自 整 第 ５ ２ ５ 号の３

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日

自動車整備⯆会

関東ࣟࣈック連絡協㆟会会長 殿

                   関東運輸局自動車技術安全部長

（ 公 印 省 略 ）   

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼）

標記について、自動車局整備課長より別添（令和４年９月３０日付、国自整第１５

３号の３）のとおり通知があり、大型自動車メーカー（４社）より大型車の使用者に

対して通知を行う旨の連絡がありましたので、貴会におかれましても本取組の実施に

ご理解いただき、大型車の使用者かࡽホイール・ナットの緊急点検等の依頼があࡗた

㝿には、別添にᇶ࡙き㐺ษに緊急点検を実施頂きますよう、貴会傘下会員への周知

方、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス
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事 務 連 絡

令和４年１０月２８日

各運輸支局首席陸運技術専門官 殿

                 

自 動 車 技 術 安 全 部 整 備 課 長                 

貨物軽自動車運送事業の用に供する軽の乗用自動車の取扱いについて

標記について、自動車局整備課から別添（令和４年１０月２５日付、事務連絡）の

とおり通知がありましたので、日常点検整備及び定期点検整備の際に適用する基準を

間違えないようにお願いします。
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令和４年１０月２４日 
自 動 車 局 貨 物 課 

     自動車局

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について

１．背景

貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営

届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国

自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。）において、「届出に   

係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供する

ものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。 

一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が 

軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、  

結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。 

２．概要

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱

通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、

「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供す

ることを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。 

なお、軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送  

事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート 

（黒ナンバー）の発行を受けることが必要です。

※別添１、２参照 

３．今後のスケジュール

通達発出：10 月 24 日（月） 

通達施行：10 月 27 日（木） 

【問合せ先】 

自動車局貨物課 武藤、羽田野 

代表 03-5253-8111（内線 41333、41323）

直通 03-5253-8575 FAX 03-5253-1637 

「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）を踏まえ、軽乗用車についても、貨物

軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。 

国 自 安 第 9 9 号 

国 自 貨 第 9 5 号 

国 自 整 第 16 6 号 

令和４年 10 月 24 日 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

自動車局安 全 政 策 課 長 

（公 印 省 略） 

貨 物 課 長 

（公 印 省 略） 

整 備 課 長 

（公 印 省 略） 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿

別添１ 
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国 自 安 第 9 9 号 

国 自 貨 第 9 5 号 

国 自 整 第 16 6 号 
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関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 
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沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

自動車局安 全 政 策 課 長 

（公 印 省 略） 

貨 物 課 長 

（公 印 省 略） 

整 備 課 長 

（公 印 省 略） 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿

別添１ 
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にࡾࡼ行うものとし、以下に定めのない事項については軽貨物事業経営届出等取扱通

達にࡾࡼ行うこととしたので、事務ฎ理にあたࡾ㑇₃のないࡼう取ࡾ計らࢃれたい。 

記 

１㸬積載できる貨物の㔜量は、乗車定員ᩘから乗車ேᩘを᥍除したᩘに༑を乗じ

た㔜量（༢࣒ࣛࢢࣟ࢟）以ෆとすること。 

ᐈᐊの๓方、ᚋ方ཪは∦ഃに೫る積載をࡧた、Ⲵ物の置がᴟ➃に運㌿者ᐊཬࡲ

しないこと。 

２㸬運輸ᨭ局（運輸監理部をྵࡴ。以下同じ。）輸送ᢸ当は、軽乗用車を用いて貨物軽

自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者にᑐし、届出を受理した㝿に、１㸬

の積載できる貨物の㔜量を㉸࠼た貨物の運送ཬࡧ᭷ൾで᪑ᐈの運送をしてはなら

ない旨࿘知ཬࡧ指導すること。 

㸱㸬運輸ᨭ局輸送ᢸ当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者にᑐし、事業者自らが㐣ປ運㌿の㜵Ṇや運㌿者の㓇Ẽᖏࡧの᭷↓の☜

認等の運行⟶理を適切に行うことについて࿘知すること。 

４㸬㐨㊰運送車両法施行規๎（和 26 年運輸省令第 �4 号）第 35 条の㸱第１項各号

に規定する自動車検査ドの記載事項のうࡕ、同項第 13 号に規定する「自ᐙ用ཪは

事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用㏵」は「乗用」とする。 

㝃๎（令和４年 10 月 24 日国自安第 99 号、国自貨第 95 号、国自整第 166 号） 

ᮏ通知にࡼる取扱いは、令和４年 10 月 2� 日以㝆に事業用自動車等㐃⤡᭩を交付す

るものから適用する。 
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し
ま
し
ょ
う
。

・
視
野
も
し
く
は
ハ
ン
ド
ル
そ
の
他
の

装
置
の
操
作
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る

よ
う
な
積
載
は
や
め
ま
し
ょ
う
（
道
交
法
）
。

裏
面
に
続
く

貨
物
自
動
車
運
送
の
届
出
で
す
。

旅
客
の
運
送
は
で
き
ま
せ
ん
！

別
添
２

表

・
乗
務
前
に
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー
に
よ
る
酒
気
帯
び
の
有

無
や
疾
病
、
疲
労
等
の
有
無
、
車
両
の
点
検
な
ど
を
確
認
し
、

記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
貨
物
の
運
送
に
関
す
る

損
害
賠
償
に
対
応
で
き
る

任
意
保
険
等
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
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軽
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
皆
様
へ

～
安
全
運
行
を
行
う
た
め
に
必
要
な
法
令
遵
守
の
ご
案
内
～

運
ᤀ

を
ᬺ
ᄄ
し
て
い
る
ܣ
װ
ʵ
、

᭼
の
安
全
規
Ԟ
の
ο
、
ฌ
の
事
᮫
ˈ


し
な
ʗ
れ
ʶ
な

り
ま
ʡ
˙
。

・
運
ᤀ
ᒊ
を
ᬺ
用
し
て
い
る
場
合
、
乗
務
前
に
酒

気
帯
び
の
有
無
や
疾
病
、

疲
労
等
の
有
無
、
車
両
の

点
検
な
ど
を
確
認
し
、
安
全

な
運
行
を
行
う
た
め
の
ଣ
示
、

い
ὠ
ὗ
る
「
点
؝
」
を


し

ま
し
ょ
う
。

・
過
積
載
に
な

な
い
よ
う
運
ᤀ
ᒊ
に
ᦕ
Ԍ

に
ଣ

し
ま
し
ょ
う
。

・
安
全
な
運
行
を
行
う
た
め
、

運
ᤀ
ᒊ
に
ᦕ
Ԍ
な
ଣ

を



し
、
そ
の
Ꮊ
್
を
記
録
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ

「
主
な
安
全
規
制
」
は
、
遵
守
し
な
ἢ
れ
ὁ
な

な
い
͜
Ї
と

な
り
ま
す
。

ោ
し
く
は

・
「
貨
物
自
動
車
運
送
Ζ
ං
ᤛ
送
安
全
規
Ԧ
」
を
ἥ

い
た
だ
く
Ἔ

・
ׯ
ᧀ
道
ू
ᇁ
の
運
ᤛ
ூ
ࢂ
ᤛ
送

ক
ま
で
、
ἥ

Ꮏ
く
だ
ἦ
い
。

 関自整第１００４号

令和５年３月３０日

管内各運輸支局長  殿

                     関東運輸局長

（公印省略）   

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正につ

いて

標記について、自動車局長から別添（令和５年３月２７日付、国自整第２６

６号）のとおり通知があったので、了知されたい。
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管内各運輸支局長  殿

                     関東運輸局長

（公印省略）   

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正につ

いて

標記について、自動車局長から別添（令和５年３月２７日付、国自整第２６

６号）のとおり通知があったので、了知されたい。
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ู
⣬

 
「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
」（

令
和

2
年

4
月

1
日
付
け
、
国
自
整
第

3
�
3
号
）
 

の
୍
㒊
改
正
に
つ
い
て
（
新
ᪧ
ᑐ
↷
⾲
）
 

（
ୗ
⥺
㒊
が
改
正
⟠
ᡤ
）
 

新
 

ᪧ
 

国
自
整
第
３
５
３
号
 

令
和
２
年
４
月
１
日
 

国
自
整
第
２
６
６
号
 

᭱
⤊
改
正
 
令
和
５
年
３
月

2
7
日
 

ྛ
ᆅ
᪉
運
輸
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

 
Ἀ
⦖
⥲
合
事
ົ
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

自
動
車
ᒁ
㛗
 
 
 
 
 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
 

本
ᩥ
 
（
略
）
 

ู
ῧ
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
節
 
用
ㄒ
の
定
⩏
 

օ
～
։
 
（
略
）
 

֊
 
「
≉
定
整
備
」
と
は
、
法
第

4
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
≉
定
整
備
を
い
う
。
 

⑺
 
「
ศ
ゎ
整
備
」
と
は
、
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
規
定
す

国
自
整
第
３
５
３
号
 

令
和
２
年
４
月
１
日
 

ྛ
ᆅ
᪉
運
輸
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

 
Ἀ
⦖
⥲
合
事
ົ
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

自
動
車
ᒁ
㛗
 
 
 
 
 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
 

本
ᩥ
 
（
略
）
 

ู
ῧ
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
節
 
用
ㄒ
の
定
⩏
 

օ
～
։
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

֊
 
「
ศ
ゎ
整
備
」
と
は
、
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
規
定
す

る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑻
 

「
電
子
制

御
装
置
整

備
」
と

は
、
施
行

規
則
第
３

条
第
８

号
又
は
第

９
号
に

規

定
す
る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑼
 
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。
 

第
２
節
～
第
４
節
 
（
略
）
 

附
則
 

１
．
～
５
．
 
（
略
）
 

６
．

改
正
省
令

附
則
第
９

条
の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に

よ
る
こ
と

と
さ
れ

て

い
る

者
に
あ
っ

て
は
、
電

子
制
御

装
置
整
備

に
係
る
認

証
の
取

得
の
有
無

に
か
か

わ

ら
ず

、
当
面
の

間
、
施
行

規
則
第

３
条
第
８

号
に
規
定

す
る
運

行
補
助
装

置
を
備

え

て
い
な
い
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項

の
規

定
に
よ
る

保
安
基
準

適
合
証

、
保
安
基

準
適
合
標

章
又
は

限
定
保
安

基
準
適

合

証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
．
 
（
略
）
 

附
則
 
（
令
和
５
年
３
月

27
日
 
国
自
整
第

26
6
号
）

１
．

本
規
定
は

、
令
和
５

年
４
月

１
日
か
ら

施
行
す
る

。
な
お

、
検
査
用

ス
キ
ャ

ン

ツ
ー
ル
に
係
る
申
請
又
は
届
出
以
外
の
も
の
に
関
し
て
は
、
令
和
６
年
９
月

3
0
日
ま

で
の
間
、
従
前
の
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
．
令
和
６
年

1
0
月
１
日
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第

9
4
条
の
２
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
指
定
の
申
請
を
し
て
い
る
者
（
検
査

用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
係
る
申
請
又
は
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

令
和
６
年

1
0
月
１
日
以
後
、
初
め
て
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑺
 

「
電
子
制

御
装
置
整

備
」
と

は
、
施
行

規
則
第
３

条
第
８

号
又
は
第

９
号
に

規

定
す
る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑻
 
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。

第
２
節
～
第
４
節
 
（
略
）
 

附
則
 

１
．
～
５
．
 
（
略
）
 

６
．

改
正
省
令

附
則
第
９

条
の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に

よ
る
こ
と

と
さ
れ

て

い
る

者
に
あ
っ

て
は
、
電

子
制
御

装
置
整
備

に
係
る
認

証
の
取

得
の
有
無

に
か
か

わ

ら
ず

、
当
面
の

間
、
施
行

規
則
第

３
条
第
８

号
に
規
定

す
る
運

行
補
助
装

置
又
は

同

条
第

９
号

に
規

定
す

る
自

動
運

行
装

置
を

備
え

て
い

な
い

自
動

車
に

係
る

法
第

9
4

条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
、

保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

７
．
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   98 2023/08/17   9:30:10



ʕ  99  ʕ

ู
⣬

 
「
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
」（

令
和

2
年

4
月

1
日
付
け
、
国
自
整
第

3
�
3
号
）
 

の
୍
㒊
改
正
に
つ
い
て
（
新
ᪧ
ᑐ
↷
⾲
）
 

（
ୗ
⥺
㒊
が
改
正
⟠
ᡤ
）
 

新
 

ᪧ
 

国
自
整
第
３
５
３
号
 

令
和
２
年
４
月
１
日
 

国
自
整
第
２
６
６
号
 

᭱
⤊
改
正
 
令
和
５
年
３
月

2
7
日
 

ྛ
ᆅ
᪉
運
輸
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

 
Ἀ
⦖
⥲
合
事
ົ
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

自
動
車
ᒁ
㛗
 
 
 
 
 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
 

本
ᩥ
 
（
略
）
 

ู
ῧ
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
節
 
用
ㄒ
の
定
⩏
 

օ
～
։
 
（
略
）
 

֊
 
「
≉
定
整
備
」
と
は
、
法
第

4
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
≉
定
整
備
を
い
う
。
 

⑺
 
「
ศ
ゎ
整
備
」
と
は
、
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
規
定
す

国
自
整
第
３
５
３
号
 

令
和
２
年
４
月
１
日
 

ྛ
ᆅ
᪉
運
輸
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

 
Ἀ
⦖
⥲
合
事
ົ
ᒁ
㛗
 
Ẋ
 

自
動
車
ᒁ
㛗
 
 
 
 
 

自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
に
つ
い
て
（
౫

㏻
㐩
）
 

本
ᩥ
 
（
略
）
 

ู
ῧ
 
自
動
車
整
備
事
業
の
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
節
 
用
ㄒ
の
定
⩏
 

օ
～
։
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

֊
 
「
ศ
ゎ
整
備
」
と
は
、
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
規
定
す

る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑻
 

「
電
子
制

御
装
置
整

備
」
と

は
、
施
行

規
則
第
３

条
第
８

号
又
は
第

９
号
に

規

定
す
る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑼
 
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。
 

第
２
節
～
第
４
節
 
（
略
）
 

附
則
 

１
．
～
５
．
 
（
略
）
 

６
．

改
正
省
令

附
則
第
９

条
の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に

よ
る
こ
と

と
さ
れ

て

い
る

者
に
あ
っ

て
は
、
電

子
制
御

装
置
整
備

に
係
る
認

証
の
取

得
の
有
無

に
か
か

わ

ら
ず

、
当
面
の

間
、
施
行

規
則
第

３
条
第
８

号
に
規
定

す
る
運

行
補
助
装

置
を
備

え

て
い
な
い
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項

の
規

定
に
よ
る

保
安
基
準

適
合
証

、
保
安
基

準
適
合
標

章
又
は

限
定
保
安

基
準
適

合

証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
．
 
（
略
）
 

附
則
 
（
令
和
５
年
３
月

27
日
 
国
自
整
第

26
6
号
）

１
．

本
規
定
は

、
令
和
５

年
４
月

１
日
か
ら

施
行
す
る

。
な
お

、
検
査
用

ス
キ
ャ

ン

ツ
ー
ル
に
係
る
申
請
又
は
届
出
以
外
の
も
の
に
関
し
て
は
、
令
和
６
年
９
月

3
0
日
ま

で
の
間
、
従
前
の
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
．
令
和
６
年

1
0
月
１
日
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第

9
4
条
の
２
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
指
定
の
申
請
を
し
て
い
る
者
（
検
査

用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
係
る
申
請
又
は
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

令
和
６
年

1
0
月
１
日
以
後
、
初
め
て
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑺
 

「
電
子
制

御
装
置
整

備
」
と

は
、
施
行

規
則
第
３

条
第
８

号
又
は
第

９
号
に

規

定
す
る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
い
う
。
 

⑻
 
「
整
備
士
」
と
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和

26
年
運
輸
省
令
第

7
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
を
い
う
。

第
２
節
～
第
４
節
 
（
略
）
 

附
則
 

１
．
～
５
．
 
（
略
）
 

６
．

改
正
省
令

附
則
第
９

条
の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に

よ
る
こ
と

と
さ
れ

て

い
る

者
に
あ
っ

て
は
、
電

子
制
御

装
置
整
備

に
係
る
認

証
の
取

得
の
有
無

に
か
か

わ

ら
ず

、
当
面
の

間
、
施
行

規
則
第

３
条
第
８

号
に
規
定

す
る
運

行
補
助
装

置
又
は

同

条
第

９
号

に
規

定
す

る
自

動
運

行
装

置
を

備
え

て
い

な
い

自
動

車
に

係
る

法
第

9
4

条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
、

保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

７
．
 
（
略
）
 

（
新
設
）
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３
．
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
➼
の
୍
㒊
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
３
年
国
ᅵ
交

㏻
省
令
第
６
６
号
。）

附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
備
付
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
面
の
間
、
車
㍕
ᘧ
ᨾ
㞀
デ
᩿
装
置
の
デ
᩿
の
⤖
ᯝ
に
つ
い
て
の
検
査
が

ᑐ
㇟
外
と
な
る
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
第
２
の

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基

準
適
合
証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ู
ῧ
１
～
ู
ῧ
２
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
基
準
 

１
～
２
 
（
略
）
 

３
 
検
査
の
設
備
の
ඹ
同

用
 

�
1
�
～
�
2
� 

（
略
）
 

�
3
�
 
ඹ
用
設
備
を

用
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
ዎ
⣙
は
、
こ
れ
を

用
し
よ
う
と
す

る
事

業
者
が
、

୍
つ
の
᪤

指
定
整

備
ᕤ
場
又

は
、
୍
つ

の
ඹ
同

検
査
施
設

の
ࡳ
と

ዎ

⣙
し

て
い
る
も

の
で
あ
る

こ
と
。

た
ࡔ
し
、

Ⅳ

Ỉ
⣲

 
定
ჾ

、
㯮
↮
 

定
ჾ
、

࢜

ࣃ
ࢩ

࣓
ー
ࢱ
及

び
検
査
用

ス
キ
ャ

ン
ツ
ー
ル

の

用
に

係
わ
る

ዎ
⣙
に
つ

い
て
は

こ

の
限
り
で
な
い
。
 

�
4
�
～
�
�
� 

（
略
）
 

ู
ῧ
１
～
ู
ῧ
２
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
基
準
 

１
～
２
 
（
略
）
 

３
 
検
査
の
設
備
の
ඹ
同

用
 

�
1
�
～
�
2
� 

（
略
）
 

�
3
�
 
ඹ
用
設
備
を

用
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
ዎ
⣙
は
、
こ
れ
を

用
し
よ
う
と
す

る
事

業
者
が
、

୍
つ
の
᪤

指
定
整

備
ᕤ
場
又

は
、
୍
つ

の
ඹ
同

検
査
施
設

の
ࡳ
と

ዎ

⣙
し

て
い
る
も

の
で
あ
る

こ
と
。

た
ࡔ
し
、

Ⅳ

Ỉ
⣲

 
定
ჾ

、
㯮
↮
 

定
ჾ
及

び

࢜
ࣃ
ࢩ
࣓
ー
ࢱ
の

用
に
係
わ
る
ዎ
⣙
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

�
4
�
～
�
�
� 

（
略
）
 

４
～
５
 
（
略
）
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
の
２
～
ู
ῧ
５
 
（
略
）
 

ู
⣬
１
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
 
୍
✀
整
備
ᕤ
場
及
び

✀
整
備
ᕤ
場
 

✀ ู

␒
号

認
定
の
✀
㢮

項
 
┠
 

୍
✀

整
備

ᕤ
場
 


✀

整
備

ᕤ

場
 

備
 
 
⪃
 

㸿 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹅
１

～

７
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

８
 

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ
ー
ル
 

ڹ
 

㸫
 


ᆺ

≉
Ṧ

自

動
車

及
び



㍯
の

ᑠ
ᆺ

自

動
車

以
外

の

自
動

車
を

ᑐ

㇟
と

し
な

い

場
合
は

せ

４
～
５
 
（
略
）
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
の
２
～
ู
ῧ
５
 
（
略
）
 

ู
⣬
１
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
 
୍
✀
整
備
ᕤ
場
及
び

✀
整
備
ᕤ
場
 

✀ ู

␒
号

認
定
の
✀
㢮

項
 
┠
 

୍
✀

整
備

ᕤ
場
 


✀

整
備

ᕤ

場
 

備
 
 
⪃
 

㸿 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹅
１

～

７
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
新

設
�
 

�
新
設
� 

�
新
設
� 

�
新
設
� 

�
新
設
� 
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３
．
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
➼
の
୍
㒊
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
３
年
国
ᅵ
交

㏻
省
令
第
６
６
号
。）

附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
備
付
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
面
の
間
、
車
㍕
ᘧ
ᨾ
㞀
デ
᩿
装
置
の
デ
᩿
の
⤖
ᯝ
に
つ
い
て
の
検
査
が

ᑐ
㇟
外
と
な
る
自
動
車
に
係
る
法
第

9
4
条
の
５
第
１
項
又
は
第

9
4
条
の
５
第
２
の

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
限
定
保
安
基

準
適
合
証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ู
ῧ
１
～
ู
ῧ
２
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
基
準
 

１
～
２
 
（
略
）
 

３
 
検
査
の
設
備
の
ඹ
同

用
 

�
1
�
～
�
2
� 

（
略
）
 

�
3
�
 
ඹ
用
設
備
を

用
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
ዎ
⣙
は
、
こ
れ
を

用
し
よ
う
と
す

る
事

業
者
が
、

୍
つ
の
᪤

指
定
整

備
ᕤ
場
又

は
、
୍
つ

の
ඹ
同

検
査
施
設

の
ࡳ
と

ዎ

⣙
し

て
い
る
も

の
で
あ
る

こ
と
。

た
ࡔ
し
、

Ⅳ

Ỉ
⣲

 
定
ჾ

、
㯮
↮
 

定
ჾ
、

࢜

ࣃ
ࢩ

࣓
ー
ࢱ
及

び
検
査
用

ス
キ
ャ

ン
ツ
ー
ル

の

用
に

係
わ
る

ዎ
⣙
に
つ

い
て
は

こ

の
限
り
で
な
い
。
 

�
4
�
～
�
�
� 

（
略
）
 

ู
ῧ
１
～
ู
ῧ
２
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
取
ᢅ
い
及
び
指
ᑟ
せ
㡿
 

┠
ḟ
 
（
略
）
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
基
準
 

１
～
２
 
（
略
）
 

３
 
検
査
の
設
備
の
ඹ
同

用
 

�
1
�
～
�
2
� 

（
略
）
 

�
3
�
 
ඹ
用
設
備
を

用
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
ዎ
⣙
は
、
こ
れ
を

用
し
よ
う
と
す

る
事

業
者
が
、

୍
つ
の
᪤

指
定
整

備
ᕤ
場
又

は
、
୍
つ

の
ඹ
同

検
査
施
設

の
ࡳ
と

ዎ

⣙
し

て
い
る
も

の
で
あ
る

こ
と
。

た
ࡔ
し
、

Ⅳ

Ỉ
⣲

 
定
ჾ

、
㯮
↮
 

定
ჾ
及

び

࢜
ࣃ
ࢩ
࣓
ー
ࢱ
の

用
に
係
わ
る
ዎ
⣙
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

�
4
�
～
�
�
� 

（
略
）
 

４
～
５
 
（
略
）
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
の
２
～
ู
ῧ
５
 
（
略
）
 

ู
⣬
１
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
 
୍
✀
整
備
ᕤ
場
及
び

✀
整
備
ᕤ
場
 

✀ ู

␒
号

認
定
の
✀
㢮

項
 
┠
 

୍
✀

整
備

ᕤ
場
 


✀

整
備

ᕤ

場
 

備
 
 
⪃
 

㸿 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹅
１

～

７
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

８
 

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ
ー
ル
 

ڹ
 

㸫
 


ᆺ

≉
Ṧ

自

動
車

及
び



㍯
の

ᑠ
ᆺ

自

動
車

以
外

の

自
動

車
を

ᑐ

㇟
と

し
な

い

場
合
は

せ

４
～
５
 
（
略
）
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

ู
ῧ
３
の
２
～
ู
ῧ
５
 
（
略
）
 

ู
⣬
１
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
 
୍
✀
整
備
ᕤ
場
及
び

✀
整
備
ᕤ
場
 

✀ ู

␒
号

認
定
の
✀
㢮

項
 
┠
 

୍
✀

整
備

ᕤ
場
 


✀

整
備

ᕤ

場
 

備
 
 
⪃
 

㸿 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹅
１

～

７
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
新

設
�
 

�
新
設
� 

�
新
設
� 

�
新
設
� 

�
新
設
� 

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   101 2023/08/17   9:30:10



ʕ  ���  ʕ

ู
⣬

２
の
２
≉

Ṧ
整
備
ᕤ

場
（
車

య
整
備
స

業
（
୍
✀

）
及
び

車
య
整
備

స
業
（



✀
）
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

車
య

整
備

స
業

（
୍

✀
）
 

車
య

整
備

స
業

（


✀
）
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹆

�
略
�

(
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

（
ὀ

）
１
．
۔

༳
は
、
ᶵ

Ე
の
㓄

置
及
び
当

該
ᶵ
ჾ
に

係
る
స

業
を
行
う

た
め
に

༑

ศ
な
面
✚
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

 
 

 
２
．
ۑ

༳
は
、
ࡑ

の
事
業

場
の
స
業

を
行
う
た

め
に
༑

ศ
な
面
✚

又
は
ᚲ

せ

な
ᩘ
㔞
及
び
ᶵ
能
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

ู
⣬
２
の
３
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
の
４
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ཎ
動
ᶵ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹃

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

)
 

１
～

４
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

５
 

ࢩ
ࢵ
ࢡ
ࢿ
ス
࣭
ࢤ

ー
ࢪ

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬

２
の
２
≉

Ṧ
整
備
ᕤ

場
（
車

య
整
備
స

業
（
୍
✀

）
及
び

車
య
整
備

స
業
（



✀
）
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

車
య

整
備

స
業

（
୍

✀
）
 

車
య

整
備

స
業

（


✀
）
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹆

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

（
ὀ

）
１
．
۔

༳
は
、
ᶵ

Ე
の
㓄

置
及
び
当

該
ᶵ
ჾ
に

係
る
స

業
を
行
う

た
め
に

༑

ศ
な
面
✚
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な
ら
い

こ
と
を
♧
す
。
 

 
 

 
２
．
ۑ

༳
は
、
ࡑ

の
事
業

場
の
స
業

を
行
う
た

め
に
༑

ศ
な
面
✚

又
は
ᚲ

せ

な
ᩘ
㔞
及
び
ᶵ
能
を
有
し
て
い
な
け
れ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

ู
⣬
２
の
３
 
（
略
）
 

ู
⣬

２
の

４
 

≉
Ṧ

整
備

ᕤ
場

（
ཎ

動
ᶵ

整
備

స
業

）
 

✀ ู

␒
号

項
┠

 
基

準
 

備
⪃

 

㸿 ～ 㹃

(
略

�
(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

F
１

～

４

(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

５
ࢩ

ツ
ࢡ

ࢿ
ス

࣭

ࢤ
ー

ࢪ

(
略

�
(
略

�

６
～

1
7
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹅 ～ 㹆

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
２
の
５
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ࢱ

ࣖ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹁

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹂
１
 

ࢱ

ࣖ
࣭
ࢳ
࢙
ン

ࢪ
ャ

(
略
� 

�
略
� 

２
～

８
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹃 ～ 㹄

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
申
請
᭩
➼
 

１
 

�
1
�
 
�
略
）
 

�
2
�
 


～
࢚
 
�略

）
 

࢜
 

指
定
規
則

第
２
条
第

１
項
第

２
号

～

ࣜ
ま
で
の

自
動
車

検
査
用
ᶵ

Ე
ჾ
ල

に

６
～

1
7
 

(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

㹅 ～ 㹆

(
略

�
(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

ู
⣬
２
の
５
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ࢱ

ࣖ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹁

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹂
１
 

ࢱ

ࣖ
࣭
ࢳ
࢚
ン

ࢪ
ࣖ

�
略
� 

�
略
� 

２
～

８
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹃 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
申
請
᭩
➼
 

１
 

�
1
�
 
�
略
）
 

�
2
�
 


～
࢚
 
�略

）
 

࢜
 

指
定
規
則

第
２
条
第

１
項
第

２
号

～

ࢳ
ま
で
の

自
動
車

検
査
用
ᶵ

Ე
ჾ
ල

に

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   102 2023/08/17   9:30:10



ʕ  ���  ʕ

ู
⣬

２
の
２
≉

Ṧ
整
備
ᕤ

場
（
車

య
整
備
స

業
（
୍
✀

）
及
び

車
య
整
備

స
業
（



✀
）
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

車
య

整
備

స
業

（
୍

✀
）
 

車
య

整
備

స
業

（


✀
）
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹆

�
略
�

(
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

（
ὀ

）
１
．
۔

༳
は
、
ᶵ

Ე
の
㓄

置
及
び
当

該
ᶵ
ჾ
に

係
る
స

業
を
行
う

た
め
に

༑

ศ
な
面
✚
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

 
 

 
２
．
ۑ

༳
は
、
ࡑ

の
事
業

場
の
స
業

を
行
う
た

め
に
༑

ศ
な
面
✚

又
は
ᚲ

せ

な
ᩘ
㔞
及
び
ᶵ
能
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

ู
⣬
２
の
３
 
（
略
）
 

ู
⣬
２
の
４
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ཎ
動
ᶵ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹃

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

)
 

１
～

４
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

５
 

ࢩ
ࢵ
ࢡ
ࢿ
ス
࣭
ࢤ

ー
ࢪ

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬

２
の
２
≉

Ṧ
整
備
ᕤ

場
（
車

య
整
備
స

業
（
୍
✀

）
及
び

車
య
整
備

స
業
（



✀
）
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

車
య

整
備

స
業

（
୍

✀
）
 

車
య

整
備

స
業

（


✀
）
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹆

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

（
ὀ

）
１
．
۔

༳
は
、
ᶵ

Ე
の
㓄

置
及
び
当

該
ᶵ
ჾ
に

係
る
స

業
を
行
う

た
め
に

༑

ศ
な
面
✚
を
有
し
て
い
な
け
れ
ࡤ
な

ら
い

こ
と
を
♧
す
。
 

 
 

 
２
．
ۑ

༳
は
、
ࡑ

の
事
業

場
の
స
業

を
行
う
た

め
に
༑

ศ
な
面
✚

又
は
ᚲ

せ

な
ᩘ
㔞
及
び
ᶵ
能
を
有
し
て
い
な
け
れ
な
ら
な
い
こ
と
を
♧
す
。
 

ู
⣬
２
の
３
 
（
略
）
 

ู
⣬

２
の

４
 

≉
Ṧ

整
備

ᕤ
場

（
ཎ

動
ᶵ

整
備

స
業

）
 

✀ ู

␒
号

項
┠

 
基

準
 

備
⪃

 

㸿 ～ 㹃

(
略

�
(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

F
１

～

４

(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

５
ࢩ

ツ
ࢡ

ࢿ
ス

࣭

ࢤ
ー

ࢪ

(
略

�
(
略

�

６
～

1
7
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹅 ～ 㹆

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
２
の
５
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ࢱ

ࣖ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹁

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹂
１
 

ࢱ

ࣖ
࣭
ࢳ
࢙
ン

ࢪ
ャ

(
略
� 

�
略
� 

２
～

８
 

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

㹃 ～ 㹄

(
略
�

�
略
� 

(
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
申
請
᭩
➼
 

１
 

�
1
�
 
�
略
）
 

�
2
�
 


～
࢚
 
�略

）
 

࢜
 

指
定
規
則

第
２
条
第

１
項
第

２
号

～

ࣜ
ま
で
の

自
動
車

検
査
用
ᶵ

Ე
ჾ
ල

に

６
～

1
7
 

(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

㹅 ～ 㹆

(
略

�
(
略

�
 

(
略

�
(
略

�

ู
⣬
２
の
５
 
≉
Ṧ
整
備
ᕤ
場
（
ࢱ

ࣖ
整
備
స
業
）
 

✀ ู

␒
号

項
┠
 

基
準
 

備
⪃
 

㸿 ～ 㹁

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹂
１
 

ࢱ

ࣖ
࣭
ࢳ
࢚
ン

ࢪ
ࣖ

�
略
� 

�
略
� 

２
～

８
 

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

㹃 ～ 㹄

�
略
�

�
略
� 

�
略
� 

�
略
� 

ู
⣬
３
 
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
に
係
る
申
請
᭩
➼
 

１
 

�
1
�
 
�
略
）
 

�
2
�
 


～
࢚
 
�略

）
 

࢜
 

指
定
規
則

第
２
条
第

１
項
第

２
号

～

ࢳ
ま
で
の

自
動
車

検
査
用
ᶵ

Ე
ჾ
ල

に
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ʕ  ���  ʕ

係
る
国
ᅵ
交

㏻

⮧
が

定
め
る

技
⾡
ୖ
の

基
準
に
適

合
し
て

い
る
こ
と

を
証
す

る

᭩
面
 

ୖ
グ
の
᭩
面
に
つ
い
て
は
、
適
ษ
な
技
⾡
ⓗ
能
ຊ
を
有
す
る
者
が
、「

自
動
車
検

査
用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
の
ᑂ
査
基
準
に
つ
い
て
」（
ᖹ
ᡂ
７
年
６
月

14
日
付
け
自
整
第

1
21

号
）
に

よ
り
බ

正
に

ヨ
㦂
を
ᐇ

施
し

、
ࡑ
の

⤖
ᯝ

を
グ
㍕
し

た
自

動
車
検

査
用

ᶵ

Ე
ჾ
ල

基
準
適

合
ᛶ

ヨ
㦂
ᡂ
⦼

᭩
、

自
動
車

検
査

用
ᶵ
Ე
ჾ

ල
ᰯ

正
⤖
ᯝ

証
᫂

᭩

➼
の
᭩

面
で
あ

る
こ

と
。
た
ࡔ

し
、

ࣜ
に
ᥖ

ࡆ
る

自
動
車
検

査
用

ᶵ
Ე
ჾ

ල
に

つ

い
て
、

適
ษ
な

技
⾡

ⓗ
能
ຊ
を

有
す

る
者
が

බ
⾲

す
る

ሗ

に
よ

り
、
技

⾡
ୖ

の

基
準
に
適
合
す
る
と
ุ
᩿
で
き
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

２
～
５
 
�略

）
 

６
 
指
定
規

則
第

1
1
条
に
基

࡙
く
変
更

事
項
に

係
る
届
出

᭩
の
グ
㍕

事
項
及

び
ῧ

付
᭩
面
は
、
ḟ
の
と
お
り
と
す
る
。
（
指
定
規
則
第

1
1
条
）
 

�
1
�
 
 
�
略
� 

�
2
�
 
ῧ
付
᭩
㢮
 


 
 
�
略
� 


 
自
動
車
検
査
用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
に
係
る
変
更
に
係
る
届
出
の
場
合
は
、
ḟ
の
᭩
面
 

�

�
 
�
略
� 

�

�
 
変

更
し
た
自

動
車
検
査
用

ᶵ
Ე
ჾ
ල

が
国
ᅵ
交
㏻

⮧

が
定
め
る

技
⾡
ୖ

の

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
᭩
面
 

ୖ
グ
の
᭩
面
の
取
ᢅ
い
に
つ
い
て
は
、
１
�
2
�
࢜
と
同
ࡌ
。
 

ู
⣬

３
の
２
 

指
定
自
動

車
整
備

事
業
の
指

定
に
係
る

設
備
、

技
⾡
及
び

⟶
⌮
⤌

⧊

の
ᑂ
査
の
基
準
 

係
る
国
ᅵ
交

㏻

⮧
が

定
め
る

技
⾡
ୖ
の

基
準
に
適

合
し
て

い
る
こ
と

を
証
す

る

᭩
面
 

ୖ
グ
の
᭩
面
に
つ
い
て
は
、
適
ษ
な
技
⾡
ⓗ
能
ຊ
を
有
す
る
者
が
、「

自
動
車
検

査
用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
の
ᑂ
査
基
準
に
つ
い
て
」（
ᖹ
ᡂ
７
年
６
月

14
日
付
け
自
整
第

1
21

号
）
に

よ
り
බ

正
に

ヨ
㦂
を
ᐇ

施
し

、
ࡑ
の

⤖
ᯝ

を
グ
㍕
し

た
自

動
車
検

査
用

ᶵ

Ე
ჾ
ල

基
準
適

合
ᛶ

ヨ
㦂
ᡂ
⦼

᭩
、

自
動
車

検
査

用
ᶵ
Ე
ჾ

ල
ᰯ

正
⤖
ᯝ

証
᫂

᭩

➼
の
᭩
面
で
あ
る
こ
と
。
 

２
～
５
 
�略

）
 

６
 
指
定
規

則
第

1
1
条
に
基

࡙
く
変
更

事
項
に

係
る
届
出

᭩
の
グ
㍕

事
項
及

び
ῧ

付
᭩
面
は
、
ḟ
の
と
お
り
と
す
る
。
（
指
定
規
則
第

1
1
条
）
 

�
1
�
 
 
�
略
� 

�
2
�
 
ῧ
付
᭩
㢮
 


 
 
�
略
� 


 
自
動
車
検
査
用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
に
係
る
変
更
に
係
る
届
出
の
場
合
は
、
ḟ
の
᭩
面
 

�

�
 
�
略
� 

�

�
 
変

更
し
た
自

動
車
検
査
用

ᶵ
Ე
ჾ
ල

が
国
ᅵ
交
㏻

⮧

が
定
め
る

技
⾡
ୖ

の

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
᭩
面
 

ୖ
グ

の
᭩
面
に

つ
い
て
は

、
適
ษ

な
技
⾡
ⓗ

能
ຊ
を
有

す
る
者

が
、
「
自

動
車
検

査

用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
の
ᑂ
査
基
準
に
つ
い
て
」（

ᖹ
ᡂ
７
年
６
月

14
日
付
け
自
整
第

12
1
号
）

に
よ

り
බ
正
に

ヨ
㦂
を
ᐇ

施
し
、

ࡑ
の
⤖
ᯝ

を
グ
㍕
し

た
自
動

車
検
査
用

ᶵ
Ე
ჾ

ල

基
準

適
合
ᛶ
ヨ

㦂
ᡂ
⦼
᭩

、
自
動

車
検
査
用

ᶵ
Ე
ჾ
ල

ᰯ
正
⤖

ᯝ
証
᫂
᭩

➼
の
᭩

面

で
あ
る
こ
と
。

ู
⣬

３
の
２
 

指
定
自
動

車
整
備

事
業
の
指

定
に
係
る

設
備
、

技
⾡
及
び

⟶
⌮
⤌

⧊

の
ᑂ
査
の
基
準
 

１
～
２
 
�略

）
 

３
 
స
業
場
の
基
準
の
ゎ
㔘
 

�
1
�
 


 
�
略
� 


 

検
査
ᶵ
ჾ

を
用
い
て

行
う
検

査
（
㡢
㔞

ィ
、
୍
㓟


Ⅳ
⣲

 
定
ჾ
、

Ⅳ

Ỉ

⣲

 
定
ჾ
、
㯮

↮
 
定
ჾ

、
࢜
ࣃ

ࢩ
࣓
ー
ࢱ

及
び
検
査

用
ス
キ

ャ
ン
ツ
ー

ル
に
よ

り

行
う
検
査
を
除
く
。）

以
外
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
⌧
車
స
業
場
で
行
っ
て
ᕪ
し
ᨭ

え
な
い
。
 

�
2
�
～
�
6
� 

�
略
� 

４
 
�
略
）
 

ู
⣬
３
の
３
～
３
の
８
 
（
略
）

１
～
２
 
�略

）
 

３
 
స
業
場
の
基
準
の
ゎ
㔘
 

�
1
�
 


 
�
略
� 


 

検
査
ᶵ
ჾ

を
用
い
て

行
う
検

査
（
㡢
㔞

ィ
、
୍
㓟


Ⅳ
⣲

 
定
ჾ
、

Ⅳ

Ỉ

⣲

 
定
ჾ
、
㯮
↮
 
定
ჾ
及
び
࢜
ࣃ
ࢩ
࣓
ー
ࢱ
に
よ
り
行
う
検
査
を
除
く
。
）
以
外
の

検
査
に
つ
い
て
は
、
⌧
車
స
業
場
で
行
っ
て
ᕪ
し
ᨭ
え
な
い
。
 

�
2
�
～
�
6
� 

�
略
� 

４
 
�
略
）
 

ู
⣬
３
の
３
～
３
の
８
 
（
略
）
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係
る
国
ᅵ
交

㏻

⮧
が

定
め
る

技
⾡
ୖ
の

基
準
に
適

合
し
て

い
る
こ
と

を
証
す

る

᭩
面
 

ୖ
グ
の
᭩
面
に
つ
い
て
は
、
適
ษ
な
技
⾡
ⓗ
能
ຊ
を
有
す
る
者
が
、「

自
動
車
検

査
用
ᶵ
Ე
ჾ
ල
の
ᑂ
査
基
準
に
つ
い
て
」（
ᖹ
ᡂ
７
年
６
月

14
日
付
け
自
整
第

1
21

号
）
に

よ
り
බ

正
に

ヨ
㦂
を
ᐇ

施
し

、
ࡑ
の

⤖
ᯝ

を
グ
㍕
し

た
自

動
車
検

査
用

ᶵ

Ე
ჾ
ල

基
準
適

合
ᛶ

ヨ
㦂
ᡂ
⦼

᭩
、

自
動
車

検
査

用
ᶵ
Ე
ჾ

ල
ᰯ

正
⤖
ᯝ

証
᫂

᭩

➼
の
᭩

面
で
あ

る
こ

と
。
た
ࡔ

し
、

ࣜ
に
ᥖ

ࡆ
る

自
動
車
検

査
用

ᶵ
Ე
ჾ

ල
に

つ

い
て
、

適
ษ
な

技
⾡

ⓗ
能
ຊ
を

有
す

る
者
が

බ
⾲

す
る

ሗ

に
よ

り
、
技

⾡
ୖ

の

基
準
に
適
合
す
る
と
ุ
᩿
で
き
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

２
～
５
 
�略

）
 

６
 
指
定
規

則
第

1
1
条
に
基

࡙
く
変
更
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令 和 ５ 年 １ 月 ４ 日 

自動車局車両基準・国際課 

    審査・リコール課 

大型車の衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）の基準を強化します
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整

合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、「衝突被害

軽減ブレーキ（AEBS: Advanced Emergency Braking System）に係る協定規則（第131号）」の改

正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたこと等を踏まえ、我が国においても、改正

された協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正等

を行います。 

なお、当該AEBSの国際基準改正及び同時に成立しました「車両後退通報装置」に係る新国際

基準は、我が国の交通安全環境研究所が、それら基準改正及び策定のための国連の会議の議長

等を務めながら、日本としてその策定を主導し合意に至ったものです。 

１．主な改正項目（詳細は別紙参照）

⑴ トラック・バス等には、新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満たす

衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）を備えなければならないこととする。

⑵ トラック・バス等には、後退時に警報音を発する車両後退通報装置（バックアラーム）を備

えなければならないこととする。 

我が国の主導のもと、大型車の衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）に関する国際規則の改

正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたところ、当該基準を国内の保安基準

に導入するための所要の法令等の整備を行います。 
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և 㧗㏿道路での車⥺⥔ᣢᶵ⬟を᭷する自動運行装置の要件について、స動ྍ⬟なୖ㝈㏿ᗘをᘬ

るとともに、車⥺変᭦ᶵ⬟の要件を追加する。また、令和４年４月に成立した道路交ࡆୖࡁ

通法の一部を改正する法ᚊを踏まえ、自動運行装置の要件について、運㌿者がᅾとなるሙ

合を定した規定の整備を行࠺。 

㸰．බᕸ・行

බ ᕸ 㸸 令和５年（2�23年）１月４日 

 行 㸸 令和５年（2�23年）１月４日（１．⑵は令和５年１月19日） 

ၥい合ࢃせඛ
自動車局 車両基準・国際課㸸ᒣᮧ、༨部  
㟁ヰ �3��2�3��111（内⥺ �2�32）、�3��2�3����2（┤通）、)A; �3��2�3�1�39

 審査・リコール課㸸⚟ⷵ、㧗ᔱ 
 㟁ヰ �3��2�3��111（内⥺ �2313）、�3��2�3���9�（┤通）、)A; �3��2�3�1���
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について

１．改正の背景

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、国際

連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上

の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための

条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）に

ついて段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 187 回会合において、「車両

後退通報装置に係る協定規則（第 165 号）」が新たに採択されたほか、「歩行者保護に係る協定規則（第 127

号）」、「衝突被害軽減ブレーキ（AEBS:Advanced Emergency Braking System）に係る協定規則（第 131 号）」、

「照射灯火の統合規則に係る協定規則（第 149 号）」、「自動車線維持システムに係る協定規則（第 157 号）」

等の改訂が採択された。 

また、運転者が不在となる自動運転車の実現に向けて、令和４年４月に道路交通法の一部を改正する法

律（令和４年法律第 32号）が成立したところ、自動運転車の保安基準についても整備を行う必要がある。 

加えて、中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第 14 次答申（令和

２年８月））において、自動車から排出される粒子状物質について、粒子数（PN:Particle Number）の基

準を導入することが適当であるとされている。

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）、道路運送車両法施行規則（昭

和 26 年運輸省令第 74号）、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66号）、道路運送車両法関係手数料

規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国

土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

２．改正の概要

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基準につ

いて、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量が 3.5

トンを超える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽

自動車並びに被牽引自動車を除く。）には、対車両の強化された制動要件並びに対静止車両及び対走

行車両の制動要件に加え新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満たす衝突被

害軽減ブレーキを備えなければならないこととする。 

【要 件】 

・車両、歩行者に対して所定の制動要件（別紙２参照）を満たすこと 

・60km/h 以下で走行している場合には、40km/h 以上減速又は停止すること 

・10km/h から最高設計速度の範囲（対歩行者：20～60km/h）で作動すること 

・緊急制動の開始 0.8 秒前までに警報すること（対歩行者の場合、緊急制動開始前） 

【適用日】 

 新 型 車：令和７年９月１日  継続生産車：令和 10年９月１日 

別紙 
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ղ 自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、型

≉Ṧ自動車、ᑠ型≉Ṧ自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員 10人ᮍ満又は車両総重量 3.5 トン以

下の自動車、貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5 トン以下の自動車、被牽引自動車等を除く。）

について車両後退通報装置を備えなければならないこととする。 

【要 件】 

・ཎ動ᶵが㉳動している状ែでシフトが後退に入れば自動で㡢をⓎすること 

・通報㡢は͆低 、͇͆ 通ᖖ 、͇͆ 高͇の３つのレࣝ࣋を定⩏し、͆ 通ᖖレ͇ࣝ࣋を必㡲とすること 

（低レ４：ࣝ࣋㸳～㸴㸮dB、通ᖖレࣝ࣋：㸴㸮～７㸳dB、高レ８：ࣝ࣋㸮～９㸳dB） 

・通報装置の一停止ᶵ能は後退車両┤後確認装置（8N�5158）を備えている場合を除ࡁ設けて

はならࡎ、設ける場合には以下の要件に適合すること 

一停止中であることを運転者に⾲示すること 

車両の始動に自動でゎ除されること 

【適用日】 

新 型 車：令和７年１月１９日  継続生産車：令和９年１月１９日 

ճ （ϸ）高速道路等における運行に車両を車線ෆに保持するᶵ能を有する自動運行装置の要件につ

いて、作動可能な上㝈速度を引ࡁ上ࡆるとともに、専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人ᮍ満の自動

車及び貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5 トン以下の自動車については車線ኚ᭦ᶵ能の要件を

㏣加する。（Ϲ）また、令和４年４月に成立した道路交通法の一部を改正する法律を踏まえ、自動運

行装置の要件について、運転者が不在となる場合を定した規定の整備を行う。 

【要 件】 

（ϸ）関係 

 ・システムの作動上㝈速度を引ࡁ上ࡆ、速度にᛂࡌた車㛫㊥㞳の確保なの安全性を確保するこ

と 

 ・車線ኚ᭦ᶵ能をకうものについては、車線ኚ᭦の際、後続車に対して急な減速を強いることが

ないこと 

（Ϲ）関係 

 ・運転者のᏑ在を前ᥦとしない自動運行装置については、走行環境条件を満たさなくなる場合又

は自動運行装置が正ᖖに作動しないおそれがある状ែとなࡗた場合に、自動運行装置にࡼり車

両を安全に停止さࡏること 

【適用日】 

（ϸ）関係 

  新 型 車：令和㸳年９月１日  継続生産車：令和９年９月１日 

（Ϲ）関係 

 බᕸ・施行とྠ日 
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մ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人ᮍ満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5 ト

ン以下の自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動

車並びに被牽引自動車を除く。）の歩行者の㢌部保護性能に関するヨ㦂࢚ࣜに前㠃ガラスもྵࡴ

こととする。 

【要 件】 

・歩行者に自動車が衝突した際に、歩行者の㢌部が᥋ゐすることを定した࣎ンࢵࢿト及び前㠃ガ

ラスでᵓ成されるヨ㦂࢚ࣜのうࡕ 2/3 以上の㠃✚で所定の㢌部㞀害基準್を満たすこと

改正前 改正後 

㢌部

保護

性能

確認

ヨ㦂

࢚ࣜ

 

ヨ㦂࣎：࢚ࣜンࢵࢿト ヨ㦂࣎：࢚ࣜンࢵࢿト㸩前㠃ガラス

基準

್ 

• ヨ㦂࢚ࣜの 2/3 以上の㠃✚で +,&1000 

を超えないこと。ṧりの࢚ࣜは +,&1700 

を超えないこと。 

• 人と子供࢚ࣜがΰ在する場合、子供࢚

でࣜ 1/2 以上の㠃✚で +,&1000 を超え

ないこと。 

ͤ+,&:㢌部യ害್（+ead ,nMury &riteriRn）

• の 2/3 以上の㠃✚で࢚ࣜトヨ㦂ࢵࢿン࣎

+,&1000 を超えないこと。ṧりの࢚ࣜは

+,&1700 を超えないこと。 

• 人と子供࢚ࣜがΰ在する場合、子供࢚

でࣜ 1/2 以上の㠃✚で +,&1000 を超え

ないこと。 

࢚と前㠃ガラスヨ㦂࢚ࣜトヨ㦂ࢵࢿン࣎ •

合計の 2/3 以上の㠃✚でࣜ +,&1000 を

超えないこと。ṧりの࢚ࣜは +,&1700 を

超えないこと。 

【適用日】 

 新 型 車：令和㸴年７月７日  継続生産車：令和８年７月７日 

յ 㓄ග可ኚ型前照灯を備える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそ

りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。）において、運転者の運転᧯作をᨭするための

報（運転ᨭࢡ࢙ࢪࣟࣉシࣙン）を路㠃にᢞᙳすることを可能とする。

【要 件】 

・以下の警告に㝈りᢞᙳすることを可能とする 

ᢞᙳでࡁる運転ᨭࢡ࢙ࢪࣟࣉシࣙン 

路㠃⤖警告 衝突༴㝤警告 ㏫走警告 車線維持ᨭ警告

又は
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【適用日】 

令和８年９月１日 

ն ガࣜࢯンを⇞料とする┤᥋ᄇ射式のཎ動ᶵを有するᬑ通自動車及びᑠ型自動車又は軽Ἔを⇞料とす

るᬑ通自動車及びᑠ型自動車であࡗて、車両総重量が 3.5 トンを超えるもの（専ら乗用の用に供す

る乗車定員 10 人ᮍ満のものを除く。）について、粒子数の基準を適用する。

【適用日】 

（ガࣜࢯン車）  新 型 車：令和㸴年 10 月１日  継続生産車：令和８年 10 月１日 

新 型 車：令和㸳年（車ࣝࢮーࢹ） 10 月１日  継続生産車：令和８年 10 月１日 

ֆ 道路運送車両法施行規則の一部改正

国土交通⮧が指定する自動車（型式指定自動車以እの自動車等）について法第 59 条第１㡯の規定

にࡼる新規᳨ᰝを申ㄳする者がᥦ出すࡁ᭩㠃に、車両後退通報装置に係る基準に適合することをドす

る᭩㠃を加える。 

և 装置型式指定規則の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 法第 75 条の３第１㡯の規定にࡼり型式指定の対㇟となる≉定装置の✀㢮に、車両後退通報装置を

㏣加する。 

ղ 法第 75 条の３第８㡯の規定にࡼり型式指定をཷけたものとࡳなす≉定装置に、協定規則第 165 号

に基づࡁ認定された車両後退通報装置を㏣加する。 

ճ 協定規則第 127 号、第 131 号、第 149 号、第 157 号等の改訂にకい、規則␒号についてኚ᭦を行う。 

ֈ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 車両後退通報装置等の型式について指定を申ㄳする者が、保安基準適合性についての審ᰝをཷける

に際して⊂立行ᨻ法人自動車技術総合ᶵᵓに⣡付すࡁ手数料の㢠を、実㈝を຺して定める。

ղ ⑴①の改正を踏まえ、衝突被害軽減ブレーキの型式について指定を申ㄳする者が、保安基準適合性

についての審ᰝをཷけるに際して⊂立行ᨻ法人自動車技術総合ᶵᵓに⣡付すࡁ手数料の㢠を、実

㈝を຺して改める。

։ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整⌮のため必要な㡯を定め

る告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318号）の一部改正

⑴ ①の改正について令和７年９月から適用対㇟とするほか、所要の改正を行う。 

֊ そのの関係告示の一部改正

上グのほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

３．スࣗࢪࢣーࣝ

 බ ᕸ：令和㸳年１月４日 

 施 行：令和㸳年１月４日 

たࡔし、車両後退通報装置に係る部ศ【２．⑴ղ、ֆ、և①ղ、ֈ①、։の一部及び֊の一部】

は令和㸳年１月１９日施行とする。 
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令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日

自 動 車 局 整 備 課

自動車の高度化に対応した定期点検方法の見直しを行いました
～ 点検７項目について見直し ～

１．改正の概要 

(1)「自動車点検基準」（昭和 26 年運輸省令第 70 号）の一部改正

自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータ1のキャップの状

態」について、点検を行わなくともよいこととしました（ただし、ディストリビュータ

を有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要）。 

(2)「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）の一部改正

以下の５つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法だ

けでなく、OBD を活用した点検方法等も認めることとしました。 

点検項目 点検の方法

駐車ブレーキ機構 引きしろ 電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、

OBDを活用した確認を行うこととする

トランスミッション
2、トランスファ3

オイル漏れ、オイル量 オイルのレベル・ゲージがない車両は、オイ

ル漏れのみの確認でも可とする

燃料蒸発ガス排出抑

制装置

チャコール・キャニス

タ4の詰まりと損傷

インタンク式のチャコール・キャニスタを装

備した車両は、メーカー指定の方法で確認す

ることとするチェック・バルブ5の

機能

タイヤ 空気圧 タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、

OBDを活用した確認も可とする

２．スケジュール

公 布：令和５年３月３１日（本日） 

施 行：令和５年７月１日

1 高電圧の電気を点火プラグに配電し、点火時期を制御する装置 
2 走行状態に応じてギヤ比を切り替える変速装置 
3 四輪駆動において、エンジンの動力を前輪と後輪に分配する装置 
4 燃料タンク等から放出される燃料蒸発ガスを一時的に貯蔵する装置 
5 燃料蒸発ガスのチャコール・キャニスタからの逆流を防止する装置

                                                   

【問い合わせ先】
国土交通省自動車局整備課 藤墳、渡部 
Tel03-5253-8111（内線 42412,42413）

  Tel03-5253-8599（直通） 

近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、

車載式故障診断装置（OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、OBD を活用

した点検方法の導入等、自動車の定期点検の項目及び方法について改正を行います。
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令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日

自 動 車 局 整 備 課
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令 和 ５ 年 ６ 月 ５ 日 

自動車局車両基準・国際課 

    審査・リコール課 

こどࡶのぢⴠとしᨾを㜵Ṇするࡵࡓの国㐃基準をᑟධします
㹼㐨㊰運㏦車両の保Ᏻ基準➼ཬࡧ保Ᏻ基準の細┠を定ࡵる࿌♧➼の一部ᨵṇについて㹼 

国ᅵ通┬では、自動車のᏳ・⎔ቃ基準➼について、♫やᢏ⾡のኚを㋃ま࠼、国際ⓗな

ᩚ合をᅗりつつ、㡰ḟ、ᣑ・ᙉ➼を㐍ࡵています。 

⯡、国㐃自動車基準ㄪ和ୡ界࢛ࣇーラ（329:）࣒に࠾いて、ࠕ直前直ᕥྑ確認⨨にಀる༠

定規 （๎➨166ྕ）ࠖ ཬࠕࡧ大型車の直接視界にಀる༠定規๎（➨167ྕ）ࠖ の制定が合ពされࡓこ

と➼を㋃ま࠼、ᡃが国に࠾いてࡶ、⟇定されࡓ᪂国㐃基準を保Ᏻ基準にᫎさせることなどを

┠ⓗとして、保Ᏻ基準の詳細規定のᨵṇ➼を行います。 

な࠾、ᙜヱ直前直ᕥྑ確認⨨にಀる᪂国㐃基準は、日ᮏの国内基準を࣋ースとし、ᡃが国

の通Ᏻ⎔ቃ◊✲ᡤ（ᯇ㟹ᾈ上席◊✲ဨ）が基準⟇定のࡵࡓの国㐃の㆟の㆟㛗➼をົࡵ

ながら、日ᮏがࡑの⟇定をᑟし合ពに⮳ࡶࡓࡗのです。 

１．なᨵṇ㡯┠（詳細は別紙参照）

օ ⏝車➼には、運転者席からṚゅとなる車両の直前ཬࡧ側㠃にいるこどࡶなどのṌ行者を確

認できるように、㙾やカ࣓ラࣔࢱࢽ➼の視認⨨（᪤Ꮡ国内基準㐺合⨨でྍࡶ）ཪはࢼࢯ

ー➼の᳨▱⨨をഛ࠼なければならないこととします。 

こどࡶは㌟㛗がపいことから、≉に車両の直前やࡑの近㎶ではࢻラバーからぢ࡙࠼らࡃぢ

ⴠとされるリスクが高まります。このようなぢⴠとしによるᨾを㜵Ṇするࡵࡓの国際ⓗなᏳ

基準が、ᡃが国のᑟのࡶとᡂ❧しましࡓので、この国際基準を国内にᑟධすることとしま

しࡓ。 

運転者席から直接視により࣏ールが確認で

きない⠊ᅖについて、

・㙾まࡓはカ࣓ラࣔࢱࢽによる視認⨨

࣒ステࢩ▱ー➼による᳨ࢼࢯ・

いࡎれかཪはࡑれらの⤌ࡳ合わせにより確

認ができること。

⑵ バスやトラックの大型車の運転視界について、運転者席から『直接』視認できる近傍の視界

の量（体積）を一定以上確保できるように、運転者席を設計しなければならないこととしま

す。 

  

最小体積（m3） 

カテゴリ１※ カテゴリ２※ カテゴリ３※

運転者席側体積 3.4 － － 

前方体積 1.8 1.0 1.0 

助手席側体積 2.8 － － 

総体積 11.2 8.0 7.0 

※ 車両カテゴリが区分され、市街地走行が想定される 

構造の車両であるほど規制値が厳しい 

＜規定値＞ 

２．公布・施行

公 布 ： 令和５年（2023年）６月５日 

施 行 ： 令和５年（2023年）６月５日（一部例外あり。詳細は別紙参照） 

問い合わせ先
自動車局 車両基準・国際課：山村、藤澤 
電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639

 審査・リコール課：福薗、高嶋 
 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640

（高さ範囲） 

（上面範囲） 

＜評価体積例＞

＜評価範囲＞ 
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令 和 ５ 年 ６ 月 ５ 日 
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について

１．改正の背景

我が国は、自動車の安全基準等について、国際的な整合性を図りながらその安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技

術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のた

めの条件に関する協定」に平成 10年に加入し、当該協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）につ

いて採用を進めているところである。 

今般、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 188 回会合において、「直前直左右確認装置※に

係る協定規則（第 166 号）」及び「大型車の直接視界に係る協定規則（第 167 号）」が新たに採択されたほ

か、「国際的な車両認証制度に関する手続き等を定めた協定規則（第０号）」、「車両火災の防止に係る協定

規則（第 34 号）」、「歩行者保護に係る協定規則（第 127 号）」等の改訂が採択された。 

※自動車の発進時に歩行者等と接触する事故を防止するために、車両に近接する前方及び側方を確認する装置

これを受け、道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号）、装置型式指定規則（平成 10 年運

輸省令第 66 号）、共通構造部型式指定規則（平成 28 年国土交通省令第 15 号）、道路運送車両法関係手数

料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

２．改正の概要

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基準につ

いて、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5 ト

ン以下の自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽

引自動車を除く。）は、運転者席から死角となる車両の直前及び側面に近接する歩行者や障害物を

確認できるように、協定規則第 166 号に適合する視認装置又は検知装置を備えなければならないこ

ととする（所定の障害物を直接視認により確認できる場合を除く）。 

② 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量が 3.5

トンを超える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽

自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、運転者席から直接視認できる近傍の視界の量（体積）を

一定以上確保できるように、協定規則第 167 号に適合する運転者席を備えなければならないことと

する。 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、直前直左右確認装置、

大型車の運転者席等を追加する。 

② 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 166 号

に基づき認定された直前直左右確認装置、協定規則第 167 号に基づき認定された大型車の運転者席

等を追加する。 

別紙 
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ճ 協定規則の改訂にకい、国ෆに受け入れる協定規則の␒号を以下のとおり改める。 

第 34号第３改訂版 ⇒ 第 34 号第４改訂版 

第 127 号第３改訂版 ⇒ 第 127 号第４改訂版 

և 共通構造部型式指定規則の一部改正

協定規則第０号の改訂にకい、国ෆに受け入れる協定規則の␒号に第０号第㸳改訂∧を加えるほか、

所要の改正を行う。

ֈ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

直前直左右確認装置、大型車の運転者席等の型式について指定を⏦ㄳする者が、保安基準適合性につ

いてのᑂᰝを受けるに際して⊂❧行ᨻ法人自動車技術総合ᶵ構に⣡付すき手数料の㢠を、ᐇ㈝を຺

して定めるほか、所要の改正を行う。 

։ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整⌮のためᚲ要な事項を定め

る告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318号）の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① ⑴①の新基準について、当ศの㛫、᪤Ꮡの国ෆ基準に適合する視認装置を備えていればよいことと

する。 

② ⑴②の新基準について、令和８年１᭶から適用㛤ጞとする。 

࠙適用時ᮇࠚ 

新 型 車㸸令和８年１᭶１᪥ 

⥅続⏕⏘車㸸令和 11 年１᭶１᪥ 

֊ そのの関係告示の一部改正

上グのほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

ーࣝࣗࢪࢣࢫ．３

බ ᕸ㸸令和㸳年㸴᭶㸳᪥ 

 行㸸以下の通り 

下グ以እに係るもの 令和㸳年㸴᭶㸳᪥ 

指定自動車等であࡗて新たに運行の用に供しようとするもの等に

ついて、⑴①及び։①に係るもの 

令和㸳年㸴᭶８᪥ 

⑴②及び։②に係るもの、並びに⑵①②及びֈの一部に係るもの

指定自動車等以እの自動車であࡗて新たに運行の用に供しようと

するもの等又は使用の㐣⛬にある自動車について、⑴①及び։①

に係るもの 

令和㸳年㸷᭶１᪥ 
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令和５年５月３０日

自 動 車 局

審査・リコール課

日野自動車・いすゞ自動車・トヨタ自動車製自動車の燃費値の再測定について

日野自動車における型式指定時の燃費測定に係る不正事案を踏まえ、独

立行政法人自動車技術総合機構において、不正事案の対象の自動車の燃

費値を再測定しました。

再測定した燃費値に応じて、自動車検査証の差し替えが必要となる自動車

がありますので、お知らせします。

１．再測定した自動車の型式及び測定結果

別紙のとおり。

なお、再測定したすべての型式の燃費値が、型式指定時に申請された値

に達していませんでした。

２．今後の対応

再測定した燃費値に応じて、自動車検査証に記載された「型式」中の排出

ガス記号（※型式の最初の３文字）が変更となるもの（別紙参照）があり、自

動車検査証の差し替えが必要となります。

自動車検査証の差し替えに必要な手続き等につきましては、日野自動

車、いすゞ自動車、トヨタ自動車が実施することとなっており、対象となる型式

の自動車をご使用の皆様には、日野自動車、いすゞ自動車、トヨタ自動車か

ら連絡、説明があります。

詳細な内容やお問い合わせは、日野自動車の HP をご覧ください。

(URL)https://www.hino.co.jp/corp/news/2023/ninshohusei_tokusetsu.html

【問い合わせ先】

自動車局審査・リコール課 福薗、岡崎

代表：03-5253-8111（内線 42312、42313） 直通：03-5253-8596

※型式の例

2PG-123456

最初の３文字は排出ガス記号と言い、燃費基準達成状況を

表わす。「2PG」は、重量車燃費基準 5％向上達成。
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（
燃
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値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
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測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
K
G
-
F
S
1
E
G
A

2
7
9
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
S
1
E
G
A

3
.8
5

①

日
野

2
K
G
-
F
S
1
E
G
A

3
0
2
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
S
1
E
G
A

3
.8
5

①

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
0
2
kW

6
速
M
T

3
.9
5

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
.6
0

②

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
3
1
kW

7
速
M
T

1
.9
8

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

1
.8
2

②

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
3
1
kW

6
速
M
T

1
.9
2

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

1
.7
6

②

日
野

2
K
G
-
F
S
1
E
J
A

2
7
9
kW

6
速
M
T

4
.0
5

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
.6
0

①

日
野

2
K
G
-
F
S
1
E
J
A

3
0
2
kW

7
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
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F
S
1
E
J
A
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9
kW
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速
M
T

4
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5

2
D
G
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F
S
1
E
J
A
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5

①

日
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P
G
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F
S
1
E
J
A

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
S
1
E
J
A

3
.7
5

①

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

3
0
2
kW

6
速
M
T

3
.9
5

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

3
.6
0

②

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

3
3
1
kW

7
速
M
T

1
.9
8

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

1
.8
2

②

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

3
3
1
kW

6
速
M
T

1
.9
2

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

1
.7
6

②

日
野

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

1
.8
6

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A

1
.7
2

②

日
野

2
K
G
-
F
S
1
E
H
A

2
7
9
kW

6
速
M
T

4
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5

2
D
G
-
F
S
1
E
H
A
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0

①

日
野

2
K
G
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F
S
1
E
H
A
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kW
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速
M
T
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5
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G
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S
1
E
H
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5

①

日
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①
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①

日
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①
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D
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H
G
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0
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G
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S
1
E
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0

②

日
野
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G
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速
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T
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G
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0

①

日
野
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G
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0
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速
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T

4
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2
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G
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S
1
E
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G

3
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5

①

日
野

2
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G
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G

2
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9
kW

7
速
M
T

4
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5

2
D
G
-
F
S
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
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G
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S
1
E
H
G

3
0
2
kW
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2
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A
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T

4
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5

2
D
G
-
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S
1
E
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G

3
.7
5

①

日
野
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G
-
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S
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E
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J
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7
速
M
T

4
.1
5
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G
-
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J
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①

日
野
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①
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T
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D
G
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E
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J
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①

日
野

2
P
G
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S
1
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G
A

2
3
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M
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4
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0

2
D
G
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F
S
1
A
G
A

4
.0
0

①

日
野

2
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G
-
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1
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G
A

2
6
5
kW
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速
M
T
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.4
0

2
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G
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S
1
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G
A
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.0
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①

日
野
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2
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9
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速
M
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4
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D
G
-
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S
1
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4
.0
0

①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
K
G
-
F
S
1
A
J
A

2
6
5
kW

6
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
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S
1
A
J
A
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①

日
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M
T
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2
D
G
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S
1
A
J
A
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①

日
野
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P
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9
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W
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M
T
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D
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S
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J
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①
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9
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W
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M
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D
G
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①

日
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速
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.1
5

2
D
G
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①

日
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①
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①
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①
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①
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G
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1
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H
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3
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5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
S
1
A
H
A
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2
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4
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D
G
-
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S
1
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H
A

3
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5

①

日
野

2
P
G
-
F
S
1
A
H
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2
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5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
S
1
A
H
G

3
.8
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①

日
野

2
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G
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F
S
1
A
H
G

2
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5
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1
2
速
A
M
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4
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5

2
D
G
-
F
S
1
A
H
G

3
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0

①

日
野

2
P
G
-
F
S
1
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H
G

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
S
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
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G
-
F
S
1
A
H
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
S
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
S
1
A
H
J

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
S
1
A
H
J

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
S
1
A
H
J

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
S
1
A
H
J

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻽
1
A
J
G

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻽
1
A
J
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
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F
㻽
1
A
J
G

2
6
5
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1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
G

3
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0

①

日
野

2
P
G
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F
㻽
1
A
J
G

2
7
9
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W

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻽
1
A
J
J

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
J

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
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F
㻽
1
A
J
J

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻽
1
A
J
J

3
.8
0

①

日
野

2
K
G
-
F
㻾
1
E
H
A

3
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2
kW

7
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
F
㻾
1
E
H
A

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
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F
㻾
1
E
H
A

2
7
9
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7
速
M
T

4
.2
5
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D
G
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F
㻾
1
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H
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①

日
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①
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野
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①
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①
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①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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ン
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ン
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値
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]
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L
]

⇒
型
式
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費
値

[新
]

[k
m
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L
]

状
況

【
注
】

日
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5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
E
H
J

2
7
9
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
E
H
J

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
G
A

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
G
A

4
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
G
A

2
3
5
kW

9
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
G
A

3
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
G
A

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
G
A

4
.0
0

①

日
野

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
7
9
K
W

6
速
A
T

3
.7
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.4
5

②

日
野

2
K
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
6
5
kW

6
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
3
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
6
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
7
9
K
W

6
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
A

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
A

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
G

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
G

2
3
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
J
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
㻾
1
A
J
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
J
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
A

2
6
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
A

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
A

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
A

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
㻾
1
A
H
A

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
A

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
G

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
G

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
㻾
1
A
H
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻾
1
A
H
J

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
J

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
㻾
1
A
H
J

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
㻾
1
A
H
J

3
.9
5

①

日
野

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

2
7
9
kW

7
速
M
T

1
.9
8

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

1
.8
2

②

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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別
紙

（
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費
値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
再
測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
0
2
kW

7
速
M
T

1
.9
8

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

1
.8
2

②

日
野

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
3
1
kW

7
速
M
T

1
.9
8

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

1
.8
2

②

日
野

2
K
G
-
F
W
1
E
H
G

3
0
2
kW

7
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
G

2
7
9
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
G

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
G

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
G

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
K
G
-
F
W
1
E
H
J

3
0
2
kW

7
速
M
T

4
.1
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
K
G
-
F
W
1
E
H
J

3
3
1
kW

7
速
M
T

4
.0
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
J

2
7
9
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
J

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
E
H
J

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
E
H
J

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
G

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1A
J
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
G

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
W
1A
J
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1A
J
G

3
.7
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
W
1
A
J
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
W
1A
J
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
J

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
J
J

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
J

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
J
J

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
J
J

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
W
1
A
J
J

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
W
1
A
J
J

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
W
1
A
J
J

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
G

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
G

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
W
1
A
H
G

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
W
1
A
H
J

2
7
9
K
W

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
W
1
A
H
J

3
.9
5

①

日
野

2
㻾
G
-
F
W
1
A
H
J

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.4
5

2
D
G
-
F
W
1
A
H
J

3
.9
5

①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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別
紙

（
燃
費
値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
再
測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
K
G
-
F
㻺
1
A
G
A

2
2
1
kW

6
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
A

3
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
A

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
A

4
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
A

2
3
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
A

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
A

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
A

4
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
G

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
G

4
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
G

2
3
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
G

3
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
G
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.4
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
G
G

4
.0
0

①

日
野

2
K
G
-
F
㻺
1
A
J
A

2
2
1
kW

6
速
M
T

4
.1
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
A

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
A

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
A

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
A

2
3
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
A

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
A

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
A

3
.8
5

①

日
野

2
K
G
-
F
㻺
1
A
J
G

2
2
1
kW

6
速
M
T

4
.1
0

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
G

3
.7
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
G

2
3
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
G

2
3
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
G

3
.8
5

①

日
野

2
P
G
-
F
㻺
1
A
J
G

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

4
.2
5

2
D
G
-
F
㻺
1
A
J
G

3
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
H
1
A
G
A

2
2
1
kW

7
速
M
T

5
.3
0

2
K
G
-
F
H
1
A
G
A

5
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
F
H
1
A
G
A

2
3
5
kW

7
速
M
T

5
.3
0

2
D
G
-
F
H
1
A
G
A

4
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
F
H
1
A
G
A

2
3
5
kW

6
速
M
T

5
.3
0

2
D
G
-
F
H
1
A
G
A

4
.8
0

①

日
野

2
P
G
-
F
H
1
A
G
G

2
2
1
kW

7
速
M
T

5
.3
0

2
K
G
-
F
H
1
A
G
G

5
.0
0

①

日
野

2
D
G
-
P
㻾
1
A
P
J
F

2
7
9
K
W

5
速
A
T

3
.8
0

2
D
G
-
P
㻾
1
A
P
J
F

3
.4
0

②

日
野

2
D
G
-
P
㻾
1
A
P
J
F

2
7
9
K
W

5
速
A
T

3
.6
0

2
D
G
-
P
㻾
1
A
P
J
F

3
.2
5

②

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
7
9
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

3
0
2
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
G

3
5
3
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
G

2
.9
5

①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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別
紙

（
燃
費
値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
再
測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
7
9
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

3
0
2
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
E
G
G

3
5
3
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
E
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
7
9
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

3
0
2
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
G

3
5
3
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
7
9
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

3
0
2
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
D
G
J

3
5
3
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
D
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
7
9
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
7
9
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

3
0
2
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

3
0
2
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

3
3
1
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
E
G
G
J

3
5
3
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
E
G
G
J

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
D
G
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
D
G
G

2
.9
5

①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
と
な
る
も
の

②
：
燃
費
値
が
下
が
る
も
の
の
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
な
く
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
ら
な
い
た
め
、
自
動
車
検
査
証
の
差
し
替
え
が
必
要
な
い
も
の
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別
紙

（
燃
費
値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
再
測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
力

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

燃
費
値

[旧
]

[k
m
/
L
]

⇒
型
式

燃
費
値

[新
]

[k
m
/
L
]

状
況

【
注
】

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
3
5
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
G
G
G

3
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
6
5
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
G
G
G

3
.0
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
6
5
kW

1
2
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
G
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
H
G
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1
A
H
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
P
G
-
S
H
1
A
L
G
G

2
6
5
kW

9
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
H
1A
L
G
G

2
.9
5

①

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
3
1
kW

1
6
速
A
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
3
1
kW

1
6
速
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
5
3
kW

1
6
速
A
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
5
3
kW

1
6
速
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
8
2
kW

1
6
速
A
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

3
8
2
kW

1
6
速
M
T

1
.9
6

2
D
G
-
S
S
1
E
K
H
A

1
.8
0

②

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
A

3
3
1
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
A

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
A

3
5
3
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
A

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
A

3
8
2
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
A

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
G

3
0
2
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
G

3
3
1
kW

7
速
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
G

3
3
1
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
G

3
5
3
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
P
G
-
S
S
1
E
K
G
G

3
8
2
kW

1
6
速
A
M
T

3
.2
5

2
D
G
-
S
S
1
E
K
G
G

2
.9
0

①

日
野

2
S
G
-
F
㻾
1
A
H
H

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.7
5

2
㻺
G
-
F
㻾
1
A
H
H

4
.2
5

①

日
野

2
S
G
-
F
㻾
1
A
H
S

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.7
5

2
㻺
G
-
F
㻾
1
A
H
S

4
.2
5

①

日
野

2
S
G
-
F
W
1
A
H
H

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.7
5

2
㻺
G
-
F
W
1
A
H
H

4
.2
5

①

日
野

2
S
G
-
F
W
1
A
H
S

2
7
9
K
W

1
2
速
A
M
T

4
.7
5

2
㻺
G
-
F
W
1
A
H
S

4
.2
5

①

日
野

2
㻾
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
3
1
kW

6
速
M
T

4
.5
0

2
K
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

4
.2
0

①

日
野

2
㻾
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
3
1
kW

6
速
A
M
T

4
.5
0

2
K
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

4
.2
0

①

日
野

2
㻾
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
3
1
kW

6
速
M
T

3
.9
5

2
P
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
.7
5

①

日
野

2
㻾
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
3
1
kW

6
速
A
M
T

3
.9
5

2
P
G
-
㻾
㼁
1
E
S
D
A

3
.7
5

①

日
野

2
T
G
-
㻾
㼁
1
A
S
D
A

2
6
5
kW

7
速
M
T

4
.9
5

2
P
G
-
㻾
㼁
1
A
S
D
A

4
.3
5

①

【
注
】
①
：
燃
費
値
が
下
が
り
、
燃
費
基
準
達
成
状
況
に
変
化
が
あ
り
、
排
出
ガ
ス
記
号
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
検
査
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別
紙

（
燃
費
値
再
測
定
前
）

（
燃
費
値
再
測
定
後
）

車
名

型
式

エ
ン
ジ
ン

最
高
出
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ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
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ョ
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値

[旧
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m
/
L
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⇒
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]
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m
/
L
]
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令和５年５月２６日

自 動 車 局

審査・リコール課

ダイハツ工業（株）の衝突試験に係る型式指定申請における不正行為について

１９日に、ダイハツ工業が、ハイブリッド車２車種について、型式指定申請時に不正

行為があった旨を公表した件について、同社より、以下の報告を受けました。

型式指定申請における不正行為は、自動車ユーザーの信頼を損なう行為であり、極め

て遺憾です。

国土交通省としては、同社に対して、事実関係の詳細な調査及び再発防止策の検討を

実施し、速やかに報告するよう指示しています。

引き続き、同社を指導し、安全性能の確保と再発防止の徹底について、厳正に対処し

て参ります。

１．ダイハツ工業からの報告概要

（１９日）

○ ハイブリッド車両２車種（ダイハツ・ロッキー、トヨタ・ライズ）の型式指定申請時

に不正行為があった。

〇 不正行為の内容は、審査機関（（独）自動車技術総合機構交通安全環境研究所）に対し、

審査項目の一つであるポール側面衝突試験において、運転席側の社内試験データを提出

すべきところ、助手席側の社内試験データを提出していた。

○ 自主的に出荷及び販売を停止する。

（２６日）

○ 社内での独自の確認試験の結果、運転席側の安全性能も基準に適合していた。

○ 今後、更に事実関係や原因の調査を進める。

２．国土交通省の対応

○ 同社の報告を踏まえて、以下のとおり同社に指示を行った。（１９日）

 不正行為のあったポール側面衝突試験について、速やかに安全性を確認すること

 事実関係、原因等の詳細を調査、検討すること

 他の試験項目・車種について不正行為がないか調査、報告すること

○ 同社に２４日から立入検査を実施するとともに、今後、試験車両に係る不正がないか

を含め、国土交通省が、組立工程から立会い、確認した試験を改めて実施する。

〇 今後の調査結果や報告等を踏まえて、厳正に対応する。

（問い合わせ先）

国土交通省自動車局審査・リコール課 是則、木内、衣本

代表：03-5253-8111 (内線 42301、42302、42303) 直通：03-5253-8595
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◆対象自動車
平成10年9月１日以降に製作された自動車（一部の車種を除く）

自動車機構関東検査部からのお知らせ
令和5年８月

前照灯の光度及び照射光線の向きの

適切な整備・調整のお願い
平成27年9月1日より、ヘッドライトテスタによる審査

は、原則としてロービームを計測することにより行ってい
ますが、当面の対応として、計測が困難な一部の自動車に
対して、ハイビームによる審査を実施しているところです。

計測が困難となる自動車の一因として、レンズ面の劣
化、内部リフレクタの劣化、前照灯ユニットと相性の悪い
バルブに交換してしまった等により、光度の不足や配光の
崩れが見受けられます。
今後、適切な時期において、ロービームによる計測に

限った審査に移行しますので、ロービームの適切な整備・
調整にご協力をお願いします。

独立行政法人自動車技術総合機構

審査事務規程の一部改正について

本研修資料では、独立行政法人自動車技術総合機構

審査事務規定の一部改正の概要を掲載いたします。

審査事務規程の全文及び新旧対照表につきましては、

独立行政法人自動車技術総合機構のホームページ

（https://www.naltec.go.jp/）にて公開されておりますの

で、適宜ご活用下さい。
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独立行政法人自動車技術総合機構

審査事務規程の一部改正について

本研修資料では、独立行政法人自動車技術総合機構

審査事務規定の一部改正の概要を掲載いたします。

審査事務規程の全文及び新旧対照表につきましては、

独立行政法人自動車技術総合機構のホームページ

（https://www.naltec.go.jp/）にて公開されておりますの

で、適宜ご活用下さい。
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令和４年１０月７日 

交通安全環境研究所 

自動車認証審査部 

審査事務規程（交通研部分）の一部改正について

１．改正概要
◆ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の

一部改正に伴い、「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号）等について一部改正

を行う。 

1.「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号） 別添 1（試験規程（TRIAS））の新

規追加及び一部改正を行う。 

(1)細目告示に新たに採択された協定規則等に対応した TRIAS の新規追加（7項目） 

①TRIAS 08-J125-01 車載式燃料・電力消費等測定装置(OBFCM)の試験 

②TRIAS 08-J041(3)-01 電気重量車電力消費率試験（JH25 モード） 

③TRIAS 08-J041(4)-01 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率及び電

力消費率試験（JH25 モード） 

④TRIAS 08-J041(5)-01 燃料電池重量車燃料消費率試験（JH25 モード） 

⑤TRIAS 11(2)-R161-01 施錠装置試験（協定規則第 161 号） 

⑥TRIAS 11(2)-R162—01 イモビライザ試験（協定規則第 162 号） 

⑦TRIAS 43(5)-R163-01 盗難発生警報装置試験（協定規則第 163 号） 

(2)細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（16 項目） 

①TRIAS 08-001-01 燃料消費率試験（JC08 モード） 

②TRIAS 11-R079-04 かじ取装置試験（協定規則第 79 号） 

③TRIAS 12-R078-04 二輪車等の制動装置試験（協定規則第 78 号） 

④TRIAS 12-R152-02 
乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置試験（協定規則第

152 号） 

⑤TRIAS 21-R125-02 直接前方視界試験（協定規則第 125 号） 

⑥TRIAS 31-J042R154-02 軽・中量車排出ガス試験（協定規則第 154 号） 

⑦TRIAS 32-R053-01 
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付

装置試験（協定規則第 53 号） 

⑧TRIAS 32-R149-01 照射灯火試験（協定規則第 149 号（前照灯）） 

⑨TRIAS 33-R149-01 照射灯火試験（協定規則第 149 号（前部霧灯）） 

⑩TRIAS 33(3)-R148-01 
信号灯火試験（協定規則第 148 号（低速走行時側方照射

灯）） 

⑪TRIAS 34(3)-R148-01 信号灯火試験（協定規則第 148 号（昼間走行灯）） 

⑫TRIAS 36-R148-01 信号灯火試験（協定規則第 148 号（番号灯）） 

⑬TRIAS 43(9)-R151-02 側方衝突警報装置試験（協定規則第 151 号） 

⑭TRIAS 44-R046(1)-01 後写鏡等試験(協定規則第 46 号) 

⑮TRIAS 44-R046(1-2)-01
後写鏡等試験 ミラー以外の間接視界装置(協定規則第

46 号) 

⑯TRIAS 44-R046(2)-02 後写鏡等及び後写鏡等取付装置試験（協定規則第 46 号）
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(3)付⾲等についてಟ正ࡼ࠾び項目の追加（6項目） 

①TRIAS 08-J041(2)-01 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験（JH25 モード）

②TRIAS 09-R141-02 ࢱイࣖ✵気ᅽ┘視装置試験（協定規則第 141 号） 

③TRIAS 12-R013H-03 乗用車の制動装置試験（協定規則第 13H 号） 

④TRIAS 12-R139-02 ブࣞーࢩ࢟スࢩࢺス࣒ࢸ試験（協定規則第 139 号） 

⑤TRIAS 12-R140-02 ᶓࡾ㜵Ṇ装置試験（協定規則第 140 号） 

⑥TRIAS 43(7)-R138-02 車両接㏆通報装置試験（協定規則第 138 号） 

  2.別⾲ 2（外国の試験ᶵ㛵）について、試験項目の追加に伴い、所要の改正を行う。 

 。るಟ正等所要の改正を行うࡼれにࡎの、項ࡑ.3  

㸰．㛵㐃ࡍるἲ令等

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 4年 10 月  

7 日国土交通省告示第 1040 号）1.（1）②㹼⑦、（2）①㹼⑯㛵ಀ 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 3年 6月  

9 日国土交通省告示第 521 号）1．（1）① 

㸱．施行日

  令和４年１０月㸶日
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令和 4年 10 月 28 日 

⊂❧行ᨻἲே⮬ື車ᢏ⾡⥲ྜᶵᵓ 

ᑂᰝ事ົ規⛬の一部改正࡚࠸ࡘ（第 46 ḟ改正）

㸯．改正ᴫ要

（㸯）⮬ື車の᳨ᰝ➼関係

ձ 道路運送車両の保安基準（和 26 年運㍺省令第 67 号）及び道路運送車両の保

安基準の⣽┠を定める告示（ᖹᡂ 14 年国土交通省告示第 619 号）➼の一部改正

 改正࠺క

する、車定ဨを⇞ᩱࢫ࢞↛及びᾮኳࢫ࢞↛ᅽ⦰ኳ ۑ 10 ே௨ୖの用⮬ື車

及び車両⥲㔜㔞 3��W を㉸࠼る㈌≀⮬ື車ࡣ、༠定規๎࡛定めるࣛࣝ࣋を車యの

ᣦ定ࢀࡉた⟠ᡤ㈞ࡋなࡤࢀࡅなࡽなࡶ࠸の࡚ࡋ、ᑐ㇟なる⮬ື車及びᑂ

ᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�2�、7�2�、8�2�㹛

車定ဨ ۑ 10 ேᮍ‶の用車の๓㠃➼ࢫࣛ࢞ᢞᙳࢀࡉる、運㌿⪅のㄆ▱をᨭ

するためのど⏺ࢺࣥࢱࢫࢩ（)9$㸸)LHOG RI 9LVLRQ $VVLVWDQW）ሗ࡚࠸ࡘ、

ᑂᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�41、7�41、8�41㹛 

する┤᥋ᄇᑕᘧのཎືᶵを᭷する車両⥲㔜㔞を⇞ᩱࣥࣜࢯ࢞ ۑ 3��W ௨ୗの⮬ື

車及び㍍Ἔを⇞ᩱする車両⥲㔜㔞 3��W ௨ୗの⮬ື車ࡣ、⢏Ꮚᩘ（31㸸3DUWLFOH 

1XPEHU）の規ไ್適ྜする必要࠶ࡀるࡇを規定ࡲࡋすࠋ㹙7��8㹛

車定ဨ ۑ 10 ேᮍ‶の用車及び車両⥲㔜㔞 3�� ࡉᦚ㍕௨ୗの㈌≀⮬ື車ࣥࢺ

సື≧ែを、࡚࠸ࡘる事ᨾሗィ ・グ㘓⨨（('5㸸(YHQW 'DWD 5HFRUGHU）ࢀ

グ㘓する⨨のᑂᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�110 の 2㹛

ղ ㈌≀⮬ື車の用㏵のุ定ࠕ、࡚࠸ࡘ⮬ື車の用㏵➼の༊ศ࡚࠸ࡘ（和 3� 年 9

月 6 日ࡅ⮬車第 4�2 号）ࠖ  @4�17<ࠋすࡲࡋ係るᑂᰝ᪉ἲを᫂☜

ճ ࡑの、ᑂᰝ᪉ἲの᫂☜、᭩ࡾࡪࡁの適正➼のᡤ要の改正を行ࡲ࠸すࠋ 

（㸰）⮬ື車のᆺᘧのᣦ定➼関係

ᅇࡣヱᙜなࡋ 

㸰．関係する省令➼

・道路運送車両の保安基準➼の一部を改正する省令（令和 4 年 6 月 22 日国土交通

省令第 �2号） 

・道路運送車両の保安基準の⣽┠を定める告示➼の一部を改正する告示（令和 4年

6 月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4 年 10 月 7 日国土交通省告示第 1040

号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和 4 年 8 月 31 日国土交通省告示

第 938 号） 

３．施行日

令和 4年 10 月 28 日 
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令和 4年 10 月 28 日 

⊂❧行ᨻἲே⮬ື車ᢏ⾡⥲ྜᶵᵓ 

ᑂᰝ事ົ規⛬の一部改正࡚࠸ࡘ（第 46 ḟ改正）

㸯．改正ᴫ要

（㸯）⮬ື車の᳨ᰝ➼関係

ձ 道路運送車両の保安基準（和 26 年運㍺省令第 67 号）及び道路運送車両の保

安基準の⣽┠を定める告示（ᖹᡂ 14 年国土交通省告示第 619 号）➼の一部改正

 改正࠺క

する、車定ဨを⇞ᩱࢫ࢞↛及びᾮኳࢫ࢞↛ᅽ⦰ኳ ۑ 10 ே௨ୖの用⮬ື車

及び車両⥲㔜㔞 3��W を㉸࠼る㈌≀⮬ື車ࡣ、༠定規๎࡛定めるࣛࣝ࣋を車యの

ᣦ定ࢀࡉた⟠ᡤ㈞ࡋなࡤࢀࡅなࡽなࡶ࠸の࡚ࡋ、ᑐ㇟なる⮬ື車及びᑂ

ᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�2�、7�2�、8�2�㹛

車定ဨ ۑ 10 ேᮍ‶の用車の๓㠃➼ࢫࣛ࢞ᢞᙳࢀࡉる、運㌿⪅のㄆ▱をᨭ

するためのど⏺ࢺࣥࢱࢫࢩ（)9$㸸)LHOG RI 9LVLRQ $VVLVWDQW）ሗ࡚࠸ࡘ、

ᑂᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�41、7�41、8�41㹛 

する┤᥋ᄇᑕᘧのཎືᶵを᭷する車両⥲㔜㔞を⇞ᩱࣥࣜࢯ࢞ ۑ 3��W ௨ୗの⮬ື

車及び㍍Ἔを⇞ᩱする車両⥲㔜㔞 3��W ௨ୗの⮬ື車ࡣ、⢏Ꮚᩘ（31㸸3DUWLFOH 

1XPEHU）の規ไ್適ྜする必要࠶ࡀるࡇを規定ࡲࡋすࠋ㹙7��8㹛

車定ဨ ۑ 10 ேᮍ‶の用車及び車両⥲㔜㔞 3�� ࡉᦚ㍕௨ୗの㈌≀⮬ື車ࣥࢺ

సື≧ែを、࡚࠸ࡘる事ᨾሗィ ・グ㘓⨨（('5㸸(YHQW 'DWD 5HFRUGHU）ࢀ

グ㘓する⨨のᑂᰝ᪉ἲを規定ࡲࡋすࠋ㹙6�110 の 2㹛

ղ ㈌≀⮬ື車の用㏵のุ定ࠕ、࡚࠸ࡘ⮬ື車の用㏵➼の༊ศ࡚࠸ࡘ（和 3� 年 9

月 6 日ࡅ⮬車第 4�2 号）ࠖ  @4�17<ࠋすࡲࡋ係るᑂᰝ᪉ἲを᫂☜

ճ ࡑの、ᑂᰝ᪉ἲの᫂☜、᭩ࡾࡪࡁの適正➼のᡤ要の改正を行ࡲ࠸すࠋ 

（㸰）⮬ື車のᆺᘧのᣦ定➼関係

ᅇࡣヱᙜなࡋ 

㸰．関係する省令➼

・道路運送車両の保安基準➼の一部を改正する省令（令和 4 年 6 月 22 日国土交通

省令第 �2号） 

・道路運送車両の保安基準の⣽┠を定める告示➼の一部を改正する告示（令和 4年

6 月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4 年 10 月 7 日国土交通省告示第 1040

号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和 4 年 8 月 31 日国土交通省告示

第 938 号） 

３．施行日

令和 4年 10 月 28 日 
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令和５年２月１６日 

交通安全環境研究所 

自動車認証審査部 

審査事務規程（交通研部分）の一部改正について

１．改正概要
◆ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の

一部改正に伴い、「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号）等について一部改正

を行う。 

1.「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号） 別添 1（試験規程（TRIAS））の新

規追加及び一部改正を行う。 

(1)細目告示に新たに採択された協定規則等に対応した TRIAS の新規追加（3項目） 

①TRIAS 43(10)-R165(1)-01 車両後退通報装置の通報音発生装置試験（協定規則第

165 号） 

②TRIAS 43(10)-R165(2)-01 車両後退通報装置試験（協定規則第 165 号） 

③TRIAS 43(10)-001-01 音声信号を用いる車両後退通報装置の試験 

(2)細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（32 項目） 

①TRIAS 09-R141-02 タイヤ空気圧監視装置試験（協定規則第 141 号） 

②TRIAS 11-R079-04 かじ取装置試験（協定規則第 79 号） 

③TRIAS 11(2)—R162—02 イモビライザ試験（協定規則第 162 号） 

④TRIAS 12-R013-02 
トラック、バス及びトレーラの制動装置試験（協定規

則第 13 号） 

⑤TRIAS 12-R013H-03 乗用車の制動装置試験（協定規則第 13H 号） 

⑥TRIAS 12-R131-03 衝突被害軽減制動制御装置試験（協定規則第 131 号）

⑦TRIAS 17(2)-R155-01 
サイバーセキュリティシステム試験（協定規則第 155

号（同規則の規則 7.3.（7.3.1.を除く。）に限る。））

⑧TRIAS 30-R051-01 四輪自動車の車外騒音試験（協定規則第 51 号） 

⑨TRIAS 32-J052R048-05 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置試験 

⑩TRIAS 32-R053-01 
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の

取付装置試験（協定規則第 53 号） 

⑪TRIAS 33(3)-R148-02 
信号灯火試験（協定規則第 148 号（低速走行時側方照

射灯）） 

⑫TRIAS 34-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（車幅灯）） 

⑬TRIAS 34(2)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（前部上側端灯）） 

⑭TRIAS 34(3)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（昼間走行灯）） 

⑮TRIAS 35(2)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（側方灯）） 

⑯TRIAS 36-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（番号灯）） 

⑰TRIAS 37-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（尾灯）） 

⑱TRIAS 37(2)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（後部霧灯）） 

⑲TRIAS 37(3)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（駐車灯）） 

⑳TRIAS 37(4)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（後部上側端灯）） 

㉑TRIAS 39-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（制動灯）） 
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धTRIAS 39(2)-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（⿵ຓ制動灯）） 

नTRIAS 40-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（後退灯）） 

ऩTRIAS 41-R148-02 信号灯火試験（協定規則第 148 号（方ྥ指示器）） 

पTRIAS 32-R149-02 照射灯火試験（協定規則第 149 号（前照灯）） 

फTRIAS 33-R149-02 照射灯火試験（協定規則第 149 号（前部霧灯）） 

बTRIAS 33(2)-R149-02 照射灯火試験（協定規則第 149 号（側方照射灯）） 

भTRIAS 35-R150-02 ᖐ反射試験（協定規則第 150 号（前部反射器）） 

मTRIAS 35(2)-R150-02 ᖐ反射試験（協定規則第 150 号（側方反射器）） 

यTRIAS 38-R150-02 ᖐ反射試験（協定規則第 150 号（後部反射器）） 

रTRIAS 38(2)-R150-02 ᖐ反射試験（協定規則第 150 号（ᆺ後部反射器））

ऱTRIAS 43(4)-R150-02 ᖐ反射試験（協定規則第 150 号（Ṇ⾲示器ᮦ）） 

(3)付⾲等についてಟ正ࡼ࠾び項目の追加（12 項目） 

①TRIAS 08-J042*TR015-02 ⇞ᩱᾘ㈝⋡試験（:/T& モーࢻ） 

②TRIAS 08-002-04 ⇞ᩱᾘ㈝⋡試験（:/T& モーࢻ） 

③TRIAS 08-J041(2)-01 
㟁気ᘧࣁイࣈリッࢻ㔜㔞車⇞ᩱᾘ㈝⋡試験（JH25 モー

 （ࢻ

④TRIAS 08-J041(3)-01 㟁気㔜㔞車㟁ຊᾘ㈝⋡試験（JH25 モーࢻ） 

⑤TRIAS 08-J041(4)-01 
㟁気ᘧࣉラࢢイࣥࣁイࣈリッࢻ㔜㔞車⇞ᩱᾘ㈝⋡及

び㟁ຊᾘ㈝⋡試験（JH25 モーࢻ） 

⑥TRIAS 08-J041(5)-01 ⇞ᩱ㟁ụ㔜㔞車⇞ᩱᾘ㈝⋡試験(JH25 モーࢻ) 

⑦TRIAS 31-J041(4)-04 ࢹィーࣝࢮ㔜㔞車ฟ࢞ス試験（:H'& モーࢻ） 

⑧TRIAS 31-J042(4)-03 軽࣭୰㔞車ฟ࢞ス試験（:/T& モーࢻ） 

⑨TRIAS 31-J042*TR015-02 軽࣭୰㔞車ฟ࢞ス試験（:/T& モーࢻ） 

⑩TRIAS 31-J119-02 路上走行時のࢹィーࣝࢮ軽࣭୰㔞車ฟ࢞ス試験 

⑪TRIAS 43(5)-R163-01 ┐㞴発生㆙報装置試験（協定規則第 163 号） 

⑫TRIAS 43(7)-R138-02 車両᥋㏆通報装置試験（協定規則第 138 号） 

  2.別⾲ 2（外国の試験ᶵ㛵）について、試験項目の追加に伴い、所要の改正を行う。 

 。るಟ正等所要の改正を行うࡼれにࡎの、項ࡑ.3  

   

２．㛵㐃ࡍるἲ令等

࣭道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 5年 1月     

 4 日国土交通省告示第 1 号） 

࣭道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 4年 10 月  

 7 日国土交通省告示第 1040 号） 

㸱．行日

  行日 令和５年２月１６日 

令和 5年 3月 30 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

審査事務規程の一部改正について（第 49 次改正）

１．改正概要

（１）自動車の検査等関係

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び貨物自動車に備えられた電動駐車制動装置に自

動作動要件を追加します。［7-15、8-15］ 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車に備える衝

突被害軽減制動制御装置について、強化された対車両の制動要件に加え新たに対歩行者

の制動要件等を規定します。［7-20、8-20］ 

【適用時期】 新型車：令和 7年 9 月 1日 継続生産車：令和 10 年 9月 1日 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物自動車の歩行者の頭

部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むことを規定します。［7-33］ 

【適用時期】 新型車：令和 6年 7 月 7日 継続生産車：令和 8年 7 月 7日 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽

油を燃料とする車両総重量 3.5t 超の自動車は、粒子数の規制値に適合する必要があるこ

とを規定します。［7-58］ 

【適用時期】 

（ガソリン）新型車：令和 6 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

（軽油）  新型車：令和 5 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

○ 二輪自動車への配光可変型前照灯の備付けを可能とします。［6-67、7-67、8-67］ 

○ 自動運行装置の要件について、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する

機能の作動可能な上限速度を引き上げる等とともに、運転者が不在となる場合を想定し

た規定の追加を行います。［7-113］ 

② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

（２）自動車の型式の指定等関係

今回は該当なし 

２．関係する省令等

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5 年 1 月 4 日国土交通省令第

1号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 3 年 6 月

9日国土交通省告示第 521 号、令和 3年 9月 30 日国土交通省告示第 1294 号、令和 4年
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令和 5年 3月 30 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

審査事務規程の一部改正について（第 49 次改正）

１．改正概要

（１）自動車の検査等関係

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び貨物自動車に備えられた電動駐車制動装置に自

動作動要件を追加します。［7-15、8-15］ 

○ 乗車定員 10 人以上の乗用自動車及び車両総重量 3.5t を超える貨物自動車に備える衝

突被害軽減制動制御装置について、強化された対車両の制動要件に加え新たに対歩行者

の制動要件等を規定します。［7-20、8-20］ 

【適用時期】 新型車：令和 7年 9 月 1日 継続生産車：令和 10 年 9月 1日 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物自動車の歩行者の頭

部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むことを規定します。［7-33］ 

【適用時期】 新型車：令和 6年 7 月 7日 継続生産車：令和 8年 7 月 7日 

○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽

油を燃料とする車両総重量 3.5t 超の自動車は、粒子数の規制値に適合する必要があるこ

とを規定します。［7-58］ 

【適用時期】 

（ガソリン）新型車：令和 6 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

（軽油）  新型車：令和 5 年 10 月 1日 継続生産車：令和 8 年 10 月 1 日 

○ 二輪自動車への配光可変型前照灯の備付けを可能とします。［6-67、7-67、8-67］ 

○ 自動運行装置の要件について、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する

機能の作動可能な上限速度を引き上げる等とともに、運転者が不在となる場合を想定し

た規定の追加を行います。［7-113］ 

② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

（２）自動車の型式の指定等関係

今回は該当なし 

２．関係する省令等

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5 年 1 月 4 日国土交通省令第

1号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 3 年 6 月

9日国土交通省告示第 521 号、令和 3年 9月 30 日国土交通省告示第 1294 号、令和 4年
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1 月 7 日国土交通省告示第 10 号、令和 4年 6月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4

年 10 月 7日国土交通省告示第 1040 号、令和 5年 1月 4日国土交通省告示第 1 号） 

㸱．行日

令和 5年 3月 31 日 
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1 月 7 日国土交通省告示第 10 号、令和 4年 6月 22 日国土交通省告示第 713 号、令和 4

年 10 月 7日国土交通省告示第 1040 号、令和 5年 1 月 4日国土交通省告示第 1 号） 

㸱．行日

令和 5年 3月 31 日 

令和５年６月５日 

交通安全環境研究所 

自動車認証審査部 

審査事務規程（交通研部分）等の一部改正について

１．改正概要
◆ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の

一部改正に伴い、「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号）等について一部改正

を行う。 

1.「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号） 別添 1（試験規程（TRIAS））の新

規追加及び一部改正を行う。 

(1)細目告示に新たに採択された協定規則等に対応した TRIAS の新規追加（3 項目） 

①TRIAS 44-R166-01 直前直左右確認装置又は直前直左右確認装置の取付

試験（協定規則第 166 号) 

②TRIAS 21-R167-01 直接視界に係る自動車の試験（協定規則第 167 号) 

③TRIAS 99-020(2)-01 天然ガス重量車燃料消費率試験（JH25 モード） 

(2)細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（12 項目） 

①TRIAS 09-R117-02 
タイヤの車外騒音・ウェット路面上での摩擦力・転が

り抵抗に係る試験（協定規則第 117 号） 

②TRIAS 11(2)-R161-01 施錠装置試験（協定規則第 161 号） 

③TRIAS 11(2)—R162—01  イモビライザ試験（協定規則第 162 号） 

④TRIAS 12-R013-02 
トラック、バス及びトレーラの制動装置試験（協定規

則第 13 号） 

⑤TRIAS 15-R034(2)-02 自動車用燃料タンク試験（協定規則第 34 号（車両））

⑥TRIAS 17(2)-R012-03 
前面衝突後の高電圧からの乗員保護試験（協定規則第

12 号） 

⑦TRIAS 18-R127-02 歩行者頭部及び脚部保護試験（協定規則第 127 号） 

⑧TRIAS 32-J052R048-05 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置試験 

⑨TRIAS 43(5)-R163-01 盗難発生警報装置試験（協定規則第 163 号） 

⑩TRIAS 43(9)-R151-01 側方衝突警報装置試験（協定規則第 151 号） 

⑪TRIAS 44(2)-R158-01 後退時車両直後確認装置試験（協定規則第 158 号） 

⑫TRIAS 48-R157-02 自動車線維持システム試験（協定規則第 157 号） 

(3)付表等について修正および項目の追加（36 項目） 

①TRIAS 02-001-01 諸元測定試験 

②TRIAS 05-001-03 最大安定傾斜角度試験 

③TRIAS 08-J001-02 大型貨物自動車の速度抑制装置試験 

④TRIAS 08-002-04 燃料消費率試験（WLTC モード） 

⑤TRIAS 08-J042GTR015-02 燃料消費率試験（WLTC モード） 

⑥TRIAS 08-J042R154-01 燃料消費率試験（協定規則第 154 号） 

⑦TRIAS 12-J014-02 制動液漏れ警報装置試験 

⑧TRIAS 12-001-02 急制動試験 

⑨TRIAS 12-002-02 制動能力試験 

⑩TRIAS 12-003-02 駐車制動装置能力試験 
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⑪TRIAS 12-004-02 制動用✵Ẽᐜ量試験 

⑫TRIAS 12-005-02 㠀ᖖ制動装置試験 

սTRIAS 12-006-02 ࣈレー࢟警報時制動能力試験 

վTRIAS 17(2)-R155-01 
システム試験（協定規則第テࣜࣗ࢟ࢭイバーࢧ 155

号（ྠ規則の規則 7.3.（7.3.1.を㝖ࡃ。）に㝈る。））

տTRIAS 17(2)-R156-01 
ྠ）ラム等改ኚシステム試験（協定規則第156号ࢢࣟࣉ

規則の規則 7.2.に㝈る。）） 

րTRIAS 30-J038-02 ㏆接Ẽ騒音試験 

ցTRIAS 30-J039-02 定ᖖ㉮行騒音試験 

ւTRIAS 30-J040-02 加速㉮行騒音試験 

փTRIAS 31-J041(1)-02 重量車ฟガス試験（J(05 モード） 

քTRIAS 31-J042(4)-03 ㍍・୰量車ฟガス試験（WLTC モード） 

दTRIAS 31-J042GTR015-02 ㍍・୰量車ฟガス試験（WLTC モード） 

धTRIAS 31-J042R154-02 ㍍・୰量車ฟガス試験（協定規則第 154 号） 

नTRIAS 31-J048R154-01 車㍕ᘧᨾ㞀デ᩿装置試験（協定規則第 154 号） 

ऩTRIAS 31-J049R154-01 燃料発ガス試験（協定規則第 154 号）

पTRIAS 31-J119-02 路上㉮行時のࢹーࣝࢮ㍍・୰量車ฟガス試験 

फTRIAS 39-001-01 
制動灯及び⿵ຓ制動灯のⅬ灯要௳にかかる⿵ຓ制動

装置ῶ速能力試験 

बTRIAS 41-R148-02 ಙ号灯火試験（協定規則第 148 号（方ྥ指示器）） 

भTRIAS 43-J074R028-02 警音器の警報音発生装置試験 

मTRIAS 43-J075R028-02 警音器の音圧試験 

यTRIAS 43(8)-R144-01 事ᨾ自動⥭急通報装置試験（協定規則第 144 号） 

रTRIAS 43(10)-R165(2)-01 車両後退通報装置試験（協定規則第 165 号） 

ऱTRIAS 44-J081-03 直前直左確認㙾試験 

लTRIAS 46(2)-R160-02 事ᨾ報ィ測・グ㘓装置試験（協定規則第 160 号） 

ळTRIAS 99-002-02 最高速度試験 

ऴTRIAS 99-020(2)-01 燃料消費率試験（天然ガス重量車） 

 。れによる修正等所要の改正を行うࡎの、項ࡑ.2  

㸰．㛵㐃ࡍるἲ令等
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 5年 6月     

 5 日国土交通省告示第 572 号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正ࡍる告示（令和 5年 1月  

 4 日国土交通省告示第 1号） 

㸱．施行日
  施行日 令和５年６月５日 

ʕ �� ʕ

プレスリリース

令和５年４月２１日

OBD検査システムをリリースしました！

自動車技術総合機構は、令和５年４月２１日１２：００（正午）に「OBD 検査システム」をリリースいた

しました。また、OBD 検査システムの利用方法をまとめた「OBD 検査ポータル」とお問い合わせ窓

口としての「OBD 検査コールセンター」も同時開設しています。整備事業者の皆様方におかれまし

ては、検査項目に OBD検査が追加される令和６年１０月に向けて、ご活用ください。

１．「OBD検査システム」のリリースについて

「OBD 検査システム」は、主に、整備事業者が OBD 検査対象車の対象装置に対して点

検・整備や検査を行う際に用いるシステムです。当該システムを利用するために、事前に、

システム利用申請（事業場 ID申請）をしていただき、事業場 ID登録が済みましたらOBD検

査アプリを検査用スキャンツールへインストールし、OBD検査のプレ運用（令和５年１０月か

ら開始予定の OBD検査の円滑な導入のための習熟期間）に向けた準備をお願いします。

＜リリースした OBD検査システムの全体概要＞

① 特定 DTC照会アプリ・・・OBD検査のための PC用アプリ。利用者管理システムよりダウンロード可

② 利用者管理システム・・・アプリの利用者を登録・管理 （事前のシステム利用申請が必要）

③ OBD検査結果参照システム・・・アプリを用いて実施した OBD検査の結果を閲覧

（上記①～③を総称して OBD検査システムと呼称しています。）

２．「OBD検査ポータル」の開設について

OBD 検査、OBD 検査システムの概要や当該システムの利用・申請方法などをまとめた

ウェブサイトです。チャットボットでの問い合わせも可能です。

システム利用に必要な手続きの詳細については、当ポータルサイトに情報を載せていま

すので、こちらをご確認ください。

URL：https://www.obd.naltec.go.jp/
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プレスリリース

令和５年４月２１日

OBD検査システムをリリースしました！

自動車技術総合機構は、令和５年４月２１日１２：００（正午）に「OBD 検査システム」をリリースいた

しました。また、OBD 検査システムの利用方法をまとめた「OBD 検査ポータル」とお問い合わせ窓

口としての「OBD 検査コールセンター」も同時開設しています。整備事業者の皆様方におかれまし

ては、検査項目に OBD検査が追加される令和６年１０月に向けて、ご活用ください。

１．「OBD検査システム」のリリースについて

「OBD 検査システム」は、主に、整備事業者が OBD 検査対象車の対象装置に対して点

検・整備や検査を行う際に用いるシステムです。当該システムを利用するために、事前に、

システム利用申請（事業場 ID申請）をしていただき、事業場 ID登録が済みましたらOBD検

査アプリを検査用スキャンツールへインストールし、OBD検査のプレ運用（令和５年１０月か

ら開始予定の OBD検査の円滑な導入のための習熟期間）に向けた準備をお願いします。

＜リリースした OBD検査システムの全体概要＞

① 特定 DTC照会アプリ・・・OBD検査のための PC用アプリ。利用者管理システムよりダウンロード可

② 利用者管理システム・・・アプリの利用者を登録・管理 （事前のシステム利用申請が必要）

③ OBD検査結果参照システム・・・アプリを用いて実施した OBD検査の結果を閲覧

（上記①～③を総称して OBD検査システムと呼称しています。）

２．「OBD検査ポータル」の開設について

OBD 検査、OBD 検査システムの概要や当該システムの利用・申請方法などをまとめた

ウェブサイトです。チャットボットでの問い合わせも可能です。

システム利用に必要な手続きの詳細については、当ポータルサイトに情報を載せていま

すので、こちらをご確認ください。

URL：https://www.obd.naltec.go.jp/
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䠏．「OBD検査コールセンター」の開設について

 OBD 検査ポータルでご᫂点が䛒る場合、ポータルにア䜽セスできない場合など、㟁ヰ

でお問い合わせいただけます。

４．ス䜿䝆䝳ール（⤒⦋）

・令和ඖ年５月 ᨵ正㐨㊰運㏦車୧法ᡂ❧（ᑂ査用技術情報管理事ົ㛵ಀ）

・令和２年䠔月 㐨㊰運㏦車୧の細目を定める࿌♧の୍㒊ᨵ正（OBD検査のᇶ準㛵ಀ）

・令和２年䠔月 㐨㊰運㏦車୧のಖᏳᇶ準➨２❶ཬ䜃➨䠏❶のつ定の㐺用㛵ಀの整理のた

め必要な事項を定める࿌♧（OBD検査の㐺用㛵ಀ）

（対象車）

令和䠏年１０月１日（㍺入車の場合は令和４年１０月１日）௨㝆にᣦ定をཷけた᪂ᆺ車

（㐺用日）

令和６年１０月１日（㍺入車の場合は令和䠓年１０月１日）௨㝆

＜᧯స方法などのお問い合わせඛ＞

OBD検査コールセンター 0570-022-574

（ཷ時間：月᭙日から㔠᭙日（⚃日ཬ䜃年ᮎ年始（12/29～1/3）を㝖く。）の午前 9時～17時）

お問い合わせඛ

䛈160-0003  

ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᅄ㇂ᮏሷ⏫ 4-41 ఫ⏕ᅄ㇂䝡ル

４㝵 ⊂❧行ᨻ法ே 自動車技術総合機構

OBD情報・技術センター

㟁ヰ 03-5363-3441（௦⾲）

FAX 03-5363-3347
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䠏．「OBD検査コールセンター」の開設について

 OBD 検査ポータルでご᫂点が䛒る場合、ポータルにア䜽セスできない場合など、㟁ヰ

でお問い合わせいただけます。

４．ス䜿䝆䝳ール（⤒⦋）

・令和ඖ年５月 ᨵ正㐨㊰運㏦車୧法ᡂ❧（ᑂ査用技術情報管理事ົ㛵ಀ）

・令和２年䠔月 㐨㊰運㏦車୧の細目を定める࿌♧の୍㒊ᨵ正（OBD検査のᇶ準㛵ಀ）

・令和２年䠔月 㐨㊰運㏦車୧のಖᏳᇶ準➨２❶ཬ䜃➨䠏❶のつ定の㐺用㛵ಀの整理のた

め必要な事項を定める࿌♧（OBD検査の㐺用㛵ಀ）

（対象車）

令和䠏年１０月１日（㍺入車の場合は令和４年１０月１日）௨㝆にᣦ定をཷけた᪂ᆺ車

（㐺用日）

令和６年１０月１日（㍺入車の場合は令和䠓年１０月１日）௨㝆

＜᧯స方法などのお問い合わせඛ＞

OBD検査コールセンター 0570-022-574

（ཷ時間：月᭙日から㔠᭙日（⚃日ཬ䜃年ᮎ年始（12/29～1/3）を㝖く。）の午前 9時～17時）

お問い合わせඛ

䛈160-0003  

ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᅄ㇂ᮏሷ⏫ 4-41 ఫ⏕ᅄ㇂䝡ル

４㝵 ⊂❧行ᨻ法ே 自動車技術総合機構

OBD情報・技術センター

㟁ヰ 03-5363-3441（௦⾲）

FAX 03-5363-3347
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ڭ
．
O
B
D
検
査
ध
म

O
B
D

検
査

と
は

、
జ

ਟ
の

自
動

車
の

検
査

で
は


ৄ

で
き

な
ऊ

ढ
た

ਗ਼



౪

ಎ
઼

の



に

対
応

す
る

ਗ਼



な

検
査

で
す

。
ਠ


の

自
動

車
の

検
査

で
は

検
ল

で
き

な
い

ਂ
具

়
を

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
検

査
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

車


に
࿌

ൗ
さ

れ
た

ਗ਼



౪

ಎ
઼

の
૾

ଙ
を

૰
ଳ

し
て




を
੶

ஈ
す

る
O

B
D

ق
車

ൗ
ૄ




൧


ಎ
઼

ك
と

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
を

ம
ਢ

す
る

こ
と

で
、

車


に
੶

ஈ
さ

れ
た

D
T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
ഭ

ा


り
়

౯
ਖ਼

定
を

ষ
い

ま
す

。

O
B
D

検
査

の
対

象
と

な
る

車


は
、

ব
ਓ

車
は

ഥ
ਮ

�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

、
ୟ

ো
車

は
ഥ

ਮ
�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

で
す

。
※

た
だ

し
、

প


特


自
動

車
、


Ꮛ

ਬ
自

動
車

、



自

動
車

は


き
ま

す
。

ঽ


の
検
査
に
ਗ਼


౪
ಎ
઼
の
検
査
॑

ো
す
る

Po
in
t


ൗ
ૄ


൧

ಎ
઼
ق
O
B
D
ك
॑
ણ
用
ख
た
ঽ


検
査
ু
১

O
B
D
検
査


ൗ
ૄ


൧

ಎ
઼
ق
O
B
D
ك

検
査
用
ス
य़
ক
ン
ॶ
ー
ঝ

ਗ਼


ಎ
઼

の
૾

ଙ
を

૰
ଳ

し
、




を
੶

ஈ
す

る
。

O
B
D

に
੶

ஈ
さ

れ
た

D
T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
ഭ

ा


る
。

ம
ਢ

ৌ




؞
ব

ਓ
車

：
ഥ

ਮ
�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

ق
ই

ル
ঔ

ॹ
ル

ॳ
ख़

ン
ジ

車
ك

؞
ୟ

ো
車

：
ഥ

ਮ
�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

ق
ই

ル
ঔ

ॹ
ル

ॳ
ख़

ン
ジ

車
ك

※
1

৳


੦
準

に
ૠ

定
が

あ
る

も
の

に


る
。

⋇
ઈ

ૡ
੍

ର
ಎ

઼
※

1

ア
ン

ॳ
ট

ッ
ク

ブ
レ

ー
キ

シ
ス

テ
ム

ق
$
B
6
ك

、
૯

ෟ
り

ଆ
ૃ

ಎ
઼

ق
(
6
C
ك

、
ブ

レ
ー

キ
ア

シ
ス

ト
、

自
動

ブ
レ

ー
キ

、
車


ம


通

ਾ

⋈
自

動
ઈ

ૡ
機

ચ
※

1

自
動

車





、
自

動


車
、

自
動

車



ಌ

な
ど

⋉
ൾ

फ़
ス

ঢ়
બ

ಎ
઼

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
ഭ

ा


ढ
た

D
T
C
に

特
定

D
T
C

ق
※

�
ك

が
அ

ま
れ

る
ৃ

়
、

ਂ
ి

়
と

ਖ਼
定

す
る

。
※

�
  
特

定
D

T
C
と

は
、

৳


੦
準

に
ਂ

ి
়

と
な

る



॥

ー
ॻ

で
す

。
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O
B
D
検
査

ো
ス
ॣ
४
গ
ー
ঝ
の
ງ
ஂ

O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー
ル
峙
ਰ
ৣ
の
峒岴
り峑
峃
。

令
和
�
年
4
月
～

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

ष
の

ః
ஈ

৫


令
和
5年

令
和
6年

令
和
7年

4月
10
月

4月
10
月

4月
10
月

指
定
工
場

認
証
工
場

O
BD

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

プレ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

登
録

令
和
�
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

本
ત

ઈ
用

令
和
�
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

本
ત

ઈ
用

ୟ
ো

車
の

ৃ
়

令
和
�
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

プ
レ

ઈ
用

ব
ਓ

車
の

ৃ
়

※
プ

レ
ઈ

用
で

は
O

B
D

検
査

の
়

౯
ਖ਼

定
は

必


で
は

あ
り

ま
च

॒
が

、
本

ત
ઈ

用
に


ऐ

て
、

こ
の




に
ඝ


ಆ

࿃
を

お
ൢ

い
し

ま
す

。
本

ત
ઈ

用
৫


以

ఋ
で

は
়

౯
ਖ਼

定
が

必


と
な

り
ま

す
。
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検
査
シ
ス
テ
ム
の
ງ
ஂ

O
B
D

検
査

に
ঢ়

৴
す

る


ਜ
と

し
て

、
以

ৣ
が

あ
り

ま
す

。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
म
گ
ण
の
シ
ス
テ
ム
؞
ア
プ
リ
で
ଡ
ਛ
औ
ो
る

Po
in
t

O
B
D

検
査

を
ৰ


す

る
হ


ৃ

ृ
利

用
者

の
ః

ஈ
؞

管
理

ق
検

査
ৰ




に
ষ

う


ਜ
ك

O
B
D

検
査

の
ৰ


O

B
D

検
査

結
果

の
ન

ੳ

こ
れ

ै
の


ਜ

は
、

O
B
D

検
査


ਜ

の
た

ी
に

৫


さ
れ

た
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
ষ

い
ま

す
。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

は
、

イ
ン

タ
ー

ॿ
ッ

ト
を

৽


し
て

O
B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
に

ம
ਢ

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

は
、

以
ৣ

の
シ

ス
テ

ム
と

ア
プ

リ
で

ଡ
ਛ

さ
れ

て
い

ま
す

。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

の
利

用
ண

ட
ृ

利
用

者
を

ః
ஈ

؞
管

理
す

る
た

ी
の

シ
ス

テ
ム

で
す

。

車


が
O

B
D

検
査

の
対

象
で

あ
る

ऊ
ન

ੳ
を

ষ
い

、
車


と

通
信

し
て

O
B
D

検
査

の
়

౯
を

ਖ਼
定

す
る

た
ी

の
ア

プ
リ

ॣ
ー

シ
ঙ

ン
で

す
。

O
B
D

検
査

の
結

果
を

ન
ੳ

し
て

ল
ৡ

し
た

り
、

O
B
D

検
査

の
対

象
で

あ
る

ऊ
ど

う
ऊ

を
車


ੲ

ਾ
ऊ

ै
ન

ੳ
す

る
た

ी
の

シ
ス

テ
ム

で
す

。

O B D 検 査 シ ス テ ム

利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

O
B
D
検
査
結
果
参
照
シ
ス
テ
ム
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自
動

車
ଲ


者

ಉ
ऊ

ै


ল
さ

れ
た

ૼ


ੲ
ਾ

ृ
হ


ৃ

で
ৰ


し

た
ૌ

ு
の

O
B
D

検
査

結
果

は
、

७
キ

গ
リ

テ
ॕ

を
૿

৳
し

た
う

え
で

O
B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
で

管
理

さ
れ

ま
す

。
হ


ৃ

ऊ
ै

は
イ

ン
タ

ー
ॿ

ッ
ト

を
৽


し

て
O

B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
に

ம
ਢ

し
、

以
ৣ

の
シ

ス
テ

ム
と

ア
プ

リ
を

利
用

し
て

O
B
D

検
査

を
ৰ


し

ま
す

。

事

ৃ

イ
ン

タ
ー

ॿ
ッ

ト

؞
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

た
ी

の
準

備
を

す
る

؞
হ


ৃ

の
ః

ஈ
と

管
理

を
す

る
؞

利
用

者
ق

工
৩

ま
た

は
検

査
৩

ك
の

ః
ஈ

と
管

理
を

す
る

؞
O

B
D

検
査

の
ৰ

ౚ
を

ન
ੳ

す
る

؞
車


ਭ

હ
を

す
る

؞
O

B
D

検
査

が
必

要
ऊ

ど
う

ऊ
を

ન
ੳ

す
る

؞
O

B
D

検
査

を
ৰ


す

る
؞

O
B
D

検
査

の
結

果
を

ન
ੳ

す
る

؞
車


が

O
B
D

検
査

対
象

ऊ
ど

う
ऊ

を
ન

ੳ
す

る
؞

O
B
D

検
査

結
果

を
ન

ੳ
す

る

利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

O
B
D
検
査
結
果
参
照
シ
ス
テ
ム

O
B
D
検
査
用
१
ー
ং
ー

؞
ૼ


ੲ

ਾ
؞

ૌ
ு

の
O

B
D

検
査

結
果
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４
．
O
B
D
検
査
の
開
始
に
あ
た
り
準
備
す
る
も
の

事
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
や
各
種
機
器
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
証
明
書
、
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
の
準
備
が
必
要

Po
in
t

※
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
は

、
O

B
D

検
査

に
対

応
し

た
機

器
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

対
象

機
器

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
日

本
自

動
車

機
械

工
具

協
会

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

参
照

の
う

え
各

自
ご

準
備

く
だ

さ
い

。

通
信

環
境

お
よ

び
検

査
で

使
用

す
る

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

な
ど

の
機

器
を

準
備

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

に
は

、
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
証

明
書

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

に
は

、
特

定
D

T
C
照

会
ア

プ
リ

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー

ル
に
合
わ
せ
て
、ご
準
備
くだ
さい

。

環
境
・機

器
の
準
備

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
環
境

PC
検
査
用
ス
キ
ャン
ツ
ー
ル
※

車
検
証
読
み
取
り用

手
入
力
も
可
能
な
た
め
、必

要
に
応
じて

準
備

二
次
元
コー

ドリ
ー
ダ

IC
タ
グ
リー

ダ
利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム
／
O
B
D
検
査

結
果
参
照
シ
ス
テ
ム
で
必
要
な
も
の

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
で
必
要
な
も
の

W
in

d
o
w

s 
1
0
以

上

令
和
5年

令
和
6年

令
和
7年

4月
10
月

4月
10
月

4月
10
月

指
定
工
場
／
認
証
工
場

O
BD

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

登
録

令
和
�
年
1
0
月
～

W
in

d
o
w

sが
イ

ン
ス

ト
ー

ル
さ

れ
た

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
V
C
I

イ
ン
タ
ー
ネ
ット

環
境

※
1
：

1
台

の
端

末
で

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

／
利

用
者

管
理

シ
ス

テ
ム

／
O

B
D

検
査

結
果

参
照

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

※
1

※
1

令
和
�
年
4
月
～
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B
D
検
査
ৌ

の


に
ण
ः
थ

以
ৣ

の
車


が

O
B
D

検
査

の
対

象
に

な
り

ま
す

ق
た

だ
し

、
প


特


自

動
車

、


Ꮛ
ਬ

自
動

車
、




自
動

車
を


く

ك
。

ব
ਓ

車
：

ഥ
ਮ

�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

ق
ই

ル
ঔ

ॹ
ル

ॳ
ख़

ン
ジ

車
ك

ୟ
ো

車
：

ഥ
ਮ

�
ফ

1
0
া

1
日

以
ఋ

の
ৗ


車

ق
ই

ル
ঔ

ॹ
ル

ॳ
ख़

ン
ジ

車
ك

O
B
D

検
査

対
象

車
の

車
検

証
お

よ
び

ਗ਼


車
検

証
の

備
અ

ჷ
に

は
、

َ
O

B
D

検
査

対
象

車
ُ

ق
ਗ਼


車

検
証

の
ৃ

়
は

َ
O

B
D

検
査

対
象

ُ
ك

な
ど

の
੶

ൗ
が

あ
り

ま
す

。
た

だ
し

、
O

B
D

検
査

の
対

象
と

੶
ൗ

が
あ

る
車


で

も
、

O
B
D

検
査

が
ਂ

要
と

な
る

ৃ
়

が
あ

り
ま

す
。


検
証

ਗ਼


検
証

O
B
D
検
査
ৌ


ऊ
न
अ
ऊ
॑


検
証
や
ਗ਼


検
証
で
ન
ੳ

Po
in
t

O
B
D

検
査

対
象

備
અ

O
B
D

検
査

対
象

O
B
D

検
査

対
象

車
備

અ
O

B
D

検
査

対
象

車

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   151 2023/08/17   9:30:17



ʕ  �5�  ʕ

Co
py

rig
ht

©
 N

at
io

na
l A

ge
nc

y 
fo

r A
ut

om
ob

ile
 a

nd
 La

nd
 Tr

an
sp

or
t T

ec
hn

ol
og

y
ϳ

ڲ
．
O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
、

ਜ
の

ो

O
B
D

検
査

の
হ


準

備
は

、
利

用
者

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
ষ

い
ま

す
。

O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
の

ो

O
B
D

検
査

は
、

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
利

用
し

て
ষ

い
ま

す
。



の

ਜ
ق
O
B
D
検
査
ك
の

ो

ண
ட

結
果

が
ও

ー
ル

で


日
ඍ

く
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
ق

端
末

ك

事

ৃ

ః
ஈ

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

証
明
書

イ
ン
ス
ト
ー
ঝ

ট
ॢ
イ
ン
�

利
用
者

ః
ஈ

ア
プ
リ

ॲ
क़
ン
ট
ー
ॻ

ア
プ
リ

イ
ン
ス
ト
ー
ঝ

車


ো
ಛ

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

କ




ਭ
હ

検
査
要
౯

ન
ੳ

検
査
ৰ


検
査
結
果

ન
ੳ

車


ੲ
ਾ

を
ো

ৡ
O

B
D

検
査

が
必

要
ऊ

ન
ੳ

イ
ン

タ
ー

ॿ
ッ

ト
৽


で

自
動

検
査

検
査

ી
വ




ഀ
ླྀ

O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
ܒ
O
B
D
検
査
の
ৰ


Po
in
t

検
査
結
果

ન
ੳ

O
B
D

検
査

結
果

参
照

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
、

O
B
D

検
査

結
果

を
ન

ੳ
し

ま
す

。

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   152 2023/08/17   9:30:17



ʕ  �5�  ʕ

Co
py

rig
ht

©
 N

at
io

na
l A

ge
nc

y 
fo

r A
ut

om
ob

ile
 a

nd
 La

nd
 Tr

an
sp

or
t T

ec
hn

ol
og

y
ϴ

ڳ
．
O
B
D
検
査
の
ৰ


要

D
T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
O

B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
に

ଛ
る

。

検
査

結
果

ق
়

౯
ك

が
ଛ

ै
れ

る
。




検
査
用
ス
य़
ক
ン
ॶ
ー
ঝ

(
C
8

ऊ
ै

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

を
৽


し

て
D

T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
ഭ

ा


る
。

O
B
D
検
査
用
१
ー
ং
ー

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
ഭ

ा


ढ
た

D
T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
も

と
に

、
়

౯
を

自
動

ਖ਼
定

す
る

。

自
動

車
に

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

を
ம

ਢ
す

る
。

検
査

৩
が

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

で
検

査
結

果
を

ન
ੳ

す
る

。

O
B
D

検
査

は
、

車


に
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
を

ம
ਢ

し
、

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
利

用
し

て
ষ

い
ま

す
。

車


ऊ
ै

ഭ
ा

ল
し

た
D

T
C
ق




॥
ー

ॻ
ك

を
特

定
D

T
C
照

会
ア

プ
リ

ऊ
ै

O
B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
に

ଛ
り

、
O

B
D

検
査

用
१

ー
ং

ー
が

়
౯

を
自

動
ਖ਼

定
し

ま
す

。
ज

の


、
検

査
結

果
を

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

で
ન

ੳ
し

ま
す

。

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
し

た
端

末

V
C
I

D
T
C
ق


॥
ー
ॻ
ك
॑
ഭ
ा

り
、

१
ー
ং
ー
で
ਖ਼
定
ख
た
結
果
॑
ન
ੳ
す
る

Po
in
t

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   153 2023/08/17   9:30:17



ʕ  �5�  ʕ

Co
py

rig
ht

©
 N

at
io

na
l A

ge
nc

y 
fo

r A
ut

om
ob

ile
 a

nd
 La

nd
 Tr

an
sp

or
t T

ec
hn

ol
og

y
ϵ

ڴ
．
এ
ー
タ
ঝ
の
ງ
ஂ

O
B
D

検
査

に
ঢ়

す
る

ੲ
ਾ


信

、
৾

ಆ
੍

ର
ও

ॽ
গ

ー
と

し
て

、
َ

O
B
D

検
査

এ
ー

タ
ル

ُ
を

ਝ
઼

し
て

い
ま

す
。

O
B
D

検
査

এ
ー

タ
ル

で
は

、
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

ष
の

ট
ॢ

イ
ン

、
ঐ

ॽ
গ

ア
ル

の
ન

ੳ
、

動


に
よ

る
自


৾

ಆ
、

お
ੴ

ै
च

の
ન

ੳ
、

ॳ
ャ

ッ
ト


ッ

ト
で

の
ਖ

い
়

ॎ
च

が
で

き
ま

す
。

ま
た

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
に

ঢ়
す

る
ੲ

ਾ
が

ൕ
ൗ

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
に

ঢ়
す

る
お

ਖ
い

়
ॎ

च
が

あ
ढ

た


も
ੲ

ਾ
を

ન
ੳ

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
ष
の
ট
ॢ
イ
ン
や
O
B
D
検
査
に
ঢ়
す
る
ੲ
ਾ
の
ၡ
༮
が
で
ऌ
る

Po
in
t

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.o
b
d
.n
a
lt
e
c.
g
o
.j
p

動


に
よ

る
自


৾

ಆ
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

ष
ট

ॢ
イ

ン

お
ੴ

ै
च

ન
ੳ

ॳ
ャ

ッ
ト


ッ

ト
に

よ
る

ਖ
い

়
ॎ

च
O

B
D

検
査

で
使

用
す

る
機

器
の

ງ
ஂ

ق
日

本
自

動
車

機
械

工
具

協
会

+
P
：

h
tt

S
s�

��
w

w
w

�M
D
sH

D
�o

UJ
ك

ঐ
ॽ

গ
ア

ル
の

ન
ੳ

O
B
D
検
査
এ
ー
タ
ঝ

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   154 2023/08/17   9:30:17



ʕ  �55  ʕ

Co
py

rig
ht

©
 N

at
io

na
l A

ge
nc

y 
fo

r A
ut

om
ob

ile
 a

nd
 La

nd
 Tr

an
sp

or
t T

ec
hn

ol
og

y
ϭϬ

उ
ਖ
ः
়
ॎ
च


本
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
の

お
ਖ

い
়

ॎ
च


は

以
ৣ

に
な

り
ま

す
。

ਗ਼
ਵ

ಀ
؟

0
5
7
0
-0

2
2
-5

7
4

ৌ
ૢ
ৎ

؟

া


日
ع

স


日
ق

໑
日

お
よ

び
1
�
া

�
�
日

ऊ
ै

1
া

�
日

を


く
ك

�
ৎ

0
0
ী

ع
1
�
ৎ

0
0
ী

お
ਖ

い
়

ॎ
च


：
O
B
D
検
査
॥
ー
ঝ
७
ン
タ
ー

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   155 2023/08/17   9:30:17



ʕ  �5�  ʕ

KWWSV���ZZZWE�POLW�JR�MS�NDQWR�LQGH[�KWPO ń
ń

㌴ྡ ᆺᘧ ㏻⛠ྡ Ỵ␒ྕ ᖺ᭶᪥ 䡳䡨䢙䢆䢚 䡳䡨䡹䡼 䢀䡬䡮䢙 ๓㍯ᠱᯫ᪉ᘧ ᶓ䜚㔞䠄チᐜ್䠅 ഛ⪃

-35'±18'
-8'±4'

(-2mm±1mm)
ᇶᮏᵝ

-1°1'±18'
-7'±4'

(-2mm±1mm)
䝇䝫䞊䝒ᵝ

䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-93922S Brera / Spider ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ -34'±18' 4°15'±18' -8'±4'
(-2mm±1mm)

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙

-35'±18'
-8'±4'

(-2mm±1mm)
ᇶᮏᵝ

-38'±18'
-7'±4'

(-2mm±1mm)
䝇䝫䞊䝒ᵝ

䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-93932S Brera / Spider ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ -26'±18' 4°15'±18' -8'±4'
(-2mm±1mm)

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙

䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-92047 8C ᅜ⮬ᑂ➨㻝㻡㻞㻝ྕ ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻝᭶㻝㻟᪥ 㻙㻡㻜㻓㼼㻝㻤㻓 4°00'±18' -8'±4'
(-2mm±1mm)

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙

ᶓ䛩䜉䜚㔞䛾እⓗྲྀᢅい㌴୧୍ぴ⾲ 䠄䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸䠅

䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-93922 159 ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻜㻤㻥ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻠᪥ 4°15'±18' 䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-93932 159 ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ 4°15'±18'

(-2mm±1mm)
ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻜㻤㻥ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻠᪥ 4°15'±18' 䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ 䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

(-2mm±1mm)

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥

-34'±18'

-35'±18'-35'±18'

-34'±18'-34'±18'

-35'±18'

(-2mm±1mm)

(-2mm±1mm)
4°15'±18'

(-2mm±1mm)4°15'±18'

(-2mm±1mm)

4°15'±18'

4°15'±18'

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ

①ここをクリック

②ＰＤＦかＥＸＣＥＬ

いずれかを選択
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䡼䢚䢈䢚䢕䡯䡤䡫䡸䡩䢊䢚䡬䢙ᘧ 䡭䡯䢀䠖㻠㻚㻜㼼㻡㻚㻜㼙㼙䜰䝹䝣䜯䝻䝯䜸 ABA-93932 159 ᅜ⮬ᑂ➨㻞㻝㻣㻡ྕ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻟᭶㻝㻤᪥ 4°15'±18'

①ここをクリック

②ＰＤＦかＥＸＣＥＬ

いずれかを選択
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Ⅳ．整備業界を取り巻く情勢

Ⅳ
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Ⅳ．整備業界を取り巻く情勢

1．自動車関連技術の高度化に伴う特定整備制度等の概要とその対応について

・
改
正
法
施
行
前
に
エ
ー
ミ
ン

グ
作
業
等
の
事
業
実
績
が
あ
る
事
業
場

⇒
４
年
間
の
猶
予
（
経

過
措

置
令
和
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

①
認
証
の
変
更
申
請
（
電
子
制
御

装
置

整
備

の
追

加
）

＜
要
件
＞

・
電
子
制
御
装
置
点
検
作
業
場

（
現

在
の

作
業

場
と

兼
用

可
）

・
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
及
び
水
準
器

・
整
備
情
報
を
入
手
す
る
手
段
の
確

保
（
Ｆ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
加
入
等
）

・
選
任
さ
れ
て
い
る

整
備
主
任
者
全

員
が

資
格

取
得

講
習

修
了

（
２
級
整
備
士
の
場
合
）

②
認
証
看
板
の
変
更

・
改
正
点
検
基
準
の
施
行
：
令

和
３
年
１
０
月
１
日

・
１
年
（

�
�
ヶ
月
）
毎
の
法
定
定
期
点
検
に
義
務
付
け
（
大
特
、
二
輪
、
被
牽
引
を
除
く
）

・
警
告
灯
：
原
動
機
、
制
動
装
置
、
Ａ
Ｂ
Ｓ
、
エ
ア
バ
ッ
グ
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
、
自
動

命

令
型
操
舵
機
能
、
自
動
運
行
装
置

①
点
検
の
実
施

・
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
よ
る
点
検

・
識
別
表
示
を
用
い
た
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点
検

②
特
定
整
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録
簿
へ
の
点
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結

果
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記
載

・
大
き
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６
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イ
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に
変
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等
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に
記
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・
Ｏ
Ｓ
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入
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指
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等
に
更
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情
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の
書
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検
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標
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の
発
行
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度

①
車
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Ｐ
Ｃ
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ス
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ト
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等
）
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読
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取
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の
た
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リ

ー
ダ

ー
等

の
準

備

③
特
定

記
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等
事
務
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指
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場
）

・
対
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車
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令
和
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０
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Ｏ
Ｂ
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検
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テ
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和
５
年
４
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～

・
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
の
プ
レ
運
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実
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和
５
年
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０
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～

・
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
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：
令
和
６

年
１
０
月
～

①
事
業
場
の
Ｉ
Ｄ
申
請

②
事
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場
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用
者
（
工
員
・
検
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等
）
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録

③
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Ｃ
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④
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等
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・
Ｐ
Ｃ
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検
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用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

⑤
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
届

出
（

指
定

工
場

）

イ
．
一

級
か
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級
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で
を

そ
れ

ぞ
れ
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合

し
、
二

輪
の

内
容

を
含

め
た

自
動

車
整

備
士

と
二

輪
自

動
車

整
備

士
に

改
定

。
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ガ

ソ
リ

ン
、

ジ
ー

ゼ
ル

等
の

区
分

廃
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ロ
．
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、
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気
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置
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車
体
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い
て

は
、
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子

制
御

装
置

の
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容
を

含
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ハ
．

①
「

自
動

車
検

査
員

」
資

格
は

一
級

及
び

二
級

整
備

士
が

担
う

（
要

教
習

、
変

更
無

し
）

②
「

整
備

主
任

者
」

資
格

は
一

級
、

二
級

、
電

気
・

電
子

、
車

体
・

電
子

③
三

級
は

整
備

士
の

役
割

を
担

う
�

�
④

二
輪

整
備

士
は

二
輪

限
定

の
役

割
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・センサー（カメラ、レーダー、レーザー、/L'$5 等）及び (&8 の交換及びエー

ミング調整等

・車体前部（バンパ、グリル）の脱着（直接センサーと接していなくとも、セン

サーの検知に影響を及ぼすものを含む）

・カメラやセンサー等の搭載車の前面ガラスの交換

尚、指定工場では電子制御装置整備の認証を取得していなければ、『電子制御装

置整備対象車※』に保安基準適合証を交付することができません。

電子制御装置整備の認証追加はお済みですか？

～経過措置期間終了まで、半年となりました～

関東運輸局
申請書類の審査

電子制御装置整備の認証取得

※スキャンツールは、ソフトウェアのバージョンが分かるように写真を撮って下さい。

　　手できることがわかる資料及びターゲットの写真
４．電子制御装置整備に必要な情報をFAINES以外で入手する方は、その整備情報が入

形式上の不備等の確認を行った上で申請書を受付します。

現地調査が行われる場合があります。

※新たに認証書が交付されますので、お手持ちの認証書との差し替えが必要です。

　また、認証標識（看板）についても掛け替えが必要です。

但し、届出されている作業場のレイアウトと異なる等の場合は、運輸支局による

５．その他（届出されている作業場のレイアウトと異なる場合等、変更箇所の写真）

運輸支局

自動車特定整備事業（電子制御装置整備）の認証追加申請手順

事業場が電子制御装置整備の認証要件を満たしているかを確認

１．電子制御装置点検整備作業場の基準

２．認証工具（水準器、スキャンツール）

３．選任されている整備主任者全員の資格取得状況

４．電子制御装置整備に必要な情報（ターゲット等を含む）を入手できる環境

電子制御装置整備の認証追加申請のための書類作成（申請書は３部、２～４の添付書類は１部）
１．自動車特定整備事業の変更（届出・申請）書（第２号様式（認証））

２．整備主任者等資格取得講習修了証等（写し）

３．工具の写真（水準器及びスキャンツール）

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   162 2023/08/17   9:30:18



ʕ  ���  ʕ

・センサー（カメラ、レーダー、レーザー、/L'$5 等）及び (&8 の交換及びエー

ミング調整等

・車体前部（バンパ、グリル）の脱着（直接センサーと接していなくとも、セン

サーの検知に影響を及ぼすものを含む）

・カメラやセンサー等の搭載車の前面ガラスの交換

尚、指定工場では電子制御装置整備の認証を取得していなければ、『電子制御装

置整備対象車※』に保安基準適合証を交付することができません。

電子制御装置整備の認証追加はお済みですか？

～経過措置期間終了まで、半年となりました～

関東運輸局
申請書類の審査

電子制御装置整備の認証取得

※スキャンツールは、ソフトウェアのバージョンが分かるように写真を撮って下さい。

　　手できることがわかる資料及びターゲットの写真
４．電子制御装置整備に必要な情報をFAINES以外で入手する方は、その整備情報が入

形式上の不備等の確認を行った上で申請書を受付します。

現地調査が行われる場合があります。

※新たに認証書が交付されますので、お手持ちの認証書との差し替えが必要です。

　また、認証標識（看板）についても掛け替えが必要です。

但し、届出されている作業場のレイアウトと異なる等の場合は、運輸支局による

５．その他（届出されている作業場のレイアウトと異なる場合等、変更箇所の写真）

運輸支局

自動車特定整備事業（電子制御装置整備）の認証追加申請手順

事業場が電子制御装置整備の認証要件を満たしているかを確認

１．電子制御装置点検整備作業場の基準

２．認証工具（水準器、スキャンツール）

３．選任されている整備主任者全員の資格取得状況

４．電子制御装置整備に必要な情報（ターゲット等を含む）を入手できる環境

電子制御装置整備の認証追加申請のための書類作成（申請書は３部、２～４の添付書類は１部）
１．自動車特定整備事業の変更（届出・申請）書（第２号様式（認証））

２．整備主任者等資格取得講習修了証等（写し）

３．工具の写真（水準器及びスキャンツール）
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ʢྫʣී௨自動車ʢ大型ʣからܰ自動車までを対自動車として分ղ整備の認証をडけている事業

が電子制ޚ装置整備の運行補助装置を加する߹です。

第２号様式（認証）

殿

道路運送車両法等の規定により別紙書面を添え（届出・申請）します。
(注)届出にあっては「届出」、申請にあっては「申請」の文字に○を記載すること。

（ふりがな）

届出者

申請者

届出者

申請者

（ふりがな）

認証番号

認定番号

指定番号

変更年月日 ࠰ உ ଐ

相続 事業場の所在地の変更

合併 役員の変更

分割

譲受 自動車特定整備事業の種類の変更

事業者名又は住所の変更

事業場の名称の変更 業務の範囲の変更

(注)役員の変更のみの届出の場合は、役員の変更届出書（第５号様式）を使用すること。

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

１　宣誓書

(注)宣誓書を別に提出する場合は記載を省略することができる。

(注)役員の辞任のみの場合は記載を省略できる。

第４－

○ 【変更申請】

ＴＥＬ

᧙ிਦᇹ≗‟≜≜≜≜≜ӭ

1

対象自動車の種類、整備又は装置の種類の変更

99999 号

【変更申請】

屋内作業場又は電子制御装置点検整備作業場の変更
（面積又は間口若しくは奥行の長さ）

　　　届出・申請の内容の別

道路運送車両法第８０条第１項第２号に該当しないことを確認しました。 　チェック欄□

ˋԧ 4 11

【変更申請】

○

事業場の名称 ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ئܷٻ

(注)該当しない項目は記載を省略することができる。（全ての項目に共通）

の住所

の氏名又は名称

電話番号/ＦＡＸ番号 ⅙≓≖−≘≖≙≘−≜≕≕≕ＴＥＬ ≓≖−≘≖≙≘−≕≖≔≔ ＦＡＸ

ↆ⇂ↂⅵⅺⅳↇ↘ⅵↆ↲ⅺ↥ↆⅼⅻⅳↆ↲⅙ⅹⅹ↮↳ↂⅵↇ↶ⅵ

東京都渋谷区本町４丁目１６番４号

ↆ⇂ↂⅵⅺⅳↇ↘ⅵↆ↲ⅺ↥ↆⅼⅻⅳↆ↲⅙ⅳ↡↶ⅵ↗↹ↆ↭↹↳ⅾ⅙ⅺ⇂↗ⅵ⅙↼ⅵ

(注)必要に応じて、記載枠を追加・拡大または削除・縮小することができる。（全ての項目に共通）

ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ˊᘙӕዸࢫ⅙᧙ி⅙ٽᢹ

令和 日

自動車特定整備事業の変更（届出・申請）書

関東運輸局長

年 月

事業場の所在地

電話番号/ＦＡＸ番号 ≓≗≛−≙≕≗−≔≕≕≔ ＦＡＸ

埼玉県 ↄⅳ↭ࠊᙱғ܌ٻɶᤂ≕≓≛≕ဪע

≓≗≛−≙≕≗−≔≕≕≔

○

○

認証書又は過去の認証届出書等を参考に○及び日付を記入

現在取得している分解整備の対象車に○

追加する対象車の装置に◎

申請時の工員数を記入

体制が確保できることを確認し、

レ
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第２号様式（認証）

殿

道路運送車両法等の規定により別紙書面を添え（届出・申請）します。
(注)届出にあっては「届出」、申請にあっては「申請」の文字に○を記載すること。

（ふりがな）

届出者

申請者

届出者

申請者

（ふりがな）

認証番号

認定番号

指定番号

変更年月日 ࠰ உ ଐ

相続 事業場の所在地の変更

合併 役員の変更

分割

譲受 自動車特定整備事業の種類の変更

事業者名又は住所の変更

事業場の名称の変更 業務の範囲の変更

(注)役員の変更のみの届出の場合は、役員の変更届出書（第５号様式）を使用すること。

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

１　宣誓書

(注)宣誓書を別に提出する場合は記載を省略することができる。

(注)役員の辞任のみの場合は記載を省略できる。

第４－

○ 【変更申請】

ＴＥＬ

᧙ிਦᇹ≗‟≜≜≜≜≜ӭ

1

対象自動車の種類、整備又は装置の種類の変更

99999 号

【変更申請】

屋内作業場又は電子制御装置点検整備作業場の変更
（面積又は間口若しくは奥行の長さ）

　　　届出・申請の内容の別

道路運送車両法第８０条第１項第２号に該当しないことを確認しました。 　チェック欄□

ˋԧ 4 11

【変更申請】

○

事業場の名称 ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ئܷٻ

(注)該当しない項目は記載を省略することができる。（全ての項目に共通）

の住所

の氏名又は名称

電話番号/ＦＡＸ番号 ⅙≓≖−≘≖≙≘−≜≕≕≕ＴＥＬ ≓≖−≘≖≙≘−≕≖≔≔ ＦＡＸ

ↆ⇂ↂⅵⅺⅳↇ↘ⅵↆ↲ⅺ↥ↆⅼⅻⅳↆ↲⅙ⅹⅹ↮↳ↂⅵↇ↶ⅵ

東京都渋谷区本町４丁目１６番４号

ↆ⇂ↂⅵⅺⅳↇ↘ⅵↆ↲ⅺ↥ↆⅼⅻⅳↆ↲⅙ⅳ↡↶ⅵ↗↹ↆ↭↹↳ⅾ⅙ⅺ⇂↗ⅵ⅙↼ⅵ

(注)必要に応じて、記載枠を追加・拡大または削除・縮小することができる。（全ての項目に共通）

ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ˊᘙӕዸࢫ⅙᧙ி⅙ٽᢹ

令和 日

自動車特定整備事業の変更（届出・申請）書

関東運輸局長

年 月

事業場の所在地

電話番号/ＦＡＸ番号 ≓≗≛−≙≕≗−≔≕≕≔ ＦＡＸ

埼玉県 ↄⅳ↭ࠊᙱғ܌ٻɶᤂ≕≓≛≕ဪע

≓≗≛−≙≕≗−≔≕≕≔

○

○

認証書又は過去の認証届出書等を参考に○及び日付を記入

現在取得している分解整備の対象車に○

追加する対象車の装置に◎

申請時の工員数を記入

体制が確保できることを確認し、

レ点チェックを入れる

レ
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㸴　屋内作業場等の変更(面積又は間口若しくは奥行の長さ)

㸵－ձ　電子制御装置点検整備作業場等（㸵－ղ、８に該当しない場合）

㸵－ղ　電子制御装置点検整備作業場（行規๎第㸱条第８号ࣁにಀる作業場の場合）

㹫 㹫

㹫 㹫 ੍

㹫 㹫

(注)電子制御装置点検整備作業場は、屋内㒊分を（　）内に記載すること。

(注)㞳ࢀた作業場又は共ྠ使用の作業場を」ᩘ᭷する場合は、ᮏ⾲を追加し記載すること。

(注)「ͤ�」は㞳ࢀた電子制御装置整備作業場を᭷する場合に記載し、「ͤ�」は「㸵－ղ」に該当する作業場を᭷する場合
に記載し、「ͤ�」は共ྠ使用の場合に記載すること。

⟶⌮㈐任者の氏名
（ͤ�）

共ྠ使用
の作業場
の⟶⌮者
（ͤ�）

氏名又は
名称

認証番号

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

（　　　） 㹫

行規๎第㸱条第８
号ࣁにಀる作業場

੍㹫車両置場（ͤ�） 㹫

㹫㹫 （　　　） ੍ （　　　）（　　　）

ᗋ面≧ἣኳ㧗さ作業場の規ᶍ 間口 奥行 面積

(注)電子制御装置点検整備作業場は、屋内㒊分を（　）内に記載すること。

作業場の規ᶍ

(注)電子制御装置整備のみを行࠺事業場であって、事業場所在地に電子制御装置点検整備作業場を᭷していない場合は記載
すること。

自動車による当該
作業場までの所要

間
　　 分

８　電子制御装置点検整備作業場（㞳ࢀた作業場又は共ྠ使用の作業場を᭷する場合）

㞳ࢀた作業場又は
共ྠ使用の作業場の別 共ྠ使用の作業場

当該作業場の
所在地（ͤ�）

電子制御装置
点検整備作業場

㞳ࢀた電子制御装置整備作業場

14‧†•

‚‧†•‛

事業場所在地に᭷する作業場

車両置場 ‥†‧ 㹫

間　口 奥　行

4‧†‧1‥†• ੍

㹫
�

奥　行 面　積

㹫

ኳ㧗さ ᗋ面≧ἣ

㹫

੍
๖

‚1‥•†•‛ ੍

㹫

作業場の規ᶍ 間　口

㹫

1 †•電子制御装置
点検整備作業場

‧†•

≋1‥†•≌
㹫

≋‧†•≌
㹫

㹫

作業場の規ᶍ 間　口

㹫

点 検 作 業 場

㒊 ရ 整 備 作 業 場

車 両 置 場 㹫

車 両 整 備 作 業 場 㹫 㹫
�

㹫
�

ᗋ面≧ἣ

㹫 㹫

奥　行 面　積 ኳ㧗さ

㹫
�

㹫

㹫

㹫

FAINESのሙྜは、申請時に加入≧ἣを
確認し䜎す

※FAINES䞉䝯䞊䜹䞊とのዎ⣙௨እでሗ
を入ᡭするሙྜには参考㈨ᩱ等をᥦ出

してい䛯䛰䛟ሙྜが䛒䜚䜎す

デ᩿ᶵでは䛺䛟、䝍䞊䝀䝑䝖を記入

※䝍䞊䝀䝑䝖に䛴いては⏝で䜒ྍ⬟
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㸴　屋内作業場等の変更(面積又は間口若しくは奥行の長さ)

㸵－ձ　電子制御装置点検整備作業場等（㸵－ղ、８に該当しない場合）

㸵－ղ　電子制御装置点検整備作業場（行規๎第㸱条第８号ࣁにಀる作業場の場合）

㹫 㹫

㹫 㹫 ੍

㹫 㹫

(注)電子制御装置点検整備作業場は、屋内㒊分を（　）内に記載すること。

(注)㞳ࢀた作業場又は共ྠ使用の作業場を」ᩘ᭷する場合は、ᮏ⾲を追加し記載すること。

(注)「ͤ�」は㞳ࢀた電子制御装置整備作業場を᭷する場合に記載し、「ͤ�」は「㸵－ղ」に該当する作業場を᭷する場合
に記載し、「ͤ�」は共ྠ使用の場合に記載すること。

⟶⌮㈐任者の氏名
（ͤ�）

共ྠ使用
の作業場
の⟶⌮者
（ͤ�）

氏名又は
名称

認証番号

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

（　　　） 㹫

行規๎第㸱条第８
号ࣁにಀる作業場

੍㹫車両置場（ͤ�） 㹫

㹫㹫 （　　　） ੍ （　　　）（　　　）

ᗋ面≧ἣኳ㧗さ作業場の規ᶍ 間口 奥行 面積

(注)電子制御装置点検整備作業場は、屋内㒊分を（　）内に記載すること。

作業場の規ᶍ

(注)電子制御装置整備のみを行࠺事業場であって、事業場所在地に電子制御装置点検整備作業場を᭷していない場合は記載
すること。

自動車による当該
作業場までの所要

間
　　 分

８　電子制御装置点検整備作業場（㞳ࢀた作業場又は共ྠ使用の作業場を᭷する場合）

㞳ࢀた作業場又は
共ྠ使用の作業場の別 共ྠ使用の作業場

当該作業場の
所在地（ͤ�）

電子制御装置
点検整備作業場

㞳ࢀた電子制御装置整備作業場

14‧†•

‚‧†•‛

事業場所在地に᭷する作業場

車両置場 ‥†‧ 㹫

間　口 奥　行

4‧†‧1‥†• ੍

㹫
�

奥　行 面　積

㹫

ኳ㧗さ ᗋ面≧ἣ

㹫

੍
๖

‚1‥•†•‛ ੍

㹫

作業場の規ᶍ 間　口

㹫

1 †•電子制御装置
点検整備作業場

‧†•

≋1‥†•≌
㹫

≋‧†•≌
㹫

㹫

作業場の規ᶍ 間　口

㹫

点 検 作 業 場

㒊 ရ 整 備 作 業 場

車 両 置 場 㹫

車 両 整 備 作 業 場 㹫 㹫
�

㹫
�

ᗋ面≧ἣ

㹫 㹫

奥　行 面　積 ኳ㧗さ

㹫
�

㹫

㹫

㹫

FAINESのሙྜは、申請時に加入≧ἣを
確認し䜎す

※FAINES䞉䝯䞊䜹䞊とのዎ⣙௨እでሗ
を入ᡭするሙྜには参考㈨ᩱ等をᥦ出

してい䛯䛰䛟ሙྜが䛒䜚䜎す

デ᩿ᶵでは䛺䛟、䝍䞊䝀䝑䝖を記入

※䝍䞊䝀䝑䝖に䛴いては⏝で䜒ྍ⬟
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1

┿は、ᮏ体䞉ရ␒等が䜟䛛る䜘䛖にᙳしてῧ付する

整備⏝䝇䜻䝱䞁䝒䞊䝹の┿は、ရ␒及び

䝞䞊䝆䝵䞁が䜟䛛る䜘䛖にᙳしてῧ付する

ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ئܷٻ
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1

┿は、ᮏ体䞉ရ␒等が䜟䛛る䜘䛖にᙳしてῧ付する

整備⏝䝇䜻䝱䞁䝒䞊䝹の┿は、ရ␒及び

䝞䞊䝆䝵䞁が䜟䛛る䜘䛖にᙳしてῧ付する

ਰᐻ˟ᐯѣఇࡸ˟ᅈ⅙ئܷٻ
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2 ．「OBD検査システム」利用に関する手続き等について

　令和 � 年��月より、国の検査及びܰ自動車検査協会の検査で OBD 検査の導入が༧定されて

います。

　自動車整備におかれましては、「特定 D5$ র会アϓϦ」をར用し、イϯλʔωッτ経༝で

「OBD 検査用αʔόʔ」に続することにより、検査に車྆をࠐͪ࣋み OBD 検査をड検するલ

に、事業で事લに車྆情ใを確認することができます。

　事業で「OBD 検査システム」をར用するためには、「ར用者ཧシステム」に事業のར用ొ

を行った後、事業内でシステムを取りѻう୲者のར用ొを行うなど、ҎԼのいくͭかの事

લ४備がඞ要となります。

˓事業ਃ方法
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3 ．自動車整備人材確保について

　少子化やくるまれの進展、কདྷબࢶのଟ༷化等により、自動車整備士を目指すए者がܹ減す

るҰ方で、整備要һの高齢化が進展しており、ۙいকདྷ人材不足がࡏݦ化する可ੑが大きくなっ

てきております。

　整備要һの不足は、自動車の安全・環境を支える整備事業の基盤を༳るがすおͦれがあり、ૣٸ

にഎܠや原Ҽに対応した効Ռ的な対策を͡ߨるඞ要があることから、「自動車整備人材の確保・ҭ

に関する検౼会」において、自動車整備業における࿑ಇ環境・待۰のվળやঁੑの活用などの人

材不足題に対して検౼を重Ͷた݁Ռ、自動車整備業は、安定ੑや社会的ݙߩ度などのັྗ・重要

ੑのある業छであるҰ方で、څ与や࿑ಇؒ࣌等の࿑ಇ環境・待۰において、ଞ業छとൺֱして不ຬ

度が高い等の࣮ଶが課題として確認されました。これらの課題に対してさま͟まなྗのධ価に対

応したイϯηϯテΟブ与や業減及びҭࣇ等とのཱ྆のためのॊೈなシϑτઃ定などの先進事

ྫを取りまとめ今後これらを業界全ମでڞ有し、事業ܗଶ・ن等に応͡た対策を関係者が連ܞし

て検౼・ਪ進をਤることとするとともに、国ʢ運༌支ہʣが中心となってイϯλʔϯシッϓの৬

ମݧや高等ֶߍ等への๚等を࣮ࢪしています。
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ᔬՠ備ංἼἛἢるޞ৮ἝѾやἪいჟܻἶἠὛのἰὒのὰイᾍᾭイン

ổ．ࣸӃậෛڢの改善ẩϷංԋのࣸݻ

〈ポイント〉



〈望まれているࣸӃὄෛڢのξණ〉

ɥ

ɥ

ɥ

〈ϷංἼὙるᣯ体ᆋᡜ〉

ậ

  ậ

２．設備面の改善

〈ポイント〉



〈望まれている設備〉

３．制度や体制面の改善

〈ポイント〉



〈望まれている制度や体制

●女性が働きやすい環境づくりのためのガイドラインの概要
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●高等学校訪問の概要
運
輸
支
局
長
等
に
よ
る
高
等
学
校
訪
問
概
要

国
土
交
通
省

高
等
学
校
を

訪
問
し
て
Ｐ
Ｒ

整
備
士
養
成
校

高
等
学
校
に
関
す
る

情
報
提
供

整
備
業
界

高
校
訪
問
時
の

補
足
説
明
等
の
サ
ポ
ー
ト

運
輸
支
局
長
等
が
整
備
業
界
担
当
者
（
自
動
車
整
備
振
興
会
）と
高
等
学
校

を
訪
問
し
、
自
動
車
整
備
の
Ｐ
Ｒ
を
実
施
。

（
整
備
士
養
成
校
は
、
国
土
交
通
省
と
整
備
業
界
が
訪
問
後
に
個
別
に
訪
問
）

訪
問
し
て
Ｐ
Ｒ

（
高
等
学
校
）

平
成
２
５
年
度
に
実
施
さ
れ
た
自
動
車
整
備
要
員
人
材
不
足
対
策
に
関
す
る
勉
強
会
に
お
い
て
、
整
備
士
養
成
校

（
整
備
専
門
学
校
や
短
期
大
学
等
）
な
ど
の
整
備
業
界
へ
進
む
若
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
少
子
化
、

若
者
の
く
る
ま
離
れ
の
進
展
や
将
来
選
択
肢
の
多
様
化
等
と
共
に
、
高
等
学
校
の
進
路
担
当
教
師
な
ど
が
、
整
備

業
界
に
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
な
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

整
備
業
界
、
整
備
士
養
成
校
と
協
力
し
、
運
輸
支
局
長
等
が
高
等
学
校
の
校
長
等
に
対
し
て

自
動
車
整
備
の
仕
事
を
PR
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
等
学
校
の
進
路
担
当
教
師
等
が
持
つ
マ
イ

ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
へ
の
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、
若
者
が
自

動
車
整
備
の
仕
事
に
就
職
す
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
。

実
施
イ
メ
ー
ジ
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○
令
和
４
年
度
運
輸
支
局
長
等
に
よ
る
高
等
学
校
訪
問
結
果

平
成
２
６
年
度
よ
り
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
へ
の
高
校
生
等
の
理
解
向
上
を
図
り
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
に
就
職
す
る
若
者
を
確
保
す
る
た
め
、
国
（
運
輸
支
局
）
が
中
心
と
な

り
、
自
動
車
整
備
人
材
確
保
・
育
成
推
進
協
議
会
と
連
携
し
て
高
等
学
校
の
校
長
等
を
訪
問
等
し
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
の
社
会
的
重
要
性
、
将
来
性
に
つ
い
て
説
明
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
も
、
引
き
続
き
、
全
国
の
運
輸
支
局
長
等
が
地
方
連
絡
会
事
務
局
と
共
に
、
４
月
か
ら
全
国
５
５
５
校
※
に
対
し
て
訪
問
を
実
施
。

（
参
考
（
直
近
５
年
）
：
令
和
３
年
度
５
７
２
校
、
令
和
２
年
度
５
９
６
校
※
、
令
和
元
年
度
５
９
４
校
、
平
成
３
０
年
度
５
７
７
校
、
平
成
２
９
年
度
５
７
５
校
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
措
置
し
た
上
で
実
施
。

訪
問
等
し
た
多
く
の
高
等
学
校
で
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
や
整
備
士
不
足
の
状
況
を
理
解
い
た
だ
き
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
校
内
で
の
情
報
共
有
や
、
進
路
指
導
の
際
の
選
択

肢
と
し
て
自
動
車
整
備
の
仕
事
を
紹
介
す
る
等
の
前
向
き
な
反
応
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
動
画
に
よ
る
PR
方
法
に
つ
い
て
も
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
の
、
地
元
志
向
及
び
自
宅
か
ら
通
学
・通
勤
を
希
望
す
る
学
生
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

に
お
け
る
養
成
施
設
や
求
人
な
ど
の
情
報
展
開
及
び
保
護
者
の
要
望
に
よ
り
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
職
場
体
験
の
実
施
を
強
く
要
望
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
意
見
・
要
望
に
つ
い
て
は
、
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
対
応
を
検
討
し
、
今
後
の
国
と
協
議
会
の
取
組
に
反
映
さ
せ
、
自
動
車
整
備
士
の
人
材
確
保
に
貢
献
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

主
な
意
見

主
な
要
望

興
味
・
魅
力

イ
メ
ー
ジ

・
S
N
S
に
よ
り
、
整
備
士
と
し
て
就
職
し
た
先
輩
達
か
ら
の
自
動
車
整
備
業
界
に
対
す
る
悪
評

等
が
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
影
響
し
て
い
る
。

・
自
動
車
整
備
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
暑
い
中
で
の
作
業
、
危
険
、
キ
ツ
イ
。

・
授
業
に
お
い
て
も
タ
イ
ヤ
交
換
を
実
習
で
さ
せ
た
り
す
る
の
で
、
整
備
業
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
は

無
い
。

・
車
に
興
味
を
持
つ
た
め
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
画
像
で
な
く
実
物
に

触
れ
る
機
会
が
増
え
る
と
良
い
。

・
自
動
車
整
備
士
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
メ
カ
ニ
ッ
ク
等
の
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

・
中
学
生
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
の
場
を
設
け
さ
せ
て
頂
く
と
あ
り
が
た
い
。

求
人

・
近
年
は
、
デ
ィ
ー
ラ
や
メ
ー
カ
ー
専
門
校
の
求
人
説
明
で
、
資
格
取
得
や
寮
費
等
に
係
る
経

費
を
一
部
免
除
す
る
等
の
良
い
待
遇
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

・
求
人
を
見
る
と
ほ
か
の
業
種
と
比
べ
て
賃
金
が
少
な
い
が
、
自
動
車
デ
ィ
ラ
ー
等
は
必
要
な

手
当
て
が
付
く
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
も
含
め
求
人
に
載
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
後
に
、
自
動
車
整
備
士
を
志
す
生
徒
が
い
る
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
後
の
生
徒
の
反
応
は
良
い
と
感
じ
て
い
る
。

・
出
前
講
座
が
効
果
的
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
増
や
す
と
、
よ
り
多
く
の
会
社
の
情
報
が
生
徒
に
周
知
で
き
る
と
思
う
。

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
活
用
を
お
願
い
し
た
い
。

経
済
的
・

奨
学
金

・
学
費
の
関
係
で
、
整
備
士
養
成
校
を
断
念
す
る
生
徒
も
い
る
。

・
進
学
で
き
る
か
、
経
済
的
事
情
が
あ
る
。

・
就
職
後
、
企
業
側
の
全
面
支
援
で
資
格
を
取
ら
せ
て
く
れ
る
企
業
も
増
え
て
き
て
い
る
た
め
、

今
後
も
期
待
す
る
。

・
思
い
切
っ
た
授
業
料
免
除
、
補
助
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

給
料
・
待
遇

環
境
改
善

・
就
職
先
を
決
め
る
優
先
順
位
は
１
．
地
元
で
あ
る
こ
と
２
．
休
み
が
取
れ
る
こ
と
３
．
給
与

の
順
で
考
え
て
い
る
生
徒
が
多
い
。

・
国
家
資
格
で
は
あ
る
が
待
遇
が
悪
い
と
感
じ
る
。

・
整
備
士
関
係
の
給
料
を
上
げ
て
ほ
し
い
。

・
女
性
整
備
士
の
活
躍
の
場
を
も
っ
と
紹
介
し
て
ほ
し
い
。

資
格
取
得

・
検
定
料
が
負
担
。
検
定
料
を
抑
え
て
も
ら
え
れ
ば
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
生
徒
も
増
え
る
の
で
は

な
い
か
。

・
資
格
取
得
に
つ
い
て
、
何
年
で
資
格
が
取
れ
る
と
わ
か
る
と
家
族
も
安
心
す
る
。

・
大
学
進
学
が
多
い
の
で
資
格
取
得
で
き
る
大
学
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ
し
い
。

そ
の

他
・
自
動
車
整
備
士
の
人
材
確
保
に
向
け
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
動
い
て
い
る
こ
と
に
感
動

し
た
。

・
運
輸
局
さ
ん
が
学
校
に
来
て
増
え
る
も
の
で
は
な
く
、
業
界
が
も
っ
と
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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前年度の取組

令和４年 10 月６日

関 東 運 輸 局 

「自動車整備士との車座対話」を実施します
～もっと知ってほしい、自動車整備士のこと！～

関東運輸局は、JR 甲府駅前（山梨県甲府市）で開催される「車ふれあい祭り 2022」

において、「自動車技術の進化に対応する自動車整備士の魅力と重要性」をテー

マに、自動車整備士との「車座対話」を実施します。 

関東運輸局は、自動車点検整備推進運動の一環として、自動車ユーザーの方が自

動車整備士の声を聞き、安心して自動車の保守作業を依頼できるように、下記のと

おり、「車ふれあい祭り 2022」において、自動車整備士の方々と「車座対話」を実

施し、自動車整備士の魅力と重要性を発信いたします。 

また、電動車や先進安全技術を搭載した自動車等の開発が進み、システム・機能

も複雑化する中、自動車整備士に求められる役割が益々重要となっている一方で、

自動車整備士の人材不足の深刻化など、自動車整備士を取り巻く環境は厳しくなっ

ていることから、併せて自動車整備における課題等についても話を伺います。 

記 

１．実施日等

日 時：令和４年 10 月 15 日（土）13:10～13:40【入場無料・小雨決行】 

場 所：JR 甲府駅北口よっちゃばれ広場※「車ふれあい祭り 2022」特設ステージ 

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

テーマ：「自動車技術の進化に対応する自動車整備士の魅力と重要性」 

参加者：山梨県内の自動車整備士【計５名】 

     関東運輸局自動車技術安全部長、山梨運輸支局長 

２．実施目的

（１）自動車整備士の魅力等を発信し、広く一般の方に興味・関心をもってもらう 

（２）自動車整備における課題等を聴き、行政の取り組みに反映する 

３．取材

取材を希望される方は、10月13日（木）15時までに、ＦＡＸ送信表（別紙）に

てお申し込みください。 

【問い合わせ先】 
関東運輸局自動車技術安全部整備課 傳田・小澤 
電 話：045-211-7254  ＦＡＸ：045-201-8813 

【配布先】 
横浜海事記者クラブ､神奈川県政記者クラブ､都庁記者クラブ､埼玉県政記者クラブ､ 
群馬県政記者クラブ､千葉県政記者クラブ､栃木県政記者クラブ､山梨県政記者クラブ､
茨城県政記者クラブ､関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」､物流専門紙
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今年度の取組

令和５年３月３日

自 動 車 局 整 備 課

「自動車整備業における仕事体験事業」を実施します！

自動車整備業界においては、整備士不足の解消に向け、人材確保や生産性向上に取

り組んでいくことが求められています。

今般、国土交通省は、産学官で連携し、高校生等が自動車整備工場で整備士の仕事

を体験する「自動車整備業における仕事体験事業」を実施します。

〇自動車整備業における仕事体験事業

・概要

高校生等が自動車整備業における仕事体験を通じ、実際の職場で自動車整備士の仕

事内容を体験することや、働く整備士と接する経験をすることで、整備士の仕事内容

に対する興味・関心を促進することを目的として国土交通省が主催して実施します。

・スケジュール（予定）

本日（３月３日）：生徒等の受入れを希望する自動車整備事業者の募集開始

（４月２８日〆切）

６月：自動車整備業の仕事体験に参加希望の生徒等の募集開始（予定）

（生徒等からの申込みは自由応募形式、本人の意思で仕事体験先の選択が可能)

７月２４日～９月１６日：仕事体験の実施

・本事業の自動車整備事業者専用ホームページ：

https://www.taiken-seibishi.jp/company/

  こちらの二次元コードからもアクセス可能です→

国土交通省は、本事業の実施を通じ、自動車整備士の仕事が最先端の技術を扱う仕

事であることを体験できる機会を提供するとともに、高校生などのいわゆるＺ世代で

ある若者の就職先の職場環境に対するニーズや価値観を正確に把握し、今後の各者の

各種取組に反映したいと考えております。

※本事業は、国土交通省が株式会社学情に委託して実施します。

問い合わせ先

自動車局 整備課 高久、佐藤、明石

代表：03-5253-8111 (内線:42426、42415)

直通：03-5253-8599
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自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策【中間とりまとめ】概要

  

令 和 ５年 ３月 ３１日
自 動 車 局 整 備 課

自動車整備人材に係る課題解決策を取りまとめ、今後実行フェーズに！！

～自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策「中間とりまとめ」の公表～

【主な人材確保の対策（中間取りまとめ）】

 人材の募集：

①自動車整備士の認知度を早期段階から高めるため、若年層（小学生、中学生等）へ

の自動車整備士のＰＲ強化

②自動車整備士が職業として認識されて選択されるため、高校生等を対象とした整備

工場における仕事体験

 人材の定着：

③自動車整備業の職場環境改善を支援するため、自動車整備士の働きやすい職場ガイ

ドラインを策定し、事業者の達成状況を評価

④短時間勤務、週休三日勤務などの自動車整備士の多様な働き方の提示について意識

を喚起するため、国による経営者向けセミナーの開催

 人材の育成：

⑤地域の整備事業者が合同で行う先進技術の研修に対する支援

⑥整備士養成施設におけるＶＲ教材や最新車両（安全・環境技術搭載車両）等の導入

に対する支援

【添付資料】

・自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策【中間とりまとめ】概要

・自動車整備技術の高度化検討会 自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検

討 WG 委員名簿

※中間とりまとめは、以下の国土交通省ホームページにも掲載しています。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000023.html

自動車整備業においては、電動車や衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が普及して

おり、自動車の整備に求められる技術も高度化している一方で、自動車整備士になる若者

が減少し、自動車整備業の有効求人倍率は 4.55 となるなど、自動車整備士の人材不足は

深刻な課題となっています。

今般、これらの課題について、「自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検討Ｗ

Ｇ」（座長：大原記念労働科学研究所 酒井一博 主管研究員）において対策を検討し、

人材の募集、人材の定着、人材の育成の３つの観点から、人材確保策に係る対策等の中間

とりまとめを行いました。

今後は、自動車整備分野の深刻な人材確保に係る課題の解決を図るため、自動車整備に

携わる者全員が One Teamとなって計画的・効果的に対策を推進してまいります。

【問い合わせ先】
代表：03-5253-8111  直通：03-5253-8599
自動車局整備課   明石・田所（内線 42426、42412）
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•
特

に
若

手
自

動
車

整
備

士
に

とっ
て

は
、給

与
アッ

プに
つ

な
が

る
よ

うな
評

価
制

度
・体

制
の

構
築

（
自

動
車

整
備

事
業

者
）

•
国

の
経

営
者

向
け

セ
ミナ

ー
か

ら情
報

収
集

す
る

な
ど、

多
様

な
働

き
方

の
導

入
（

自
動

車
整

備
事

業
者

）
•

経
験

豊
富

な
先

輩
整

備
士

が
若

手
整

備
士

に
個

別
支

援
す

る
制

度
の

推
進

（
自

動
車

整
備

事
業

者
）

•
「Ⅰ

-２
自

動
車

整
備

事
業

者
の

職
場

環
境

の
改

善
の

取
組

」
（

※
 再

掲
）

自
動

車
整

備
業

に
従

事
す

る
人

材
に

係
る

デ
ー

タに
つ

い
て

、継
続

的
に

把
握

す
る

た
め

の
仕

組
み

作
りを

検
討

自
動

車
整

備
業

を
最

初
に

認
識

した
きっ

か
け

は
、「

家
業

」や
「近

所
の

自
動

車
整

備
工

場
を

車
検

で
訪

問
」な

どの
身

近
な

とこ
ろ

が
多

い

自
動

車
整

備
の

高
度

化
に

対
応

す
る

人
材

確
保

の
対

策
～

自
動

車
整

備
業

の
O

ne
 T

ea
m

 を
め

ざ
して

～
自

動
車

整
備

業
界

に
お

け
る

人
材

の
確

保
や

育
成

に
計

画
的

・効
果

的
に

取
り

組
む

た
め

、
人

材
確

保
策

に
係

る
対

策
等

の
中

間
と

り
ま

と
め

現
状

分
析

対
応

策
の

検
討

認
識

の
き

っか
け

１
．

自
動

車
の

車
両

に
関

す
る

現
状

及
び

課
題

•
自

動
車

の
保

有
台

数
は

約
８

千
万

台
あ

り、
ハ

イブ
リッ

ト車
や

電
気

自
動

車
等

の
電

動
車

や
、衝

突
被

害
軽

減
ブ

レ
ー

キ
等

の
先

進
安

全
技

術
が

普
及

す
る

一
方

で
、自

動
車

の
平

均
使

用
年

数
は

長
期

化
•

自
動

車
整

備
士

は
、最

新
車

両
に

搭
載

され
る

電
子

制
御

装
置

か
ら使

用
年

数
の

長
い

車
両

まで
、幅

広
い

知
識

・技
能

が
求

め
られ

て
い

る

•
自

動
車

整
備

の
就

職
説

明
会

に
参

加
した

高
校

生
は

、「
仕

事
内

容
」、

「職
場

環
境

」に
対

す
る

関
心

が
高

く、
続

い
て

「ス
キ

ル
アッ

プ」
、「

休
日

・休
暇

の
取

得
」、

「残
業

時
間

」の
関

心
が

高
い

•
自

動
車

整
備

以
外

の
就

職
説

明
会

に
参

加
した

結
果

、他
業

種
の

方
が

「自
分

が
成

長
で

き
る

環
境

が
あ

る
」、

「働
きや

す
い

職
場

環
境

」と
の

印
象

を持
ち

、手
当

や
給

与
に

つ
い

て
も

他
業

種
の

方
が

好
印

象
と考

え
た

高
校

生
も

一
定

数
い

た

「自
動

車
整

備
士

に
な

りた
い

」と
考

え
て

い
る

高
校

生
の

回
答

割
合

は
、高

校
１

年
生

か
ら高

校
３

年
生

に
進

級
す

る
に

した
が

って
減

少

関
心

度
の

推
移

就
職

へ
の

関
心

事
項

３
．

自
動

車
整

備
人

材
に

関
す

る
現

状
及

び
課

題
•

自
動

車
整

備
士

資
格

の
新

規
受

験
者

の
申

込
数

は
減

少
傾

向
•

自
動

車
整

備
業

に
従

事
して

い
な

い
自

動
車

整
備

士
資

格
保

有
者

は
約

54
.8

万
人

（
推

計
)

２
．

自
動

車
整

備
業

に
関

す
る

現
状

及
び

課
題

•
自

動
車

整
備

業
の

有
効

求
人

倍
率

は
4.

55
（

令
和

３
年

）
で

あ
り、

全
国

的
に

上
昇

傾
向

•
次

年
度

以
降

、自
動

車
整

備
に

関
わ

る
全

て
の

関
係

者
が

それ
ぞ

れ
の

立
場

で
精

力
的

に
活

動
を行

い
、取

りま
とめ

た
各

取
組

に
限

定
せ

ず
、各

自
動

車
整

備
学

校
・各

自
動

車
整

備
事

業
者

・各
団

体
等

の
創

意
工

夫
に

より
、取

組
を推

進
•

各
団

体
等

が
実

施
す

る
取

組
を継

続
的

に
フォ

ロー
アッ

プし
、必

要
に

応
じて

改
善

策
を

検
討

•
整

備
士

の
給

与
をア

ップ
させ

る
た

め
に

は
、整

備
事

業
の

収
益

を向
上

させ
る

こと
が

必
要

で
あ

り、
生

産
性

の
向

上
や

ユ
ー

ザ
ー

の
安

全
性

向
上

に
も

つ
な

が
る

定
期

点
検

実
施

率
の

さら
な

る
向

上
策

を検
討

•
今

後
は

、次
世

代
モ

ビリ
テ

ィ（
空

飛
ぶ

クル
マ、

ドロ
ー

ン、
電

動
キ

ック
ボ

ー
ド、

電
動

車
椅

子
等

）
な

ど、
自

動
車

整
備

士
の

知
識

や
技

能
を

活
か

せ
る

可
能

性
が

あ
る

新
た

な
分

野
に

つ
い

て
検

討

検
討

の
背

景

検
討

内
容

「求
人

企
業

が
示

す
月

給
の

平
均

」は
、「

求
職

者
が

求
め

る
月

収
の

平
均

」よ
り、

約
2.

6万
円

低
い

フル
タ

イ
ム

の
賃

金

１
．

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
お

け
る

求
人

・求
職

情
報

の
分

析

参
考

に
す

る
情

報
（

進
路

）

親
・兄

弟
・親

戚
等

の
親

類
の

意
見

を
参

考
に

す
る

影
響

度

卒
業

後
の

進
路

決
定

に
関

して
、「

親
・兄

弟
・親

類
等

の
意

見
」を

参
考

とす
る

割
合

が
高

く、
「企

業
や

学
校

が
自

ら発
信

す
る

イン
ター

ネ
ット

上
の

情
報

」を
参

考
とす

る
傾

向
が

高
い

イ
ン

タ
ー

ネ
ット

上
の

情
報

を
参

考
に

す
る

影
響

度
（

企
業

や
学

校
な

どが
自

身
の

情
報

を
発

信
す

る
も

の
）

２
．

自
動

車
整

備
の

学
科

に
通

う
高

校
生

を
対

象
に

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
の

実
施

及
び

分
析

主
な

対
策

内
容

（
人

材
の

募
集

・人
材

の
定

着
・人

材
の

育
成

）

今
後

に
つ

い
て

自
動

車
整

備
業

の
実

態
の

継
続

的
把

握

各
対

策
に

つ
い

て
業

界
全

体
で

連
携

を
図

り、
計

画
的

・効
果

的
に

取
組

を
推

進

１
自

動
車

整
備

士
の

職
業

とし
て

の
魅

力
を

正
しく

伝
え

る
取

組

Ⅱ
自

動
車

整
備

に
係

る
人

材
の

定
着

策
１

一
種

養
成

施
設

等
に

通
う学

生
が

自
動

車
整

備
に

従
事

した
くな

る
取

組

２
自

動
車

整
備

士
等

の
モ

チ
ベ

ー
シ

ョン
・ア

ップ
の

取
組

３
若

手
自

動
車

整
備

士
の

定
着

を
促

進
す

る
取

組

•
保

有
資

格
や

役
職

と連
動

し、
自

動
車

整
備

士
が

適
切

な
評

価
を

受
け

る
制

度
・体

制
の

導
入

（
自

動
車

整
備

事
業

者
）

•
最

新
車

両
に

触
れ

る
機

会
の

充
実

化
（

自
動

車
整

備
学

校
・

自
動

車
整

備
事

業
者

）

•
自

動
車

整
備

士
の

魅
力

や
重

要
性

を周
知

す
る

た
め

、高
校

生
等

を
対

象
とし

て
、整

備
工

場
に

お
け

る
仕

事
体

験
の

実
施

（
自

動
車

整
備

学
校

・自
動

車
整

備
事

業
者

）
•

就
職

説
明

会
の

充
実

化
（

自
動

車
整

備
学

校
）

•
中

高
校

生
等

に
対

す
る

出
前

授
業

、自
動

車
整

備
体

験
会

等
の

充
実

化
（

自
動

車
整

備
学

校
・自

動
車

整
備

事
業

者
）

•
国

が
策

定
す

る
ガ

イド
ライ

ンを
活

用
す

る
な

ど、
女

性
を含

む
す

べ
て

の
従

業
員

に
とっ

て
働

きや
す

い
職

場
環

境
の

整
備

（
自

動
車

整
備

事
業

者
）

•
社

内
教

育
、キ

ャリ
ア

パ
ス

の
整

備
（

自
動

車
整

備
事

業
者

）
•

自
動

車
整

備
事

業
者

の
働

きや
す

い
職

場
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
（

自
動

車
整

備
事

業
者

）

Ⅰ
自

動
車

整
備

に
係

る
人

材
の

募
集

策

３
学

び
に

関
す

る
金

銭
的

負
担

軽
減

の
取

組

①
自

動
車

整
備

士
の

認
知

度
を

高
め

る
取

組

②
自

動
車

整
備

士
を

職
業

とし
て

認
識

さ
れ

て
選

択
さ

れ
る

取
組

２
自

動
車

整
備

業
の

職
場

環
境

の
改

善
の

取
組

•
若

年
層

（
未

就
学

児
、小

学
生

、中
学

生
等

）
に

対
す

る
自

動
車

整
備

士
の

職
業

の
認

知
度

を高
め

る
情

報
の

発
信

（
自

動
車

整
備

学
校

・自
動

車
整

備
事

業
者

）
•

保
護

者
、学

校
関

係
者

を
含

め
た

学
校

説
明

会
の

充
実

化
（

自
動

車
整

備
学

校
)

•
自

動
車

整
備

業
へ

の
関

心
を高

め
る

コン
テ

ンツ
の

開
発

・活
用

（
自

動
車

整
備

士
人

材
確

保
・育

成
推

進
協

議
会

）

•
各

種
奨

学
金

活
用

等
の

充
実

化
（

自
動

車
整

備
学

校
・自

動
車

整
備

事
業

者
）

Ⅲ
自

動
車

整
備

に
係

る
人

材
の

育
成

策

２
効

果
の

高
い

教
育

・研
修

の
導

入
・定

着
に

係
る

取
組

１
効

果
の

高
い

学
習

方
法

の
推

進
に

係
る

取
組

３
上

級
資

格
取

得
の

推
進

・支
援

に
係

る
取

組
•

一
級

自
動

車
整

備
士

を目
指

せ
る

環
境

の
整

備
（

自
動

車
整

備
学

校
・自

動
車

整
備

事
業

者
)

•
VR

教
材

の
導

入
等

に
よる

学
習

環
境

の
充

実
（

自
動

車
整

備
学

校
）

•
自

動
車

メー
カー

との
連

携
に
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学

校
）

•
地

域
事
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間
連

携
に

よる
合
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修
の

実
施

（
自

動
車

整
備

事
業

者
）

※
 国

は
、予

算
措

置
を

含
め

、こ
れ

ら取
組

が
円

滑
に

遂
行

さ
れ

る
よ

う必
要

な
支

援
を

行
う

別
添
１
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4 ．継続検査に係る広告等料金表示の適正化等について

　事業者が事業を運営していく中で、法等により守らなけれならないことがܾめられておりま

すが、νラシやϗʔムϖʔδ等でࠂを行う߹においても、ܠදࣔ法により不なදࣔがࢭې

されております。

　自動車特定整備事業として重要かͭれがͪな法令等のൈਮを後ड़いたしますので、自にお

ける不適切なදࣔがないこと等を確認し、関係法令を遵守してϢʔβʔとの適正な取引に努めるよ

うにしてください。

˓　関係法令にͭいて

　アʣಓ࿏運ૹ車྆法

　ಓ࿏運ૹ車྆法ୈ9�の̏及びಉ法ࢪ行نଇୈ��の̎の̎では、自動車特定整備事業者の

遵守事߲をن定しています。

　　・定期検整備料ۚのࣔܝ

見積書のަʢ定期検整備ʣࢉ֓・　　

　　・特定整備هをࡌهしてࣸしをަ

　　・行っていない検・整備の料ۚを求してはならない。また、ґཔされていない検・

整備を不に行いͦの料ۚを求してはならない。

　自動車特定整備事業者が行う検または整備は、ಓ࿏運ૹ車྆法の遵守ن定により、ফඅ者

保ޢがਤられていることから特定取引法の適用আ֎とされています。

ߟ　ࢀ

　　　　　　˞ผఴলུ
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特定取引法ʢ特定取引に関する法ʣ

　イʣݸ人情ใ保ޢ法

、人情ใを取ѻう事業者としてݸ。することを目的とした法ですޢར、རӹを保ݖ人のݸ　

ҎԼの߲目を守るඞ要があります。

　ᶃݸ人情ใのఏڙをडけるࡍに、ར用目的をࠂげなけれならない。

　ᶄ取得したݸ人情ใは、ఏڙをडけるࡍにࠂげたར用目的Ҏ֎に用してはならない。

　ᶅݸ人情ใをୈࡾ者にఏڙする߹、本人のಉҙを得なけれならない。

　ウʣফඅ者基本法

　ফඅ者のརӹの༴ݖ、ޢརのଚ重、自ཱへの支援といった基本ཧ೦を定めています。

　また、ফඅ者のݖར、事業主の、行政機関の等をن定しており、事業主ʢ者ʣの

としてҎԼのように定められています。

　ᶃফඅ者の安全及び取引におけるެ正を確保すること。

　ᶄফඅ者に対しඞ要な情ใを໌確かͭฏқにʢしくなくʣఏڙすること。

　ᶅফඅ者との取引に関して、ফඅ者のࣝ、経ݧ及び࢈ࡒの状況ʢ支いྗʣ等にྀす

ること。

　ᶆফඅ者とのؒにੜ͡たۤ情を適切かͭਝにॲཧするためにඞ要なମ制の整備等に努め、

֘ۤ情を適切にॲཧすること。

　Τʣফඅ者ܖ法

をܖ、によるτラブルからফඅ者を守ることを目的としてࠔ認やޡに、ফඅ者の࣌ܖ　

。定されていますنがࢫҎԼのような行ҝを行ってはならない、ࡍ༠するק

　ᶃ重要事߲にͭいて、事࣮とҟなることをࠂげてはならない。ʢ不࣮ࠂʣ

　ᶄকདྷにおける変動が不確定なものをஅ定的にࠂげてはならない。
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　　ʢ֘車྆の保安基४適߹ੑҡ࣋に係るকདྷの༧ଌ情ใはআくʣ

　ᶅফඅ者のརӹとなる情ใだけでなく、不རӹとなることもࠂげなくてはならない。

　　ʢނҙの不ࠂʣ

　ᶆফඅ者が事業者に対し、ͦのからのୀڈのҙࢥをࣔした߹、ͦれにैわなけれなら

ない。

　ᶇফඅ者がͦのॴからୀڈするҙࢥをࣔした߹、ͦれをげてはならない。

　Φʣಠࢭې法ʢࢲ的ಠのࢭې及びެ正取引の確保に関する法ʣ

　等のൢചにおいてڝ૪関係にあるا業ಉ士が、ൢച価格、ྔ及びҬ等をし߹いで

ܾめる等のڝ૪行ҝʢΧルテルʣや取引先に対する不ެ正な取引方法等の行ҝをࢭېする法

です。なお、事業者として、ҎԼのような行ҝがࢭېされています。

　ᶃ不な「๊き߹わͤൢച」ʢ不ެ正な取引方法ʣ

ʲྫʳ人ؾである新車または中ݹ車のൢച࣌に、車྆本ମ価格に̏年分の定期検料
ۚを加えてൢചする。ʢϢʔβʔにબݖを与えず、強制的にηッτでൢചする。ʣ

　Χʣܠදࣔ法ʢ不ܠ類及び不දࣔࢭ法ʣ

　ա大なܠ類や不なදࣔによる٬ސの༠引をࢭするため、Ұൠফඅ者による自主的で߹

ཧ的なબを્するおͦれのある行ҝを制限し、ࢭېすることによりҰൠফඅ者のརӹを守

ることを目的としています。

දࣔ法ʢൈਮʣܠ

ʢ不なදࣔのࢭېʣ
ୈ̐　事業者は、自ݾのڅڙするຢはの取引にͭいて、࣍の֤߸のいずれかに
֘するදࣔをしてはならない。

ᾇ　ຢはの࣭、ن格ͦのଞの内༰にͭいて、Ұൠফඅ者に対し、࣮ࡍのもの
よりもஶしく༏ྑであるとࣔし、ຢは事࣮に૬ҧして֘事業者とಉछएしくは類ࣅ
のएしくはをڅڙしているଞの事業者に係るものよりもஶしく༏ྑであると
ࣔすදࣔであって、不に٬ސを༠引し、Ұൠফඅ者による自主的かͭ߹ཧ的なબ
を્するおͦれがあると認められるもの

ᾈ　ຢはの価格ͦのଞの取引݅にͭいて、࣮ࡍのものຢは֘事業者とಉछ
एしくは類ࣅのएしくはをڅڙしているଞの事業者に係るものよりも取引の
૬ख方にஶしく有རであるとҰൠফඅ者にޡ認されるදࣔであって、不に٬ސを༠
引し、Ұൠফඅ者による自主的かͭ߹ཧ的なબを્するおͦれがあると認められ
るもの
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ᾉ　લ̎߸にܝげるものの΄か、ຢはの取引に関する事߲にͭいてҰൠফඅ者
にޡ認されるおͦれがあるදࣔであって、不に٬ސを༠引し、Ұൠফඅ者による自
主的かͭ߹ཧ的なબを્するおͦれがあると認めて内ֳ૯ཧ大ਉが指定するもの

̎　内ֳ૯ཧ大ਉは、事業者がしたදࣔがલ߲ୈ１߸に֘するか൱かをஅするためඞ
要があると認めるときは、֘දࣔをした事業者に対し、期ؒを定めて、֘දࣔのཪ
けとなる߹ཧ的なࠜڌをࣔす資料のఏग़を求めることができる。この߹において、
֘事業者が֘資料をఏग़しないときは、ୈ̒のن定の適用にͭいては、֘දࣔ
はಉ߸に֘するදࣔとみなす。

දࣔ法に関する૭口ܠ　
　　　ফඅ者ி　දࣔ対策課
　　　　˟�����95�　東ژઍా۠բが関̏� １� １　中ԝ߹ಉிࣷୈ̐߸ؗ
　　　　　̡̩̚ɿ��ʵ�5��ʵ����᷄
　　　　消費者庁の景品表示法ホームページ
　　　　IUUQ���XXX�DBB�HP�KQ�SFQSFTFOUBUJPO�JOEFY�IUNM
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令和３年４月１日より、税込価格の
表示（総額表示）が必要になります！

◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例

ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円 ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円（税込） ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円（うち税ᵗᵖᵎ円）

ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円（税抜価格ᵗᵊᵖᵎᵎ円） ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円（税抜価格ᵗᵊᵖᵎᵎ円、税ᵗᵖᵎ円）

ᵗᵊᵖᵎᵎ円（税込ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円）

■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
ᵗᵊᵖᵎᵎ円（税抜） ᵗᵊᵖᵎᵎ円（本体価格） ᵗᵊᵖᵎᵎ円ᵉ税

※ 平成ᵐᵓ年ᵏᵎ月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月３１日までは
上記のような価格表示も認められていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要にな
ります。

※ 税込価格ᵏᵎᵊᵕᵖᵎ円（税率ᵏᵎ％）の商品の例

- 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

- 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

- 支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、

- 価格の比較も容易にできるよう、

総額表示義務は、平成16年４月より実施されているものです。

税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格
を併せて表示することも可能です。

財務省
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よСДѝЦგ（Ϛϕϥ）

Ძ 税込価格にьƑて税抜価格を表示することはᛐǊǒれるのですか。

ڶ َપંଝਜُमؚઘતभં॑ଝਜહऐॊुभदँॉؚઘ
તपਸइथઘ௷તुંघॊऒधऋ૭ચदघ؛ञटखؚऒभৃ
়ؚઘતऋᐱपંऔोथःॊਏऋँॉऽघ؛ᐱपંऔ
ोथःॊऊनअऊभઅइ্पणःथमَؚપંଝਜपঢ়घॊા
ઘ১भ્पબॊਂਊବષథलਂਊંଆૃ১भి৷ਗपणःथ
भઅइ্ُقਛ25ফ9া10 ાૂ ؛ओ༮ऎटऔः॑ك

４ 。ᙲがありますか࣏も総額表示にも総額表示にする「٥価格ݱஓࠎ」「٥価格ݱஓࠎ」

ڶ ଲୗಉऋૹષढ़ॱটॢृૹષঃॵॣش४ऩनपં
खथःॊؚःॎॅॊَൌ৵ਲ਼તُमؚ৵ਲ਼ऋા
पৌखथষअતંदमँॉऽच॒भदَؚપંଝ
ਜُभৌपमऩॉऽच॒؛ञटखؚ৵ਲ਼पउःथؚଲ
ୗಉऋંखञَൌ৵ਲ਼તُ॑ঽभ৵ਲ਼તध
खथਲ਼खथःॊৃ়पमؚजभતऋપંଝਜभৌ
धऩॉऽघभदَؚൌ৵ਲ਼તُऋَઘ௷તُद
ંऔोथःॊधऌमؚ৵ਲ਼पउःथَؚઘતُ॑ྕ
ైऩनपંघॊਏऋেगऽघ؛

Წ 「総額表示」ǁのᆆ行にˤい、ȬǸシスȆȠを٭するᲬ 「総額表示」ǁのᆆ行にˤい、ȬǸシスȆȠを٭する
。ᙲはあるのですか࣏

ڶ َપંଝਜُमؚகైृઁઔऩनपउःथَાઘৼ
ਊપ॑அि੍௸પُभં॑ଝਜહऐॊुभदँढथঞ४
३५ॸभಌ॑ଝਜહऐॊुभदमँॉऽच॒؛

پ પંपणःथؚಌपถखऎउੴॉपऩॉञः্मؚଃਜHPभ
َાઘभપંଝਜधૡႭৌੁपঢ়घॊৱમُঌش४॑ओ༮ऎटऔः؛

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

Ჭ 商品ஜ体のȑȃǱーǸやɦ札などに税抜価格が表示Ჭ 商品ஜ体のȑȃǱーǸやɦ札などに税抜価格が表示
されていますが、こうしƨ表示にƭいてもμて税込価格されていますが、こうしƨ表示にƭいてもμて税込価格
に٭する࣏ᙲがありますか。

ڶ પંभଝਜહऐमؚાऋૹષृ१شঅ५॑භ
োघॊपَؚાઘৼਊપ॑அिતُ॑৯दীऊ
ॊेअपघॊञीभुभदघ؛खञऋढथؚرभૹષ
पઘતऋંऔोथःऩःৃ়दँढथुؚྕైृ
ऩनपेढथؚजभૹષभَઘતُऋ৯दۅۄۅ
ীऊॊेअपऩढथःोयؚપંଝਜधभঢ়બदम
ਖँॉऽच॒؛
ऩउؚॖথॱشॿॵॺृढ़ॱটॢऩन॑৷ःञৢਦ
ਲ਼पঢ়खथमؚक़ख़ঈؚढ़ॱটॢपउःथઘત
ऋંऔोथःोयؚଛહऔोॊૹષঽ৬पઘ௷તभ
ाऋંऔोथःञधखथुؚપંଝਜधभঢ়બद
मਖँॉऽच॒؛

URL

1,000円＋税

1,100円（税込）
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Ⅴ．資料編

1 ．検査対象車両数、認証工場等の推移

　関東運༌ہ内ʢҎԼ「内」という。ʣにおける検査対車྆、認証、人口及びੈଳ
のਪ移は࣍のとおりです。

⑴　検査対象車両数の推移＜図Ⅰー 1＞

　内の検査対車྆ʢܰ自動車をؚΉ。ҎԼにಉ͡。ʣは、令和 5 年 � 月ࡏݱにおいて、
��5�5ઍとなり、対લ年ൺで��ઍの૿加になっています。
　これらを֤ݝผにみても、ۙ年૿加向となっています。
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〈図Ⅰ－ 1〉　運輸支局別検査対象車両数の推移（各年度末現在）
＜図Ⅰー１＞　運輸支局別検査対象車両数の推移（各年度末現在）

R2 76.5%

R3 76.4%

R4 76.3%

神 R2 79.5%

奈 R3 79.3%

川 R4 79.1%

R2 79.6%

R3 79.4%

R4 79.2%

R2 77.9%

R3 77.9%

R4 77.8%

R2 78.3%

R3 78.2%

R4 78.1%

R2 77.0%

R3 76.9%

R4 76.9%

R2 78.7% □□ □□ □□

R3 78.6%

R4 78.5% B/A×１００％

R2 75.0% 検査対象車両数（Ａ）（Ｂ）

R3 74.9% 乗用自動車数（Ｂ）

R4 74.7%

R2 78.1%

R3 78.0%

R4 77.9%

（千台）（支局）（年度）

城

千

東

京

埼

玉

群

馬

合

計

山

梨

栃

木

葉

茨

（千台）（支局）（年度）

561

560

560

1,346

1,343

1,343

1,997

1,992

1,994

2,849

2,839

2,835

1,385

1,381

1,382

3,242

3,234

3,228

3,069

3,066

3,064

3,143

3,140

3,141

751 

748 

747 

1,715 

1,708 

1,706 

2,598 

2,589 

2,588 

3,650 

3,632 

3,622 

1,780 

1,773 

1,774 

4,093 

4,073 

4,057 

3,880 

3,865 

3,855 

4,118 

4,110 

4,106 

0 1000 2000 3000 4000 5000

17,592

17,555

17,547

22,585 

22,498 

22,455 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   208 2023/08/17   9:30:32



ʕ  ��9  ʕ

⑵　認証工場数、人口、世帯数等の推移＜表Ⅰー 1、図Ⅰー 2、 3＞

ᶃ　認証
　内の認証は、令和 5 年 � 月࣌において��の��であり、対લ年ൺで���
૿加となっています。
　これらを֤運༌支ہผにみると、࡛ۄが�5、ਆಸが��のॱで૿加していますが、
Ұ方で東ژは � 、山སは � 。減少となっています

ᶄ　人　口
　内の人口は、令和 5 年 � 月 � 日࣌において�����ઍ人であり、対લ年ൺで��ઍ人の૿加
となっています。
　これらを֤運༌支ہผにみると、東ژの��ઍ人で最も৳びが高く、࣍いでಢの��ઍ人、
അの܈ 9 ઍ人となっています。

ᶅ　ੈଳ
　内のੈଳは、令和 5 年 � 月 � 日࣌において�����ઍੈଳであり、対લ年ൺで��9ઍੈ
ଳの૿加となっています。
　これらを֤運༌支ہผにみると、東ژの���ઍੈଳで最も৳びが高く、࣍いで܈അの��ઍ
ੈଳ、ಢの5�ઍੈଳとなっています。

ᶆ　認証たり検査対車྆
　認証たりの検査対車྆は、内ฏۉで9��であり、対લ年ൺで � の૿加となっ
ています。
　これらを֤運༌支ہผにみると、ਆಸが����で最もଟく、࣍いでઍ༿の����、東ژ
の9��のॱになっており、܈അが���で最も少ない状況となっています。
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〈表Ⅰ－ 1〉　認証工場数・人口・世帯数等の推移

運　༌
支ہผ

年度
認　　証
  

人　　口
ʢઍ人ʣ

ੈ ଳ 
ʢઍੈଳʣ

認　証　　　　た　り
検査対車྆ 人　　口 ੈ ଳ 

東　ژ

ęù �5�� ���5� ���� 9�� ���� ���� 
ęú ��9� ��995 ���9 9�5 ���� ���� 
ęû ���� ����� ���� 9�� ���� ���5 

૿減 ˛ � ˚ �� ˚ ��� ˚ � ˚ �� ˚ ��

ਆಸ

ęù ���� 9��5 ���� ���� ���5 ���� 
ęú ���9 9��� ���� ���5 ���� ���� 
ęû ���� 9��� ���� ���� ��5� ���� 

૿減 ˚ �� ˛ 5 ˚ �� ˛ 5 ˛ �� ˛ �

ۄ　࡛

ęù ���� ���5 ���� 9�9 ���� ��� 
ęú ���9 ���� ���� 9�� ���� ��� 
ęû �5�� ���5 ���� 9�� ���� ��5 

૿減 ˚ �5 ˛ � ˚ �� ˛ � ˛ �� ˛ �

അ　܈

ęù ���� �9�9 ��� �5� ��� ��9 
ęú ���� �9�5 ��� �59 ��9 ��� 
ęû ���� �9�� ��� ��� ��� ��� 

૿減 ˚ � ˚ 9 ˚ �� ˚ � ˚ � ˚ ��

ઍ　༿

ęù ���� ���� ���5 ���� ���� ��� 
ęú ���� ���� ���� ���� ���� ��5 
ęû ���� ���9 ���9 ���� ���� ��5 

૿減 ˚ � ˚ � ˚ �� ˚ 5 ˚ � ˚ ��

ҵ　

ęù ���� ���5 ��9� ��� �95 ��5 
ęú ��9� ���� ��99 ��� ��9 ��� 
ęû ���� ���� ���5 ��� ��� ��� 

૿減 ˚ � ˛ �� ˚ �� ˚ � ˛ � ˚ �

ಢ　

ęù ���9 �9�� ��5 ��� 9�� �95 
ęú ���9 �9�� ��� ��� 9�� �9� 
ęû ���� �9�� ��� ��� 9�� ��� 

૿減 ˛ � ˚ �� ˚ 5� ˚ � ˚ � ˚ �9

山　ས

ęù 9�� ��� ��� ��9 ��� ��� 
ęú 9�� ��� ��� ��� ��� ��� 
ęû 9�� �9� ��5 ��� ��� ��� 

૿減 ˛ � ˛ � ˚ � ˚ � ˛ � ˚ �

　内

ęù ����� ����� ����5 9�5 ���� ��9 
ęú ����� ����9 ����� 9�5 ���� �5� 
ęû ����� ����� ����� 9�� ���9 ��� 

૿減 ˚ �� ˚ �� ˚ ��9 ˚ � ˛ � ˚ ��

　ɿᶃ　人口及びੈଳは૯লຢは֤自࣏ମがެදしている。
　　　ᶄ　検査対車྆はܰ自動車をؚΉ。
　　　ᶅ　認証、人口及びੈଳは֘年度ࡏݱのをࣔす。
　　　ᶆ　૿減ཝは、対લ年ൺをࣔす。
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〈図Ⅰ－ 2〉　令和４年度支局別認証工場の対前年比増減数

（単位：工場）

東ژ ਆಸ ۄ࡛ അ܈ ઍ༿ ҵ ಢ 山ས
ôþ ùû ûü ú ÷ þ ôù ôú

〈図Ⅰ－ 3〉　認証工場当たり検査対象車両数、人口及び世帯数

東ژ ਆಸ ۄ࡛ അ܈ ઍ༿ ҵ ಢ 山ས
検査対車྆ʢʣ 9�� ���� 9�� ��� ���� ��� ��� ��� 
人　　　口ʢ人ʣ ���� ��5� ���� ��� ���� ��� 9�� ��� 
ੈ　ଳ　 ���5 ���� ��5 ��� ��5 ��� ��� ��� 

ʢ � 目ü÷÷をࣔすʣ
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2 ．関東運輸局管内整備事業の現況

⑴　整備事業の概要

支ہผ 整備事業 ฏ��年度 令和ݩ年度 令和 � 年度 令和 � 年度 令和 � 年度

東　ژ

認証 ���� �5�� �5�� ��9� ���� 
認定 ��9 ��� ��� ��9 ��� 
指定 ���� ���� ��99 ��9� ���� 

指定 � 認証 ����� ����� ����� ����� ���5�

ਆಸ

認証 ���� ���� ���� ���9 ���� 
認定 ��� ��� ��� ��� ��� 
指定 ���� ���� ���� ��5� ��55 

指定 � 認証 ����� ����� ����� ����� �����

ۄ　࡛

認証 ��5� ��5� ���� ���9 �5�� 
認定 �5 �� �� �� �9 
指定 ���� ���� ���� ���� ���� 

指定 � 認証 �5��� �5��� �5��� �5��� �5���

അ　܈

認証 ��5� ���9 ���� ���� ���� 
認定 �� �� �9 �� �� 
指定 595 59� 59� 595 59� 

指定 � 認証 �5��� �5��� �5�5� �5��� �5�5�

ઍ　༿

認証 ���� ���9 ���� ���� ���� 
認定 99 99 ��� 9� 9� 
指定 ���� ���� ���� ���� ���� 

指定 � 認証 ���5� ����� ����� ����� �����

ҵ　

認証 ���� ���� ���� ��9� ���� 
認定 �� �� �� �� �� 
指定 ��� ��� ��5 ��� ��� 

指定 � 認証 �5��� �5��� ����� �5�9� �5���

ಢ　

認証 ���� ���� ���9 ���9 ���� 
認定 �� �� �� �� �5 
指定 59� 59� 59� 59� 5�9 

指定 � 認証 ���9� �9��� �9��� �9��� ���9�

山　ས

認証 9�9 9�� 9�� 9�� 9�� 
認定 �� �� �� �� �� 
指定 ��9 �5� �5� ��9 ��� 

指定 � 認証 ����� ����� ����� ���9� �����

ܭ　ہ

認証 ����9 ����� ����� ����� ����� 
認定 ��9 ��� ��� ��� �5� 
指定 �9�� �9�� �959 �95� �9�� 

指定 � 認証 ����� ����� ����� ����� ���5�

全国ܭ

認証 9���� 9���� 9�5�� 9��9� 9�9�� 
認定 ���� ��5� ���9 ���� �5�� 
指定 ����� ����� ����� ����� ����� 

指定 � 認証 ����� ���9� ���9� ����� �����

ʗ全国ہ
認証 ����� ���5� ���5� ���5� ���5�
認定 ���5� ����� ����� �5��� �5���
指定 ����� ����� ����� ����� �����
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⑵　整備主任者の選任状況の推移

߲　目
支ہผ ฏ��年度 令和ݩ年度 令和 � 年度 令和 � 年度 令和 � 年度

東　ژ ����� ����9 ����� ��9�� ��9�� 

ਆಸ �5�� ���� ���� ��9� ���� 

ۄ　࡛ ����� ����� ����� ����� ���5� 

അ　܈ 5��� 5��� 5�9� 5�5� 5�59 

ઍ　༿ 9��� 9�9� 95�� 9��5 9��� 

ҵ　 ��99 ���� ���� ���� ��9� 

ಢ　 ���� ���� �5�� ���� ���� 

山　ས �9�� �9�5 �9�� �9�� �9�� 

ܭ　ہ 59��� 59��9 5���� 5�9�9 5���� 

全国ܭ ������ ������ ������ ���5�� �����9 

ʗ全国ʢˋʣہ ����� ����� ����� ���5� ���5�

⑶　自動車特定整備事業（新規・廃止）状況の推移

߲　目

支ہผ

ฏ��年度 令和ݩ年度 令和 � 年度 令和 � 年度 令和 � 年度

新ن ഇࢭ 新ن ഇࢭ 新ن ഇࢭ 新ن ഇࢭ 新ن ഇࢭ

東　ژ úúç ÿú úùç ĀĀ üùç ÿþ ûûç þý üÿç ýû

ਆಸ üøç ûý ûøç ü÷ ûûç ûý üúç ûý ý÷ç úý

ۄ　࡛ ýþç üú üûç üþ ýûç üÿ þýç ûÿ þ÷ç ùý

അ　܈ ùüç úĀ ùĀç úû ùúç úø úøç úû ûýç ûú

ઍ　༿ üøç üĀ üøç üÿ ûÿç üø ýøç ûĀ üúç üù

ҵ　 üÿç ú÷ úûç úĀ úùç ùú û÷ç ùû úüç ùÿ

ಢ　 øÿç ùù øĀç ùþ ùüç ùù ú÷ç ú÷ ùüç ùĀ

山　ས ÿç ý øüç øø ø÷ç ø÷ øûç ø÷ þç ø÷

ܭ　ہ úøøç úúÿç ùþüç úþüç ùĀÿç úùÿç úûĀç úøþç úüûç ùÿÿç
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⑷　認証 1工場当たりの検査対象車両数の推移

年度
支ہผ ฏ��年度 令和ݩ年度 令和 � 年度 令和 � 年度 令和 � 年度

東　ژ

認　証　　　 ���� �5�� �5�� ��9� ���� 

検 査 対  車 ྆  ���9��� ���9��� ������� ����9�5 ������� 

� たり車྆ �9� 9�� 9�� 9�5 9�� 

ਆಸ

認　証　　　 ���� ���� ���� ���9 ���� 

検 査 対  車 ྆  �����5� �����5� ��55��� ���55�� ������� 

� たり車྆ ��9� ��9� ���� ���5 ���� 

ۄ　࡛

認　証　　　 ��5� ��5� ���� ���9 �5�� 

検 査 対  車 ྆  ���95�� ���9��� ��5��5� ������� ��9���� 

� たり車྆ 9�� 9�� 9�� 9�� 9�� 

അ　܈

認　証　　　 ��5� ���9 ���� ���� ���� 

検 査 対  車 ྆  �����9� ������� ������9 ������� �����9� 

� たり車྆ �5� �5� �5� �59 ��� 

ઍ　༿

認　証　　　 ���� ���9 ���� ���� ���� 

検 査 対  車 ྆  �59���� �����5� ������� ����5�� ��5���9 

� たり車྆ 99� 99� ���� ���� ���� 

ҵ　

認　証　　　 ���� ���� ���� ��9� ���� 

検 査 対  車 ྆  �5����� �5����5 �5����� �5�9�9� �59�5�� 

� たり車྆ ��� ��� ��5 ��� ��� 

ಢ　

認　証　　　 ���� ���� ���9 ���9 ���� 

検 査 対  車 ྆  ������9 ������� ������� ����9�� ���5�5� 

� たり車྆ ��� ��� ��� ��� ��� 

山　ས

認　証　　　 9�9 9�� 9�� 9�� 9�� 

検 査 対  車 ྆  ����5� ������ ������ ������ �5��9� 

� たり車྆ ��9 ��� ��� ��� ��� 

ܭ　ہ

認　証　　　 ����9 ����� ����� ����� ����� 

検 査 対  車 ྆  ����9�5� ����9�5� ���5��9� ��5����� ��5��5�� 

� たり車྆ 9�� 9�� 9�5 9�5 9�� 

ɿ検査対車྆はܰ自動車をؚΉ
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⑸　関東運輸局管内認証工場数等の推移
（５）　関東運輸局管内認証工場数等の推移

（工場数） （工場数）

▲指定

■認定

　　　認証

　　　指定

　　　認定

平成３０年度末 令和元年度末 令和２年度 令和３年度 令和４年度

●認証

平成３０年度末 令和元年度末 令和２年度 令和３年度 令和４年度

6,980 6,964 6,959 6,954 6,947 

679 671 670 660 658 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

24,409 

24,312 24,284 
24,317 

24,384 

20,600

20,800

21,000

21,200

21,400

21,600

21,800

22,000

22,200

22,400

22,600

22,800

23,000

23,200

23,400

23,600

23,800

24,000

24,200

24,400

24,600

24,800

25,000

令和5年_整備主任者業務の手引き.indb   215 2023/08/17   9:30:32



ʕ  ���  ʕ

3 ．関東運輸局管内自動車保有車両数

用
途
別

運༌支ہ
　　　 業ଶผ

車छผ
関東運༌ܭہ

東　　ژ　　支　　ہ ਆ　ಸ　　支　ہ ہ　　支　　ۄ　　࡛ അ܈
支ہ

ઍ　　༿　　支　　ہ ҵ　　支　ہ ಢ　　支　ہ 山ས
支ہ　 足　ཱ ࿅　അ ଟ　ຎ ീԦ子 ܭ ԣ　 　࡚ ૬　 ভ　ೆ ܭ 大　ٶ 谷　۽ य़日෦ ॴ　 ܭ ઍ　༿ 　ా शࢤ କϲӜ ܭ ਫ　ށ 　Ӝ ܭ Ӊٶ 　ࠤ ܭ

貨
　
　
　
　
　
物

ී　௨　車

自 ������ ���9� ����� �9�9 ����� 9��5 �5�5� ����� ���� �5�9� ����9 5���� ����9 ����� ��9�� ����� ����� ��55� ����� ����� ���9� ��5�� ����� ����� ���5� ����� �5��� ����� ����� �����

営 ������ ����� �5�9� �5�� ���� 5��� 5���� ����� 5�5� ����� ���� ����� ��5�� ����� ����� �5�9� ���95 �99�� ���59 ��5� ����� ���� ����� ��5�� �9��� ��5�� ����� ���� ����� ���9

ܭ ���5�� ��9�� ����� ��5�� ����� �5�9� ���5�5 ���9� ����� �95�5 ����5 ��5��� ����� ����9 �5��9 ����5 ����9� 5��9� ����� ��9�� �5��� ����� ����9� �95�� 5���� 9���� ����5 ���99 5���� �9���

小

型

車

ྠ　࢛

自 �����9� ����5 ����� ��5�� �5��� ��59� �����9 ����� ����� ����5 ����� ���9�� ����� ����� ���9� ����� ��5��� �9��5 ���99 ����� ����� ����9 ������ 5���� 5���� ���95� �9��� ��9�� ���5� ���9�

営 �9��� ���� 5��� ���� ���� 5�� ���5� ���� 5�� ���� ��5 ���� ���� 5�9 ���� ��5� �9�� 9�� ��9� 5�� ���� 5�� ���� ��� ���9 �9�� ��� ��� 9�� ��5

ܭ ��5�9�� 5�5�� ��9�� ���95 ����5 ����9 ������ �9�99 ���5� ����9 ����� ��5��� ��5�� ��9�� ����� �555� ����9� �99�� ��99� ��9�� ����� ��5�� ����99 5��9� 5���� ����59 5���� �9�5� �9��� �����

ྠ　ࡾ

自 ��5 �� �9 �� �� 5 �9 � � � �� �� �� �� � 9 �� �� �� � � 5 �� �� �� �� �� � �� �

営 �� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ܭ ��� �� �� �� �� 5 ��� � � � �� �� �� �� � 9 �� �� �� � � � �� �� �� �� �� � �� �

ඃけん引車

自 ���9 ��� ��5 5� 9� ��� 5�� ��5 �� ��5 ��� ��� ��� ��� ��� ��5 ���� ��� �55 �9� ��9 ��5 ���� ��� ��� ���� 5�� 5�� ���� ���

営 �5��� ���� ���� �� ��� 5�� ���� ���5 �5�9 ��� ��� ����� ��9 ��5� ��5� ���� ���9 �9�� ���9 ��� ��5� ��5� ���� �5�9 ���� ��59 ���� ��� ���� �5�

ܭ 5��9� ���� ���� 9� ��5 �5� 9��� �5�� ���5 ��9� ��9 ��9�� ���� ��59 ���9 ���� 5��� ���9 ���� ���� ���� ���� 9��� 5��� ���� 9��� ��59 ���� ���� 99�

ܰ自動車
ྠ　࢛ �9��9�� 5���9 ����� 5���5 ����� ����9 �95��� ������ ����� �5�9� ����� �����5 ���9� 99��� 55��� ���9� ������ ������ ��9��� ����� ����� 9���� ���9�5 ������ ��5��� ����5� ������ ����9 ������ �����5

ྠ　ࡾ ��� �� �� �� �� �� �9 �� � �� �� �5 �� �� 9 �� �5 �� �� � � � �� �� �� �� �� � �� ��

՟　物　車　ܭ ��5���� ���5�� ����99 ������ ���9�� ��9�� ��9�9� ����99 ����� ������ ���5�� 5����� �����5 ���9�� ����5� ������ �����5 ��9�5� �5���� 9���� ��95�� ����9� ����9� ��5��� �5��9� ������ ������ ����5 ��99�� �55���

乗
　
　
　
合

ී ௨ 車
車定һ
��໊Ҏ上

自 ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��5 ��5 ��� ���� �9� ��� ��� �5� 9�� ��5 ��� ��� ��9 ��9 ���� ��� ��� �9� �5� �5� 5�5 ��5

営 ���9� ���� ���� ��9� ���� ��95 ���� �9�� ���� ���9 ���� ���� ���� ��5 ��9 ��9� ���� ��� ��9� ��� ���� ��� ���� ���5 ���9 ���� 9�� ��5 ��9� 5��

ܭ �5��� �9�� ���� �9�� ���� ���9 99�� ���9 ��5� ���� ��55 ���9 ���� 9�� ��5 �55� �9�� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �5�� ���� ���� ���� ��� ���� ��9

খ 型 車
車定һ

��໊Ҏ上�9໊ҎԼ

自 ����� ��9 ��9 59� 9�� 5�5 ��5� ���9 ��� ��� ��� ���9 ���� 995 ��� ���5 �9�� �9�� ���� ��� ��5 ���5 �9�� 9�� ��5� ���� ���� 5�� ���� 95�

営 ���� ��9 59� ��� �5� ��� �99� �9� �� ��� �9� ��5 ��� ��� ��5 �5� 9�5 ��9 ��� ��� ��� ��5 ���� ��� 5�9 9�� ��� ��� 55� ���

ܭ ����5 ���� ���� 9�� ���� ��� 5��� ���� �5� ���� 9�� ���� ��5� ��59 �99 ���� ���5 ���� ���� ��� ���� ���� 5��� ���9 �999 ���� ��5� ��� ���� ����

߹車߹ܭ ���95 ���� �9�5 ���� ���� ���� �5��� 5��� ���� ���� ���� ����� �99� ��9� ���� ���� 9��� �5�� ���� ���� ���� ���� ���5� ���� ���� ���� �995 ���� ���� �9��

乗
　
　
　
用

ී　௨　車

自 ��9���9 ����95 ���9�� ��99�� �9���� ������ �5����9 ������ ����9� ������ �5���� ��9���� �9���� ��5�9� ������ �9���� �����5� ������ ����55 ��9�9� ��5��5 ���9�� ����95� ����9� �5���9 ������ ��599� ����5� �5��5� ������

営 ����� ���� 5��� ���� �5� ��� �5��� ���� �5� ��� ��� �5�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �9� �9� �5� ��� �5�5 595 ��� ���� ��� �� ��� �95

ܭ ���9��� ������ ������ ���55� �9�9�� ������ �����5� ������ ��5�5� ������ �5��9� ��9��9� �9�9�� ��55�� ������ �9���� ������9 ���55� ������ ��95�� �����5 ��9��� ������� ������ �5��9� ��5��� ������ ������ �5��9� ���5��

খ　型　車

自 55����� �559�9 �9���� ����5� �99��� ���5�� 95��5� ����9� ������ ������ ������ ����99� ������ ���5�� �9���� �����5 ������� ������ ��5�9� ���5�� �����5 ������ 9����9 �9�9�� ��5�5� ��995� ������ �����9 ����9� �55���

営 5�59� 5��� ���5� ���� ��5� ��5 ����5 5��� ���� ��� ���� ���� ��9� 5�� 9�� ���� �9�� ��59 ��5� 9�� ���� �9� ��9� ��� ��� �5�� 9�� �5� ���� ���

ܭ 55�5��� ������ ������ ������ ������ ����95 9����� ������ ���5�� ������ �����5 ������9 ��59�9 �����9 �9���� �����9 ����9�9 ������ ������ ������ ������ ���9�� 9��9�� �95��� ��5�5� ���5�� �����5 ������ ��9��� �5����

ܰ　自　動　車 5�9��5� 5���� 95��� ����� �9��9� ��5�9� 55���� ��9��� 5���� �99��� ������ ���99� ������ �����5 ������ �9���� ������� 5����� ������ �5���� ������ ������ �9�5�� ������ ����5� �9�5�� ������ �5�5�� ������ �����5

　用　車　ܭ ��59�9�5 ���9�� ������ 5����� ����9� �5���� �����9� ������� ���9�� ���5�� ��5��5 ���9��� ����9�� �5�9�� ��9��5 ������ ����9�� ���5��� ��5�5�� 55���� �5���� 5����5 ���9��9 9�9��� ��5���� �99���9 9�9��� ����5� ������5 5�����

特
種
（
殊
）
用
途

ී　௨　車

自 ������ 9��� �5�5� �5�� ����� �9�� 5���� ���9� 55�� ���5 ��5� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �5�� ���� �9��� ����� ����� �5�5� ����� ���� ���5� ����

営 ���9�� ��5� �5�� �55� �9�5 ���� �9��� ���9 �5�� 5��� ���� �9��� ��9� ���� 5��5 ���� ����� 5��� ���� ��99 5�59 ���� ��9�� 5��� 5��� ����� ���� ���5 ���� ��9�

ܭ �����9 ��9�5 ����� ����� �5��� 95�� ����9 ��9�� 9�9� ���5� ����� 59��5 �99�� ����� ����� ��5�� ����� ����� ����9 95�� ����� ���5� 5���� ����� ����� ����� ��9�� 5999 ��9�9 995�

খ　型　車

自 ���9� ���� ��55 �59� ���� ���� 95�� ���� ��� �5�� ��5� ��5� ��9� ���� ��59 �9�� ���� ���5 �99� ���� ���9 ���� ��95 ���� ���� ���� ��9� 9�� ��9� �5��

営 �5�� ��� ��5� ��� �5� ��� ���� ��� �� �5� ��� ��� ��� �� 5� �5� 5�� ��� ��� �� �� �� �95 ��� 9� ��� �5� �� �9� ���

ܭ ����� ���� ���� �9�5 ���� ���� ����9 �55� �9� ���� ���9 ���� ���� ���� ���� ���� ��5� ��5� ��5� ���� ���� ��5� ��9� ���� �555 �9�� ���� 9�9 ��9� ��5�

大型特घ車

自 �5��� ���� 5��5 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ��55 ����� ��9� ���� �9�� ���� ���5 �59� �559 ���� ���5 �55� ����� ���� �5�� 5��� �5�� ���� ���� ����

営 ��� � 99 � � �� ��� 9 � � � �� �� �� 5 �� �� �� �9 �� ��� �� ��5 �� �5 9� �9 �� �� �

ܭ �5��5 ���� 55�� ��9 ���� ���5 ����� ���� ��5� ���� ��5� ����� �5�� ���� �9�� ��9� ���� ���� ���� ���� ��9� �59� ����� ���� �5�9 5��� ���� ��5� ���� ����

ܰ　自　動　車 ���5� ��99 ���� ��9� �9�5 ���� 9�95 �5�� 9�� �5�� ���� ���� ��5� �559 �55� ���9 ���� ���� ���9 ���� ��9� ���� 5��� ��55 ���� �5�� ���� ��9 �5�� ����

特छʢघʣ用్車ܭ �9���� ����5 ���5� �5�9� ����� ����� ��5�9� ����� ��95� �9559 ����5 ���59 ����� ����� �9��� ���5� ��5�� ���95 ���5� ���5� �9�95 ����� ����� �5��� �5��� 5���� ����� ���� ����� �����

二
輪
車

খ型ೋྠ車 ��9�5� ����� ����� ���9� ����9 ����� ����5� ����� ����� �5��� ����� ������ ����9 ���9� �9�9� ����� ��9��5 �95�� ����9 ����5 ����� �5��� �9��9 ��9�� ����� 5���� ����� ����� ����� ����9

ܰ ೋ ྠ 車 �9���� ����� ���9� ����� 59��5 ����� ������ 9���9 ����� ����� ���95 ������ �9��� ����� ��9�� ����� ����5� ����� �99�9 ����� ����� �5��5 ����� ����� ����9 ��9�5 ����� ���9 �5��9 ����5

ೋ ྠ 車 ܭ ���5��� ����5� ������ ������ ������ ����� �9�9�� �59��� ����� 595�� ����� ������ ����� ���5� ����� ����� ������ ����� 5�5�� ����� ����� ����� �5�999 ���5� 5���� �����5 59�5� ��9�� ����9 �����

૯　 ߹　 ܭ ����5��� 9����� 9����9 ���9�� ��5���� 59595� ����59� ���9��� ������ �5���� 9���5� ������� ��95�5� 9����� ��5��� ����9�� ������� �����59 ��9���� �����9 ����55 ������ ������9 ��5���� ��9���� ������� ������� 5�95�� ��5��9� ��9��5

ొ自動車 �������9 ������ ���5�9 5����� ���9�� �59��9 ������� ����5�� ���9�� 5����� 55�5�� ������9 �5���� 5����� 5�95�� ������ �5����� ������5 ��9��� �5�5�� 5�5��� ����55 ������� ����5� �����9 �5����5 ������ �����9 ������� �9����

検査自動車 �5���5�� ���9�5 ���59� ������ ��9��� ��9��� ��59�5� ������5 �����5 555��� 5����5 ������� �9�9�� 55�5�� 5�9�5� ����5� ����5�� ������5 9��5�9 ������ 599��9 �55�9� ����9�� ������ ������ ������5 ���5�� ����5� ���5��� ������

ܰ自動車 �9���9� ��5�9� �����9 ������ ����9� ������ ���55�5 ������ ������ ������ ������ ������� ������ ���5�� �����9 ������ �5�5��� ����9� �9��9� ���5�� ������ ������ ��9���� ������ 5����� ������� �5���� ������ ��5��� �5����
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貨
　
　
　
　
　
物

ී　௨　車

自 ������ ���9� ����� �9�9 ����� 9��5 �5�5� ����� ���� �5�9� ����9 5���� ����9 ����� ��9�� ����� ����� ��55� ����� ����� ���9� ��5�� ����� ����� ���5� ����� �5��� ����� ����� �����

営 ������ ����� �5�9� �5�� ���� 5��� 5���� ����� 5�5� ����� ���� ����� ��5�� ����� ����� �5�9� ���95 �99�� ���59 ��5� ����� ���� ����� ��5�� �9��� ��5�� ����� ���� ����� ���9

ܭ ���5�� ��9�� ����� ��5�� ����� �5�9� ���5�5 ���9� ����� �95�5 ����5 ��5��� ����� ����9 �5��9 ����5 ����9� 5��9� ����� ��9�� �5��� ����� ����9� �95�� 5���� 9���� ����5 ���99 5���� �9���

小

型

車

ྠ　࢛

自 �����9� ����5 ����� ��5�� �5��� ��59� �����9 ����� ����� ����5 ����� ���9�� ����� ����� ���9� ����� ��5��� �9��5 ���99 ����� ����� ����9 ������ 5���� 5���� ���95� �9��� ��9�� ���5� ���9�

営 �9��� ���� 5��� ���� ���� 5�� ���5� ���� 5�� ���� ��5 ���� ���� 5�9 ���� ��5� �9�� 9�� ��9� 5�� ���� 5�� ���� ��� ���9 �9�� ��� ��� 9�� ��5

ܭ ��5�9�� 5�5�� ��9�� ���95 ����5 ����9 ������ �9�99 ���5� ����9 ����� ��5��� ��5�� ��9�� ����� �555� ����9� �99�� ��99� ��9�� ����� ��5�� ����99 5��9� 5���� ����59 5���� �9�5� �9��� �����

ྠ　ࡾ

自 ��5 �� �9 �� �� 5 �9 � � � �� �� �� �� � 9 �� �� �� � � 5 �� �� �� �� �� � �� �

営 �� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ܭ ��� �� �� �� �� 5 ��� � � � �� �� �� �� � 9 �� �� �� � � � �� �� �� �� �� � �� �

ඃけん引車

自 ���9 ��� ��5 5� 9� ��� 5�� ��5 �� ��5 ��� ��� ��� ��� ��� ��5 ���� ��� �55 �9� ��9 ��5 ���� ��� ��� ���� 5�� 5�� ���� ���

営 �5��� ���� ���� �� ��� 5�� ���� ���5 �5�9 ��� ��� ����� ��9 ��5� ��5� ���� ���9 �9�� ���9 ��� ��5� ��5� ���� �5�9 ���� ��59 ���� ��� ���� �5�

ܭ 5��9� ���� ���� 9� ��5 �5� 9��� �5�� ���5 ��9� ��9 ��9�� ���� ��59 ���9 ���� 5��� ���9 ���� ���� ���� ���� 9��� 5��� ���� 9��� ��59 ���� ���� 99�

ܰ自動車
ྠ　࢛ �9��9�� 5���9 ����� 5���5 ����� ����9 �95��� ������ ����� �5�9� ����� �����5 ���9� 99��� 55��� ���9� ������ ������ ��9��� ����� ����� 9���� ���9�5 ������ ��5��� ����5� ������ ����9 ������ �����5

ྠ　ࡾ ��� �� �� �� �� �� �9 �� � �� �� �5 �� �� 9 �� �5 �� �� � � � �� �� �� �� �� � �� ��

՟　物　車　ܭ ��5���� ���5�� ����99 ������ ���9�� ��9�� ��9�9� ����99 ����� ������ ���5�� 5����� �����5 ���9�� ����5� ������ �����5 ��9�5� �5���� 9���� ��95�� ����9� ����9� ��5��� �5��9� ������ ������ ����5 ��99�� �55���

乗
　
　
　
合

ී ௨ 車
車定һ
��໊Ҏ上

自 ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��5 ��5 ��� ���� �9� ��� ��� �5� 9�� ��5 ��� ��� ��9 ��9 ���� ��� ��� �9� �5� �5� 5�5 ��5

営 ���9� ���� ���� ��9� ���� ��95 ���� �9�� ���� ���9 ���� ���� ���� ��5 ��9 ��9� ���� ��� ��9� ��� ���� ��� ���� ���5 ���9 ���� 9�� ��5 ��9� 5��

ܭ �5��� �9�� ���� �9�� ���� ���9 99�� ���9 ��5� ���� ��55 ���9 ���� 9�� ��5 �55� �9�� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �5�� ���� ���� ���� ��� ���� ��9

খ 型 車
車定һ

��໊Ҏ上�9໊ҎԼ

自 ����� ��9 ��9 59� 9�� 5�5 ��5� ���9 ��� ��� ��� ���9 ���� 995 ��� ���5 �9�� �9�� ���� ��� ��5 ���5 �9�� 9�� ��5� ���� ���� 5�� ���� 95�

営 ���� ��9 59� ��� �5� ��� �99� �9� �� ��� �9� ��5 ��� ��� ��5 �5� 9�5 ��9 ��� ��� ��� ��5 ���� ��� 5�9 9�� ��� ��� 55� ���

ܭ ����5 ���� ���� 9�� ���� ��� 5��� ���� �5� ���� 9�� ���� ��5� ��59 �99 ���� ���5 ���� ���� ��� ���� ���� 5��� ���9 �999 ���� ��5� ��� ���� ����

߹車߹ܭ ���95 ���� �9�5 ���� ���� ���� �5��� 5��� ���� ���� ���� ����� �99� ��9� ���� ���� 9��� �5�� ���� ���� ���� ���� ���5� ���� ���� ���� �995 ���� ���� �9��

乗
　
　
　
用

ී　௨　車

自 ��9���9 ����95 ���9�� ��99�� �9���� ������ �5����9 ������ ����9� ������ �5���� ��9���� �9���� ��5�9� ������ �9���� �����5� ������ ����55 ��9�9� ��5��5 ���9�� ����95� ����9� �5���9 ������ ��599� ����5� �5��5� ������

営 ����� ���� 5��� ���� �5� ��� �5��� ���� �5� ��� ��� �5�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �9� �9� �5� ��� �5�5 595 ��� ���� ��� �� ��� �95

ܭ ���9��� ������ ������ ���55� �9�9�� ������ �����5� ������ ��5�5� ������ �5��9� ��9��9� �9�9�� ��55�� ������ �9���� ������9 ���55� ������ ��95�� �����5 ��9��� ������� ������ �5��9� ��5��� ������ ������ �5��9� ���5��

খ　型　車

自 55����� �559�9 �9���� ����5� �99��� ���5�� 95��5� ����9� ������ ������ ������ ����99� ������ ���5�� �9���� �����5 ������� ������ ��5�9� ���5�� �����5 ������ 9����9 �9�9�� ��5�5� ��995� ������ �����9 ����9� �55���

営 5�59� 5��� ���5� ���� ��5� ��5 ����5 5��� ���� ��� ���� ���� ��9� 5�� 9�� ���� �9�� ��59 ��5� 9�� ���� �9� ��9� ��� ��� �5�� 9�� �5� ���� ���

ܭ 55�5��� ������ ������ ������ ������ ����95 9����� ������ ���5�� ������ �����5 ������9 ��59�9 �����9 �9���� �����9 ����9�9 ������ ������ ������ ������ ���9�� 9��9�� �95��� ��5�5� ���5�� �����5 ������ ��9��� �5����

ܰ　自　動　車 5�9��5� 5���� 95��� ����� �9��9� ��5�9� 55���� ��9��� 5���� �99��� ������ ���99� ������ �����5 ������ �9���� ������� 5����� ������ �5���� ������ ������ �9�5�� ������ ����5� �9�5�� ������ �5�5�� ������ �����5

　用　車　ܭ ��59�9�5 ���9�� ������ 5����� ����9� �5���� �����9� ������� ���9�� ���5�� ��5��5 ���9��� ����9�� �5�9�� ��9��5 ������ ����9�� ���5��� ��5�5�� 55���� �5���� 5����5 ���9��9 9�9��� ��5���� �99���9 9�9��� ����5� ������5 5�����

特
種
（
殊
）
用
途

ී　௨　車

自 ������ 9��� �5�5� �5�� ����� �9�� 5���� ���9� 55�� ���5 ��5� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �5�� ���� �9��� ����� ����� �5�5� ����� ���� ���5� ����

営 ���9�� ��5� �5�� �55� �9�5 ���� �9��� ���9 �5�� 5��� ���� �9��� ��9� ���� 5��5 ���� ����� 5��� ���� ��99 5�59 ���� ��9�� 5��� 5��� ����� ���� ���5 ���� ��9�

ܭ �����9 ��9�5 ����� ����� �5��� 95�� ����9 ��9�� 9�9� ���5� ����� 59��5 �99�� ����� ����� ��5�� ����� ����� ����9 95�� ����� ���5� 5���� ����� ����� ����� ��9�� 5999 ��9�9 995�

খ　型　車

自 ���9� ���� ��55 �59� ���� ���� 95�� ���� ��� �5�� ��5� ��5� ��9� ���� ��59 �9�� ���� ���5 �99� ���� ���9 ���� ��95 ���� ���� ���� ��9� 9�� ��9� �5��

営 �5�� ��� ��5� ��� �5� ��� ���� ��� �� �5� ��� ��� ��� �� 5� �5� 5�� ��� ��� �� �� �� �95 ��� 9� ��� �5� �� �9� ���

ܭ ����� ���� ���� �9�5 ���� ���� ����9 �55� �9� ���� ���9 ���� ���� ���� ���� ���� ��5� ��5� ��5� ���� ���� ��5� ��9� ���� �555 �9�� ���� 9�9 ��9� ��5�

大型特घ車

自 �5��� ���� 5��5 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ��55 ����� ��9� ���� �9�� ���� ���5 �59� �559 ���� ���5 �55� ����� ���� �5�� 5��� �5�� ���� ���� ����

営 ��� � 99 � � �� ��� 9 � � � �� �� �� 5 �� �� �� �9 �� ��� �� ��5 �� �5 9� �9 �� �� �

ܭ �5��5 ���� 55�� ��9 ���� ���5 ����� ���� ��5� ���� ��5� ����� �5�� ���� �9�� ��9� ���� ���� ���� ���� ��9� �59� ����� ���� �5�9 5��� ���� ��5� ���� ����

ܰ　自　動　車 ���5� ��99 ���� ��9� �9�5 ���� 9�95 �5�� 9�� �5�� ���� ���� ��5� �559 �55� ���9 ���� ���� ���9 ���� ��9� ���� 5��� ��55 ���� �5�� ���� ��9 �5�� ����

特छʢघʣ用్車ܭ �9���� ����5 ���5� �5�9� ����� ����� ��5�9� ����� ��95� �9559 ����5 ���59 ����� ����� �9��� ���5� ��5�� ���95 ���5� ���5� �9�95 ����� ����� �5��� �5��� 5���� ����� ���� ����� �����

二
輪
車

খ型ೋྠ車 ��9�5� ����� ����� ���9� ����9 ����� ����5� ����� ����� �5��� ����� ������ ����9 ���9� �9�9� ����� ��9��5 �95�� ����9 ����5 ����� �5��� �9��9 ��9�� ����� 5���� ����� ����� ����� ����9

ܰ ೋ ྠ 車 �9���� ����� ���9� ����� 59��5 ����� ������ 9���9 ����� ����� ���95 ������ �9��� ����� ��9�� ����� ����5� ����� �99�9 ����� ����� �5��5 ����� ����� ����9 ��9�5 ����� ���9 �5��9 ����5

ೋ ྠ 車 ܭ ���5��� ����5� ������ ������ ������ ����� �9�9�� �59��� ����� 595�� ����� ������ ����� ���5� ����� ����� ������ ����� 5�5�� ����� ����� ����� �5�999 ���5� 5���� �����5 59�5� ��9�� ����9 �����

૯　 ߹　 ܭ ����5��� 9����� 9����9 ���9�� ��5���� 59595� ����59� ���9��� ������ �5���� 9���5� ������� ��95�5� 9����� ��5��� ����9�� ������� �����59 ��9���� �����9 ����55 ������ ������9 ��5���� ��9���� ������� ������� 5�95�� ��5��9� ��9��5

ొ自動車 �������9 ������ ���5�9 5����� ���9�� �59��9 ������� ����5�� ���9�� 5����� 55�5�� ������9 �5���� 5����� 5�95�� ������ �5����� ������5 ��9��� �5�5�� 5�5��� ����55 ������� ����5� �����9 �5����5 ������ �����9 ������� �9����

検査自動車 �5���5�� ���9�5 ���59� ������ ��9��� ��9��� ��59�5� ������5 �����5 555��� 5����5 ������� �9�9�� 55�5�� 5�9�5� ����5� ����5�� ������5 9��5�9 ������ 599��9 �55�9� ����9�� ������ ������ ������5 ���5�� ����5� ���5��� ������

ܰ自動車 �9���9� ��5�9� �����9 ������ ����9� ������ ���55�5 ������ ������ ������ ������ ������� ������ ���5�� �����9 ������ �5�5��� ����9� �9��9� ���5�� ������ ������ ��9���� ������ 5����� ������� �5���� ������ ��5��� �5����
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4 ．自動車特定整備事業の認証申請等の提出書類
令
和
５
年
８
月
現
在
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○

○
〇

○
○

〇 〇
〇

〇

〇

●
●

○
○

●
●

○
〇
※

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

○
〇
※

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

様 式

住
民
票
等
申
請
者
を
特
定
で
き
る
書
面
（
個
人
）

（
第
５
号
様
式
（
認
証
）
）

（
第

６
号

様
式

）

役
員

の
変

更
届

出
書

整
備

主
任

者
（
選

任
・
変

更
）
の

届
出

書

自
動

車
特

定
整

備
事

業
の

廃
止

届
出

書

（
第
１
号
様
式
（
認
証
）
）

（
第
２
号
様
式
（
認
証
）
）

（
第
３
号
様
式
（
認
証
）
）

（
第
４
号
様
式
（
認
証
）
）

添 付 書 類

そ
の
他
必
要
な
書
面

変
更
申
請

整
備
主
任
者
等
資
格
取
得
講
習
修
了
証
等
（
写
し
）

新
規

分
解
整
備

の
み

電
子
制
御
装

置
整
備
の
み

両
方

土
地
又
は
建
物
の
登
記
簿
謄
本
、
建
築
物
の
確
認
済
証
等
（
写
し
）
事
業
場
所
在
地
を
証
す

る
書
面

商
業
登
記
簿
謄
本
等
申
請
者
及
び
役
員
を
特
定
で
き
る
書
面
（
法
人
）

自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適
合
性
試
験
成
績
書
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正

結
果
証
明
書
等
（
写
し
）

事
業
の
種
類

（
事
業
の
種
類

の
追
加
を
除
く
）

対
象
自
動
車

の
種
類

対
象
と
す
る
装

置
の
種
類

業
務
の
範
囲

（
限
定
の
解
除

も
含
む
）

整
備
士
合
格
証
書
等
（
写
し
）

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
変
更
（
届
出
・
申
請
）
書

自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
新
規
申
請
書

相
続
、
合
併
及
び
分
割

相
続

合
併

分
割

認
証
申
請
・
変
更
届
等
に
関
す
る
提
出
書
類
及
び
添
付
書
面
一
覧
表

申
請
・
届
出
事
項

提
出
・
添
付
書
類

変
更
届

事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称

及
び
住
所

役
員
の
氏
名

（
役
員
の
変
更

の
み
）

事
業
場
の
所

在
地

作
業
場
の
面

積
又
は
間
口

若
し
く
は
奥
行

き
の
長
さ

廃
止

譲
渡

譲
受

整
備
主
任
者
の
変
更
の
み

整
備
主
任
者
の

氏
名
、
生
年
月

日
及
び
統
括
管

理
業
務
の
開
始

の
日
及
び
辞
任

の
日

事
業
場
名
称

※
：
一
級
の
整
備
士
（
一
級
二
輪
の
整
備
士
を
除
く
）
に
あ
っ
て
は
、
整
備
士
合
格
証
書
等
（
写
し
）
、
一
級
二
輪
若
し
く
は
二
級
の
整
備
士
に
あ
っ
て
は
整
備
主
任
者
等
資
格
取
得
講
習
修
了
証
等
（
写
し
）

●
：
必
要
な
場
合
の
あ
る
書
面

○
新
認
証
書
交
付
時
に
旧
認
証
書
返
納

〇
：
必
要
な
書
面

土
地
の
使
用
に
係
る
契
約
書
（
写
し
）
　
※
離
れ
た
作
業
場
を
有
す
る
場
合
に
限
る

電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
の
共
同
使
用
に
関
す
る
契
約
書
（
写
し
）

※
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
を
共
同
使
用
す
る
場
合
に
限
る

構
内
外
注
の
契
約
書
（
写
し
）
　
※
構
内
外
注
を
す
る
場
合

認
証
書

自
動
運
行
装
置
の
点
検
整
備
に
必
要
な
技
術
情
報
を
入
手
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

水
準
器
、
整
備
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
等

戸
籍
謄
本

印
鑑
証
明
書

相
続
同
意
書
等

譲
渡
証
明
書

商
業
登
記
簿
謄
本
等
事
業
の
合
併
及
び
分
割
の
事
実
を
証
す
る
書
面
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5 ．自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表
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